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平成３０年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成３０年３月１５日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成３０年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成３０年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成３０年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成３０年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成３０年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成３０年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成３０年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成３０年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成３０年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君 

   委 員       中 澤 良 隆 君   委 員       佐 川 典 子 君 

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       今 村 辰 義 君 

   委 員       金 子 益 三 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       竹 山 正 一 君   委 員       荒 生 博 一 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       中 瀬   実 君    

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副  町  長  石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長  辻     剛 君 

 町民生活課長         鈴 木 真 弓 君     保健福祉課長         北 川 徳 幸 君 

 農業振興課長  狩 野 寿 志 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君     教育振興課長         北 川 和 宏 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君 

 主 事         大 井 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（林 敬永君） 予算特別委員会に先立

ちまして、議長並びに町長から御挨拶をいただきた

いと思います。 

 初めに、議長からお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから予算特別委員会ということで、ちょっ

と長丁場になりますけれども、よろしくお願いを申

し上げたいと思います。 

予算の審議に当たりましては、議員必携に書いて

あるとおりでありまして、これが基本的な取り組み

の考え方かなと思っておりますけれども、１年間の

予算で町長の政策予算、それから義務的な経費、あ

るいは継続的な経費といろいろあろうと思いますけ

れども、一つ慎重審議に審査をお願い申し上げたい

と思います。 

また、予算編成に当たっては、１年間の中でいろ

いろな形の中で、補正予算というのもまた出てまい

りますので、これはこれでそれなりに意味のあるこ

とでありますので、一つそういう点も念頭に入れて

御審議いただければありがたいかなと思います。 

長丁場になりますけれども、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

○事務局長（林 敬永君） 次に町長、お願いいた

します。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 予算特別委員会の開会に当たりまして、議長のお

許しをいただきまして、私のほうからも一言、御挨

拶を申し上げたいと思います。 

 予算の収支につきましては、議長から御挨拶いた

だきましたとおりでございます。非常に社会が大き

く変化する中、さまざまな社会の課題が生まれてい

る中でございます。少子化、あるいは高齢化、加え

まして人口減少など、本当に多くの課題を抱えた中

で、町の活力・元気をどのように維持していくかと

いうことに大変苦慮しているわけでございますが、

今回上程させていただいておりますこの予算編成を

通じて、最大限配慮させていただいたところでござ

います。 

 ４日間にわたりまして、皆様方に御審議いただく

わけでございますが、私どもといたしましては極

力、丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。そ

して、この審議を通じて、皆様方と将来のまちづく

りについて、本当に思いを一つにできれば、こんな

幸せなことはございません。 

 どうか、４日間大変御苦労をおかけいたしますが

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまし

て、御挨拶とさせていただきます。 

 よろしくどうぞお願いします。 

○事務局長（林 敬永君） ありがとうございまし

た。 

 それでは、正副委員長の選出でございますが、３

月７日の定例会におきまして、議長を除く１３名の

委員をもって予算特別委員会を構成しておりますの

で、正副委員長の選出につきましては、議長からお

諮りをお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 予算特別委員会の正副委員

長の選出についてお諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本予算特別委員会の委員長には村上和子

君、副委員長には岡本康裕君と決しました。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員

長、委員長席へ移動をお願いいたしたいと思いま

す。 

 それでは、村上委員長から御挨拶をいただきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 改めまして、皆さん、お

はようございます。一言、御挨拶させていただきま

す。 

 平成３０年第１回定例会におきまして上程されま

した、議案第１号から第９号までの平成３０年度の

予算案がさらに審議が必要と予算特別委員会が設置

され、各予算が予算委員会に付託され、委員長を選

出いただきました村上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 国におきましては過去最大の予算案、９７兆７,

０００億円規模の予算が示されておりますが、新し

く放たれたアベノミクス新三本の矢の波及効果は、

地方では全然見えにくく、上富良野町は依然として

財源の多くを地方交付税に頼らざるを得ず、財政の

硬直化が見られております。 

昨年は開基１２０年の記念すべき行事等、多く組

み込まれておりましたが、ことしは第５次総合計画

の最終年度、１０カ年の総仕上げの年でもあり、あ

わせて第６次総合、第８次農業振興、第３次地域福

祉計画予定の年であり、それらの予算も含め、限ら

れた財源の中、町民の福祉の増進や自然災害、防災

対策、継続事業、老朽化した公共施設等のインフ

ラ、課題の多い中、新規事業を盛り込んだ予算６８

億１,８００万円、特別会計あわせ１１１億４,６７

０万円が示されました。 
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これらの予算が効果的、次の時代へのまちづくり

にしっかりつなげる新年度予算であるか、しっかり

見極める必要があると思います。 

町民が希望を持って暮らせる予算となっているの

か、４日間にわたる長丁場でございますが、委員各

位の十分なる御審議と御議論を賜りますようお願い

いたしまして挨拶といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会を開会

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 委員会の審査日程等について、事務局長から説明

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 平成３０年第１回定例

会において本委員会に付託された案件は、議案第１

号平成３０年度上富良野町一般会計予算、議案第２

号平成３０年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、議案第３号平成３０年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計予算、議案第４号平成３０年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号平成３０年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第６号平成３０年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第７号平成３０年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第８号平成３０年

度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号平成３

０年度上富良野町病院事業会計予算の９件でござい

ます。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元の日

程のとおり、会期は本日より３月２０日までの６日

間とし、審査は４日間といたします。 

 なお、事前の要求資料及び第５次上富良野町総合

計画実施計画書については、３月１４日に配付した

ところであり、予算審査に十分反映されますようお

願い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりとしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可といたします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

いたします。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番まで、第２分科会が議席番号７番から１２番ま

で、各６名の委員といたします。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため、分科会を設置しま

す。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議がございませんの

で、委員長において、第１分科会の分科長に中澤 

良隆君。第２分科会の分科長に北條隆男君を指名い

たします。 

 これより、議案第１号平成３０年度上富良野町一

般会計予算を審査します。 

 初めに、既に配付しました附属資料、第５次上富

良野町総合計画実施計画書について、説明の申し出

がありますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、概要を御説明申し上げま

す。 

 まず、第５次総合計画の実施計画でありますが、

第５次総合計画は平成３０年度までの計画となって

おり、今期で最終年度を迎えることとなりますが、

行政事業の継続性の視点から、これまでと同様に毎

年度ローリング方式により、その内容を見直しなが

ら、資金計画を含めて次期計画期間であります平成

３１、３２年度までを含めた３カ年の実施計画とし

て取りまとめたものでございます。 

 １ページから２ページにつきましては、実施計画

の総括表で、現時点における総合計画１０カ年の全

体事業におけます平成３０年度分、及び次期計画期

間に入る平成３２年度までを含めた３カ年分の予定

事業費と、その財源内訳を掲載したものでありま

す。 

 ３ページから５ページは、３カ年の予定事業費を

想定した年度別の収支見込みを資金計画として示し

たものであります。 

 ６ページは、本町の代表的な財政指標について、

平成２３年度からの推移と資金計画に基づき、平成

３２年度までの将来推計を示したものであります。 

 公債費にかかわる指標については、今後、小中学

校や町営住宅整備に伴う償還が始まることから、そ
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の比率の上昇が予測されるところであります。 

ただし、しろがね土地改良事業の償還完了、学校

整備事業等における補正予算債など、有利な地方債

の活用ができたことなどから、一定の水準で推移し

ていくものと推計しております。 

 経常収支比率については人口減少、少子高齢化の

進展の中で、町税の大きな伸びが見込めず、地方交

付税についても個別の財政需要に伴う算定分を除く

と、全体として縮減で推移していくことが予想され

る中にあって、社会保障関連経費などの増加が見込

まれることから、財政構造の硬直化が予測されると

ころであります。 

 ８ページ以降が３カ年の予定事業の内容となって

おります。 

 また、予算特別委員会に当たり、要求のありまし

た資料につきましても配付をさせていただきまし

た。委員会における審議の参考としていただきます

ようお願いをいたします。 

 以上で配付資料の説明といたします。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 本委員会の質疑は、一問一答としたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答とすること

に決しました。 

委員並びに、説明員にあらかじめお願い申し上げ

ます。 

質疑、答弁は要点を明確にし、簡潔に自席で発言

願います。 

 質疑は１問ごと、予算書の款別に行いますので、

十分に納得が得られるようお願い申し上げるととも

に、聞き漏らしなどのないよう御留意ください。 

 質疑のある場合は挙手の上、議席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し、発言されるよ

うお願い申し上げます。また、説明員は挙手の上、

職名を告げ、委員長の許可を得た後に説明員席で起

立の上、説明願います。 

 これより、附属資料、第５次上富良野町総合計画

実施計画書等の説明に対する質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 総体的な実施計画という

点では、各年度の修繕だとか改築だとかが載ってお

りますが、公共施設等の総体的な維持管理、あるい

は設備投資にかかわる部分というのは、庁舎を含め

てなのですが、ここには部分的には載っている、掲

載されているところもありますが、掲載されていな

い部分もあるというふうにも思います。 

 国からも地方公共団体においては、公共施設の維

持管理の長期計画を持ちながら対処しなさというよ

うな文面も出ているかというふうに思いますが、こ

の点、そういったものというのは議会等には提示が

あれば、可能なのかどうなのか、計画も含めてどの

ようになっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、公共施設全体の管理計画という御質問で

ございますが、委員が今おっしゃった部分につきま

しては公共施設総合管理計画、国のほうで示してい

るものというふうにお聞きをしたところでございま

すが、当該計画につきましては総務省の指示という

ことで全自治体がつくりなさいということで、当町

につきましても平成２８年度末に総体的な計画とい

うのを作成をしまして、既に道のほうに報告をして

いるところでございます。 

 計画自体は既に公表はしてございますが、委員の

ほうに直接お渡しをしておりませんでしたので、後

ほどお渡しをするような形にしたいというふうに思

います。 

 概要なのですけれども、内容につきましては個別

の計画ということではなくて、町が全部持ってい

る、いわゆる施設及び不動産関係の総体予算を把握

して、それ長期的に長寿命化を図ってやっていきま

すよというような計画になっているというところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ５次総合計画の中の１１

ページの３５番のパソコン購入なのですけれども、

これは２９年度にもらった資料では３１年までと

なって、今回の資料ではことしで終わっているので

すよね。３１年の予算を組んでいないのです。これ

で終わったのかな、６０台と書いてあるのですけれ

ども、事業が。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ７番北條委員からあり

ました、パソコンの更新の関係でございます。 

 こちらにつきましては、必要な物を都度というこ

とでございまして、今当町で使っているもののう

ち、ＯＳの関係がありまして３０年度中に新しいＯ

Ｓのほうに対応を図るということで、３０年度９０

０万円の予定を入れておりまして、現時点におきま

しては３１年度に大きく購入をする、更新をすると

いうことは予定をしていないということで、今回の

計画は入れさせていただいていますので、御理解を
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いただきたいと思います。 

 今の時点では３０年度に大きく変えて、３１年

度、３２年度につきましては大きく更新をする予定

はしていないということでございます。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） そしたら、とりあえずこの

計画は終わったということですね。２９年度の資料

では、来年度も１,０００万円見ているのですよ

ね。それは、これで来年度はないということで。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ７番北條委員からあり

ました部分でございますが、現時点では３１、３２

年度で大きく更新をする、数百万円かけて変えると

いうことは今は予定をしておりませんということで

す。 

ただ、機械でございますので、壊れたりして一定

数の、また数百万円単位の費用がかかるということ

になれば補正なり、あるいは来年度予算の検討の中

で対応していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 第５次の実施計画書という

ことで、これは総じてなのですけれども、９ページ

以降、このカテゴリの事業年度というところに着眼

させていただきますと、例えば９ページ、一番上の

保健福祉総合センター整備事業ということで、これ

は事業年度が２６年からニョロニョロということ

で、継続の意図が捉えられるのですけれども、その

下の集会施設維持修繕というのは２９ということ

で、バツっと切ってある中、この予算を見ると３１

年度にも幾らか、それから３２年度にも幾らかとい

うことで、そのニョロニョロをつける、つけないと

はまた別なのですけれども、９ページ、会計コード

２３、真ん中のちょっと上なのですけれども、演習

場周辺農業用施設設置助成事業、これは事業年度５

７年度からというのは、多分お間違えなのではない

でしょうけれども、こういった形で少しちょっと資

料自体、どう捉えているのかわからない部分がある

のですけれども、それに関して御説明願います。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩。 

────────────────── 

午前９時２２分 休憩 

午前９時５４分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解かせていただき

ます。 

先ほどの荒生委員の質問がございましたので、そ

の質問にお答えいただきたいと思います。 

副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ９番荒生委員のほうか

ら、先ほどこの実施計画の事業年度の表現の仕方に

ついて、非常にわかりづらいという御指摘がありま

した。 

私どものほうも、それぞれ各課から集まった事業

等について集約している経過にありまして、例えば

事業年度も継続という表現をされていたり、何年度

からという表現がされていたり、単年度の表現がさ

れていたりというようなことで、基本的にはこの５

次総合計画でございますので、平成２１年度から３

０年度までの期間の中での事業という形での表現に

してございますけれども、当然６次計画以降にも計

画をしなければならないような事案等もありますの

で、そのようなことから非常にそれぞれの表現がわ

かりづらいという部分は確かかなということであり

ますので、表現の仕方を統一したものを最終日まで

に、この事業年度の部分を修正したものをお配りし

たいというふうに思いますので、そういうことで御

理解をいただければというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○委員長（村上和子君） そういうことでございま

す。 

 こういうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、附属資料の質

疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） これより、議案第１号平

成３０年度上富良野町一般会計予算の１ページから

６ページまでの質疑を行います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発言

願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、一般会計予算

の１ページから６ページまでの質疑を終了いたしま

す。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入、１款町税の２８ページから１１款交通安全対策

特別交付金の３５ページまでの質疑に入ります。御

質問ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３２ページでありますが

地方交付税、今年度は何らかの要因で約３,０００
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万円でしょうか。減収になっているかというふうに

思います。従来でしたら、これにかかわって臨時特

例債でしょうかね。それにカバーできるようになっ

ているのかなというふうに思いますが、この数字を

見ていましても前年度と変わらないということに

なっておりますが、この地方交付税のマイナス要因

というのは今回どのような算定をされておられるの

か、この点をお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、普通交付税の予算の組み立ての増減の関

係でございますが、普通交付税の予算につきまして

は、委員からありましたように前年度対比で３,０

００万円減額という予算で組ませていただいており

ます。 

 内訳としましては、こちらにはないですが普通交

付税分として１,５００万円減額、特別交付税とい

うことで１,５００万円の減額あわせまして３,００

０万円減額ということで予算を計上させていただい

ております。 

 これにつきましては、国が示しております地方財

政計画に基づいて計算させていただいております

が、特に特別交付税のほうにつきましては２９年度

に対応しましたコンビニ交付の関係等の費用が減額

になるということで、２９年度対比で一定額の減額

ということで１,５００万円、おとさせていただい

ております。 

 あと、普通交付税のほうにつきましては、地方財

政計画のほうでは総体としては前年度並みの確保を

しましたということになってございますが、前段に

も説明したことがありますが、中身としてはいわゆ

る地方税がふえて、その分交付税は減るという、国

の予算立てになってございますので、出口ベースで

は一定程度減額で見込むということで、普通交付税

につきましても１,５００万円の前年対比減という

ことで予算計上しているということで御理解をいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ３２ページから３３ペー

ジにわたると思うのですけれども、国有提供施設所

在市町村助成交付金ですか。これが３７０万円マイ

ナスになっているのですけれども、これの大きな要

因としては何が挙げられるか教えていただきたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １０番髙松委員からあ

りました、国有提供施設所在市町村助成交付金の減

額の関係でございます。 

 こちらにつきましては、予算対比で３７０万円減

額ということであります。 

 こちらにつきましては、自衛隊・米軍等の訓練に

伴う施設に対する市町村に対する交付金ということ

でございますが、基本２９年度の決算ベースから一

定額落ちるだろうということで、昨年も当初予算で

は５,５７０万円組んでおりましたが、実際２９年

度の決算としましては５,３０３万円ということで

交付を受けてございますので、実際どのように移動

するかというのはこれからの中になりますが、ここ

数年一定額ずつ減額になっているということで３０

年度につきましては、２９年度の決算額から一定程

度減額ということを見込みまして５,２００万円と

いうふうに計上させていただいたところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３１ページの個人町民税

等についてお伺いいたします。 

 この算定に至っては、この１月から特別扶養者控

除の見直し等が行われたかというふうに思います

が、これはこういう要素も含めて、今回の町民税等

の収入額という形の要素として見込まれているの

か、次年度という形になるのか、その点をお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 税務班主幹。 

○税務班主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委員の質

問にお答えいたします。 

 町民税を積算するに当たりまして、控除は一般的

に前年の控除額を参考にして控除して積算しており

ます。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

（発言者あり） 

○税務班主幹（斉藤 繁君） 追加で、扶養控除に

つきましても前年の数字を参考に控除して積算して

おります。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 概略はわかりましたの

で、よろしいです。 

それで、毎年言っているわけですが、この滞納分

等の処理に当たっては、もう重々皆さん努力され

て、納税を促すという形の対応をされているという

ことで、ことしもそういう対応で、強制的な収入だ

とか徴収だとかというふうにはならないような方向
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での対応は、ことしもされるというふうに思います

が、この点確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

税の納入にかかわる対応についての御質問にお答え

させていただきます。 

 納税の相談につきましては、これまで同様、真摯

に対応させていただき、町民の皆様の生活状況につ

いても個別に相談を受けさせていただいて、納税し

ていただくようにお話を進めさせていただいており

ます。 

 ただし、財産をお持ちだとか、貯金なども保有を

している中でお支払いをされない方も中にはいらっ

しゃることから、そういう対象者の方に対しては、

私どもとしてはきちんと説明をし、納入していただ

くように処置をさせていただいていることで御理解

をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、歳入１款の町

税から１１款の交通安全対策特別交付金までの質疑

を終了します。 

 次に、１２款分担金及び負担金の３４ページから

１３款使用料及び手数料の３９ページまでの質疑に

入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ページは３７ページになる

と思うのですけれども、商工会の白いテントで町の

利用者が年々ふえて、当初から見ると利用者が倍増

どころか４倍近くなっているということがありまし

たけれども、確か規約を前に読んだときに使用料は

かからないというふうな旨が書いてあったのですけ

れども、ただその中で営利を伴うようなものに関し

ては使用料も取るというようなことが書いてあった

ような気がするのですけれども、それに関してどう

いうふうな考え方でこの数字が出ているのかちょっ

と伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長(辻 剛君） ３番佐川委員の

ただいまのにぎわいテントの利用に関する御質問に

お答えをさせていただきますが、テントについては

基本的には無料でございます。あと、コミュニティ

広場の設置条例の中で、あそこは中央コミュニティ

広場に位置づけされておりますので、そちらのほう

の条例に基づきまして、営利が伴う活動、営業につ

いては条例に基づいた料金が徴収されるということ

が基本となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） そうしましたら、まちづく

りの観点から結構何度か開いているのがあったので

すけれども、ああいうもので販売している場合はど

んなふうに考えるのでしょうか。そこを伺いたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長(辻 剛君） ３番佐川委員の

あそこの、例えばマルシェとか、いろいろそういう

ことかなというふうに思うのですけれども、ああい

う活動については町のほうで、地元の物が地元で、

地産地消とか、そういうものは非常に推進される事

業だということで、公園管理者に対しまして減免の

申請をした中で利用する。結果的にはただで利用い

ただいているということになります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 質問ではないのですけれど

も、今わかりました。 

 やはり、皆さんが喜んで使ってもらうということ

がすごくわかりますし、趣旨がわかりますし、これ

からもそういうのをふやしていったらいいなと逆に

思いましたのでわかりました。 

 ありがとうございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１２款分担金

及び負担金から１３款使用料及び手数料までの質疑

を終了します。 

 次に、１４款国庫支出金の３８ページから１５款

道支出金の４５ページまでの質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１４款国庫支

出金から１５款道支出金までの質疑を終了します。 

 次に、１６款財産収入の４４ページから２１款町

債５３ページまでの質疑に入ります。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ４７ページ、財産収入の中

で、上から２行目の福祉施設用地貸し付け料という

ことで、確か小規模多機能のふくしんのことだと思

われますが。あさひ郷と二つ。これは、昨年が６１

万３,０００円に対して、今年度少し引かれている

理由というのをちょっと確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 財政管理班主幹。 

○財政管理班主幹（及川光一君） ９番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 
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 平成３０年度につきましては、固定資産の評価が

えの年に当たりまして、行政財産の貸し付けに当

たっては、適正な価格を基準に貸し付けを行うとこ

ろですが、その基準といいますか、参考にしている

ところが固定資産の価格になりますので、固定資産

の評価がえにより、路線価の単価も下がっていると

いうことで、算定の結果、若干下がっているという

結果になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 今の質問の関連なので

ちょっと伺いたいのですけれども、これは何年まで

ということになっていたのか伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ３番佐川委員からあり

ました、福祉用地施設の貸し付け期間の確認という

ことでよろしいでしょうか。 

 福祉用地施設の貸し付けに関しましては、普通財

産の貸し付けということでやってございます。何年

までという減免規定を持っているということではな

くて、貸し付けする条件の中で要綱を定めて福祉用

施設には通常お貸しする金額の２分の１の費用で貸

し付けをするという形になってございまして、これ

につきましては今年度、２９年度が一応最初の契約

の満期になりまして、３０年度からまた新たに契約

延長とするということで進めておりますが、そのと

きにも今の２分の１につきましては再度適用すると

いうことで準備を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ４６ページの１７款の寄附

金のところで、これはいわゆるふるさと応援モニ

ター制度の寄附金に当たるのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長(辻 剛君） ６番金子委員の

御質問ですが、そのとおりでございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） その上で、今回資料として

いただいた１１番で、３０年度の応援モニターにか

かわる事業費の積算で、約３,６００万円ほど経費

として見ておりまして、寄附金としては３,８００

万円という、これくらいの内容ということで見てい

らっしゃる。この３,８００万円に対して３,６００

万円の経費をかけるということで考えてよろしいで

すか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長(辻 剛君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたしますが、こちらふるさと応援

寄附モニター制度の部分と、企業版も多少見込んで

ございますので、映画でありますとか、観光協会の

前回の協議会の中でも説明させていただきましたが

山開きとか紅葉まつり、こちらのほうのイベントを

充実させていただくということで、そういう説明も

させていただきました。 

 あと、観光諸行事負担ということで７款のほうで

四季彩まつりの充実のための財源ということも含め

て３,８６９万１,０００円ということで、ふるさと

応援モニター制度以外にも財源を充当しているとこ

ろがあるということで御理解いただきたいと思いま

す。 

（発言者あり） 

○企画商工観光課長(辻 剛君） 寄附の総額が歳

入の予算計上をして３,８６９万１,０００円になっ

ていましたよね。それで、ふるさと応援モニター制

度のほうについては、資料１１で示してありますと

おり、相乗をしたら３,６００万円程度になってい

ますので、まずこちらのほうにも財源として、こち

らの中では振り分けています。 

 そのほかに、今言いましたようにイベントの充実

でありますとか、あと映画関係に関する財源もこち

らのほうから充当させていただいているということ

でございます。 

（発言者あり） 

○企画商工観光課長(辻 剛君） それで、ふるさ

と応援モニター制度のほうについては３,６００万

円の事業費です。こちらのほうの歳入では３,８６

９万１,０００円ですけれども、その差額というの

は、先ほど言いましたように観光協会のほうの補助

金で行きますけれどもイベントの充実、あと四季彩

まつりの関係の充実、あと映画化の５０万円がこち

らのほうからの財源ということで充当されるという

ことになってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） そういう意味ではなく、

２００万円差があるから。 

副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

 今、私どものほうで予算上想定しているのは、

今年度の実績を踏まえておおむね６,０００万円程

度の御寄附を想定した中で、それに係る歳出とし

て３,６００万円程度のモニター事業を見込んでお

ります。その歳出分については、６,０００万円の

寄附をとりあえず想定しておりますので、その歳
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出部分については御寄附で充てようということで

歳入を見込んでおりますし、それが３,６００万円

相当。歳入で３,８６０万円ほど見ていますが、そ

の差額分は今、担当課長が答えたように企業版の

ふるさと納税、地域再生計画に基づく事業につい

ても、企業版のふるさと納税を財源にして事業を

進めていきたいということで、その分も歳入とし

て見込んだという内容でございます。 

○委員長（村上和子君） わかりますか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、寄附ですか

ら、これは幾らもらえるかというのは取らぬ狸の皮

算用にはなってはいけないので、あくまでもおおむ

ねこの程度を見込んでいるということであって、歳

出は別物ということで考えたほうがいいということ

ですね。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長(辻 剛君） ６番金子委員の

ただいまの御質問でございますけれども、歳入と歳

出と同額でセットさせていただいておりまして、現

実にはさらにもっと多い収入というか、その分がう

ちの身になるわけですけれども、その辺は最低限の

ところで歳入を見込ませていただいた中で計上させ

ていただいているということで御理解いただきたい

です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番(髙松克年君） ４６ページの不動産の売

り払い収入ということで、３３万円がここで、土地

の売り払い収入として町有地売り払いということな

のですけれども、これはどういうような物件という

か、なのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １０番髙松委員からあ

りました、不動産の売り払い収入のところでござい

ますが、こちらにつきましてはまだ確定はしており

ませんが、旧江幌小学校の一部の敷地を今、コミュ

ニティ住宅ということで活用しておりますが、そこ

につきまして、町としては基本、不要と言います

か、使わないものにつきましては処分という方針が

ございますので、そちらを今、売り払いをするよう

な形で準備を進めておりますので、そのための費用

ということで当初予算に計上しているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

１０番髙松委員。 

○１０番(髙松克年君） 今、分筆費用というよう

な話が出たのですけれども、売り払いをこの金額で

行いたいということでいいのですよね。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １０番髙松委員からあ

りました、不動産の売り払いの関係でございます。 

 売り払いにつきましては実際にはこの金額以上に

なりますが、これを売り払うために今、分筆登記を

する経費がかかるということで、歳出のほうには分

筆費用が載せございますので、予算を組む限りはつ

うつうの予算として一般財政を入れないという形に

なりますので、実際の売り払いの金額につきまして

は、今後協議になりますがこれ以上の金額で適正な

価格をもってということで御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、一般会計歳入

歳出予算事項別明細書の歳入の件に対する質疑を終

了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は１０時４０分といたします。よろしくお願

いいたします。 

────────────────── 

午前１０時２２分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

次に、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、１款議

会費の５４ページから２款総務費の９３ページまで

の質疑に入ります。 

御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ５７ページの臨時職員の

ところで、今回共済費等が若干前年度より４００万

円か３００万円くらい伸びているかというふうに思

いますが、これは人員等の増、あるいは何か改正等

があってこういった要因になっているのか確認して

おきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、臨時職員の共済費関係の増額要因でござ

いますが、こちらにつきましては昨年度の最低賃金

の引き上げによりまして、新年度から臨時職員の賃

金体系を総体的に引き上げるという形にしたところ

でございます。 

 それに伴いまして、短時間労働者のいわゆる社会
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保険加入要件にあります月額報酬等を超える状況に

なりますことから、基本短時間労働者につきまして

も社会保険加入ということで今、手続を進めている

ところでございます。 

 それに伴いまして、いわゆる事業主負担分がふえ

るということで、その分で増額予算ということで計

上しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番(中瀬 実君） ちょっと確認だけしてい

ただきたいのですが、ページは５７ページ、委員長

にちょっと断りをいただきたいと思いますけれど

も、この款をまたいでいる分があるのですけれど

も、それは共通している部分ですので御理解いただ

きたいと思いますけれども、テレビの受信料の関係

なのですが、これは資料を見ますと各部署で単価が

非常にばらつきがあるというか、その台数の関係が

きちんとわからないので、それが適正なのかどうか

ということはわかりませんけれども、たまたま５７

ページは４万４,０００円。それから、この款をま

たいでいますけれども１２７ページ、それから１２

９ページですか。そこは、葬祭場のテレビの受信料

は１万５,０００円とか、それからクリーンセン

ターでは２万２,０００円とか、そういった形のば

らつきがあるのですが、これは台数の関係でなって

いるのか、いわゆる単価の設定がどうなっているの

かちょっとわからないので説明をお願いします。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １２番中瀬委員の

御質問にお答えいたします。 

 テレビ受信料の契約についてでありますが、受信

料の契約につきましては台数によりますのと、あと

２台目以降というものがあります。例えば、この総

務管理費でいいますと、５台のテレビ受信料を支

払っているわけでありますけれども、１台当たり１

万４,５４６円となりますが、２台目以降につきま

してはその半額ということになりますので、そう

いった点から台数、１台であれば１万５,０００円

という予算の積算になると思いますし、２台であれ

ば２万２,０００円というようなことになるかと思

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番(金子益三君） ６９ページの庁舎施設管理

等の光熱水費にかかわるところなのですけれども、

現在まだＬＥＤ化がなかなか進んでいないのですけ

れども、いろいろなやり方があると思うのです。

リース方式であったりとか、完全に工事をしてしま

う。イニシャルをかけてランニングを安くすると

か、その辺の積算とかというのはまだ全然されない

のですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員からあり

ました、庁舎を含めた光熱水費のＬＥＤ化という話

でございますが、こちらにつきましては先日の全員

協議会の中でも一度事前の説明をさせていただきま

したが、今この当初予算には計上しておりません

が、いわゆる各施設全体のＣＯ２削減の関係で、今

別途新年度予算に向けて、その調査を含めてやると

いう手続をしてございますので、今の時点でＬＥＤ

化にしたら幾らになるという形で説明できる数字は

示しておりませんが、後日そこら辺がはっきりしま

したらまた改めて説明をさせていただきたいと思い

ますので御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番(米沢義英君） 今のところでお伺いした

いのですが、昨年度から新エネルギーという形で電

力会社を変えたかというふうに思いますが、その効

果と今後どういうふうに位置づけて、引き続き新電

力会社と契約して、引き続き行うのか。そこら辺は

今後の対応等も含めてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、新エネルギーの電力会社の関係の質問に

お答えさせていただきます。 

 新電力につきましては、２９年度当初からこれま

での北電さんから違う会社のほうに変えるという形

で１年が過ぎたところでございますが、この間の効

果として当町で今、見込んでおりますのが、こちら

は役場庁舎だけではなくて、切りかえた高電圧を

持っている１３施設総体の合計の金額ということで

説明したいというふうに思っておりますけれども、

今現在電気料としては今年度、１３施設あわせまし

て７,８５０万円程度の電気代がかかるかなという

ふうに見込んでおりまして、仮にこれが従来の契約

をそのまましていた場合については８,９００万円

ほどかかるということで、そこら辺で約１,０５０

万円程度の削減効果が出るのかなというふうに思っ

ております。 

 ただ、実際に燃料費調整単価等々は引き上がりま

したので、実際の決算ベースで見ますと効果額は４
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００万円程度の削減効果があったということで今見

込んでございます。 

 あと、３０年度以降につきましては、これにつき

ましては一応、契約は１年更新ということで、今回

も新年度の契約に向けまして準備をしたところでご

ざいますが、今回につきましては見積もり合わせ等

を行った結果、費用につきましては北電さんがまた

お安い金額で契約ができるということになりまし

て、４月からはまた北電さんのほうに切りかえると

いうことで準備を進めているところでございます

が、それに伴いましてさらに３００万円程度の電気

代の縮減が図れるのかなというふうに見込んでいる

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、単年度ご

とに契約を交わしながら、どちらを選ぶか選択、安

いほう、安価なほうという形になるということでよ

ろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、新電力の関係でございますが、基本は１

年ごとに見直しということで予定をしているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

５番今村委員。  

○５番（今村辰義君） ページは８２ページの防災

対策費と、補足説明資料のナンバー１、あとは要求

資料の３でございますけれども、特に備蓄関係でご

ざいます。 

 備蓄は上富良野町の人員全てを考えて備蓄する必

要はないというふうに思っていますし、近年交通網

等も非常に発達して、いろいろなところから物資が

届くということで、こういった計画はいいと思うの

ですけれども、この計画は継続してやっていってほ

しいなというふうに思っています。 

 それでちょっと質問したいのは、食料品だとか衛

生用品の粉ミルクとか更新していきますよね。この

更新する古いやつというか前のやつ、これは例えば

十勝岳総合防災訓練等で食べているのか。あるい

は、もったいないけれども捨てているのか。この食

品だとか消耗品関係はどうされているのかお聞きし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 基地調整・危機管理室

長。 

○基地調整・危機管理室長（眞鍋一洋君） ５番今

村委員の質問にお答えいたします。 

 当備蓄計画は平成２７年から備蓄を始めまして、

２９年度、今年度で丸３年を迎えまして、主だった

ものはほぼそろっているということで、平成３０年

からはいわゆる消費期限のあるものを主に備蓄する

ような形で、あと備蓄計画を随時見直して、必要に

応じ、物品を備蓄するという考え方でおりますけれ

ども、今村委員が言われました食品類ですと５年で

賞味期限を迎えます。ですので、２７年に入れたの

は平成３２年で期限を迎えるということになります

ので、これにつきましては、例えば学校の給食と

か、そういったことに防災のさまざまな研修、講習

を通じた折に、こういう備蓄品で町が備蓄していま

すよということで、一つの学習の参考材料として消

費したり、例えば粉ミルク、こういったものは耐用

年数が１.５年ということですので、福祉のほうの

所管のほうに相談いたしまして、必要な部署に配付

したり、そういうことを行っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ページが７７ページ、自治

活動推進費の住民自治活動推進交付金に関してお伺

いいたします。 

 昨年もこのカテゴリで質問があり、御答弁では住

民基本台帳に基づいて策定しているもので、最近郊

外の小さな集落では非常に厳しい状況下にあるとい

うことで、今後住民懇談会等々で見直しを図ってい

くという御答弁でしたが、今回も金額が昨年度と同

額で、今後そういった形で見直しを行うのか、また

行った結果がこうだったのか確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ９番荒生委員の住

民自治活動推進交付金にかかわる算定についてお答

えさせていただきます。 

 まず初めに、この金額が同額になっております

が、算定基本につきましては昨年２９年度予算と同

じルールで算定したところ、各２５の住民会におい

て増減はございましたが総額は同額となったところ

でございます。 

 昨年の予算特別委員会の中でも御質問いただきま

して、住民の皆様が市街地に住まれている方、あと

住所は郡部に持たれている方の算定について、どの

ように考えていくのかという御質問を受けたと思い

ますが、それにつきましても、この住民自治会活動

推進交付金につきましては地区住民会長の御意見も

十分踏まえた上で算定をしていきたいということで

答弁をさせていただきましたところ、２９年度に２

回ほどその関係につきまして懇談会の中でも打ち合

わせをさせていただきましたが、まだその郡部まで

の対応については検討は推しはかれませんでした
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が、まず算定のルールにつきまして少し時間をかけ

て見直していきましょうということで、今現在進め

ているところでございます。 

 なお、３０年度につきましては、この交付金の算

定にもちまして、皆様に交付をして活動をしていた

だくように進めていき、引き続き３０年度におきま

しても算定ルールについては検討を図っていきたい

ということで今進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ６１ページのコンビニ交付

システム使用料ということで４００万円ほど出てお

りますが、これは固定費なのでしょうか。それと

も、たくさん交付されればこの分の手数料というの

は上がっていくのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員からあり

ました、コンビニ交付システムの使用料の関係でご

ざいますが、こちらにつきましてはいわゆるクラウ

ドタイプを使用してございますので、それの使用料

という形で、枚数による変動というのはなく、固定

の費用で毎年度この程度の費用がかかるということ

で予算計上しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 結局、このコンビニでいろ

いろ出すというのは、マイナンバーのカードがない

とできないということですよね。 

 その、今聞いたのは、４００万円というのは常に

使っても使わなくてもかかっていく金額なので、そ

れをこう普及させるための、マイナンバーの普及方

法というのはどのようにあわせてお考えでいらっ

しゃるのですか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ６番金子委員のマ

イナンバーカードの普及に関する御質問にお答えさ

せていただきます。 

 現在、町民生活課総合窓口班におきまして、住民

の皆様に通知カードを既に２年ほど前に通知させて

いただきまして、マイナンバーカードに変更してい

ただけるように勧めているところでございます。住

民会長懇談会を初め、出前講座にも今年度登録させ

ていただきまして、皆様にぜひこの通知カードから

マイナンバーカードに交付していただくことで、町

内におけるコンビニ６店においてもお使いできるこ

と。あと、町外における全国のコンビニでもお使い

できることから、その制度の周知については広報に

も掲載し、これからいよいよ住民の皆様と少し近い

距離で説明をして、趣旨普及に図っていきたいと

思っております。 

 また、私どもの町では大変、郵便請求ということ

でさまざまな証明書の手続をされる方もいらっしゃ

いますので、そちらの方たちにもこの上富良野町で

はマイナンバーカードによるコンビニ交付を勧めて

いることを周知していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今のところであわせてお

伺いいたしますが、昨年聞きましたら確か１割に満

たなかったのかなというふうに思いますが、普及状

況というのは現在、昨年の統計になるのかなという

ふうに思いますが、どのような状況になっているの

かお伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

マイナンバーカードの交付率についてお答えさせて

いただきます。 

 今現在、手持ちで持っている資料は１月末現在で

はございますが、人口１万９６５人、１月末現在の

人口に対しまして、交付率は１４.６％、申請され

ている方は１,６０６件となってございます。 

 町としましても、この交付率はまだ大変低い状況

だと考えておりますから、さらなる皆様にマイナン

バーカードに変更していただけるよう取り組んでい

きたいと思っております。 

 また、住民基本カードをお持ちの方も、まだ５０

０名程度いらっしゃいますことから、この方たちの

有効期限に応じて、マイナンバーカードへの変更も

進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 当然、同僚議員もおっ

しゃっているように、使う使わないにかかわらず使

用料がかかるということで、非常にこの点で一般的

ないわゆる効率的な財政の運用のあり方なのかなと

いうふうに考えた場合、ちょっと首をかしげるよう

な状況であります。 

 このなかなかの使用しない背景というのは、非常

にわかりづらい。あるいは、またそこまで意欲を持

てない、現在のあの状況の中でも生活が十分賄える

というような状況があるのかなというふうに思いま

すが、もう一度確認いたしますが、この普及しない

原因というのはどのように確認、複数ありますの

で、これだという押さえはなかなか難しいかもしれ

ませんが確認しておきたいと思います。 
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○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

現在のマイナンバーカードの普及率が余り増加して

いない関係についての御質問にお答えいたします。 

 所管としましては、やはり皆様カード化にするこ

とで情報の漏えい、あとそれに対する不安感が大変

かなり高いのかと私どもも感じているところではご

ざいますが、やはり最近身分証明書のかわりにもこ

れはなりますし、さまざまな制度の手続でこの個人

番号カードを使われることになりますので、まだ制

度が始まって２年ほどということで、通知カードと

マイナンバーカードの併用ということでこの制度は

進んでいきますが、その辺につきましては総務省か

らの通知、あと周知方法につきましても検討し、諸

課題については解決していきたいと思います。 

 町民の皆様には、特にカードの利用効果につい

て、私どもとしては周知をしていくことが最善策だ

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ページ数は８７ページ、

今同僚議員が質問した個人番号カード交付事務の関

係でお聞きしたいと思います。 

 平成２９年度の交付事務関係は、３３万２,００

０円ほどだったのですが、今年度分は６９万８,０

００円ということになっておりますけれども、今課

長のほうから普及を進めたいという話もありました

けれども、先ほど１４.６％くらいの普及率だとい

うことですが、今年度に向けましてどのくらいの普

及率を目指していきたいのかということをちょっと

教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬委員の

マイナンバーカードの交付事務にかかわる普及率の

効果についての御質問にお答えいたします。 

 １月末現在１４.６％ということで数値をもって

ございますが、約１月に対しまして１％ずつくらい

の伸びで推移をしていることから、何とか平成３０

年度中には２０％は超える見込みを立てていきたい

と思っておりますが、これも行政が目標を立てたと

しても、町民の皆様にその手続を行っていただけな

ければ、なかなか推進にはつながらないことから、

その辺についても今後の普及につけては所管のほう

で少し検討については考えていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほども申し上げました

けれども、この交付事務の関係が約倍くらいの金額

を予定しておりますので、いわゆる担当課のほうで

はかなりの普及を目指していきたいという気持ちの

中の予算だというふうに考えておりますけれども、

できるだけ多く皆さんがこのカード交付を受けられ

るような形になれば理想だと思いますけれども、こ

れから特にそういったことが本当に必要なのだとい

う部分をもうちょっと積極的にやっていただいたほ

うがいいのかもしれませんので、そこら辺のところ

の費用対効果もありますから、ある程度その事務費

を有効に使っていただいて、普及率を上げていただ

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬委員の

個人番号カード普及につけての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 今年度の賃金につきましては、昨年度当初予算で

は３カ月分ということで臨時職員の賃金を見込んで

ございましたが、これは個人番号カードの交付枚数

に応じた交付金に応じまして臨時職員を任用するこ

とになっておりますので、ことしは６カ月間を当初

予算に見込み、普及啓発に向けて対応してまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） この資料の中というか、

その中に要は３カ月分がどうのこうのとか、６カ月

分がどうのこうのという話は全く見えてこないので

すよね。 

 だから、それを説明されれば、昨年の倍の期間を

事務員を雇うのだからこれくらいかかっても仕方な

いということは納得できるのだけれども、そういっ

たところの説明の配慮がちょっと足りないのかなと

思いますけれども。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １２番中瀬委員の

御質問にお答えします。 

個人番号カード交付事務の今、予算書の中にその

ような算定の根拠は載せてございませんでしたの

で、私のほうの答弁のほうでその辺について少し丁

寧な説明をしなければならなかったことは申しわけ

ございませんでした。今後気をつけたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ７９ページ、備品購入費

ジオパーク周知用看板について、前年度は１００万

円、ことしも７０万円と。どのような看板という
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か、予定としてどこへ検討するのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進室長。 

○ジオパーク推進室長（佐藤雅喜君） ４番長谷川

委員の御質問にお答えいたします。 

 本年度、３月にちょっと補正で落とさせてもらい

ましたけれども、２カ所の看板を作成いたしまし

た。 

 十勝岳連峰を紹介する看板でございまして、白銀

荘の登山口。それから、今雪が積もっておりますの

で、来年度雪解け早々に凌雲閣の登山口に２枚とい

うことで、こちらは２９年度の予算でございます。 

 ３０年度の予算につきましては、今候補となって

いる場所が３カ所程度ございます。１カ所目が開拓

記念館の前、開拓歴史広場。それから、草分地区の

爆発記念公園、大きな岩がありまして、それが泥流

で流されてきたものでございます。そちらのほう

に、上富良野町と北海道で、簡単な解説板はありま

すけれども大変痛んでいるということで、それをつ

けかえることができるのかどうか、北海道との協議

もしていきたいと考えております。 

 もう１カ所の候補地が、アラタ工業のお隣に泥流

の層があって、毎年小学生の方が親と子の火山砂防

見学のときに、そこで実際の泥流の層を観察される

ということもありますので、この３候補地の中から

段取りの整ったもの、２カ所程度を考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今の看板の設置場所は、

住民が余り、直接目立たないところですよね。いろ

いろな周知はしていますけれども。看板ですから、

そういうことも必要かもしれないですけれども、

もっと住民に知らせる看板も必要ではないかと思う

のですけれども、その辺はどのようにお考えです

か。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいま、４番

長谷川委員の看板の、町民の皆様にもっとわかるよ

うにということでございますが、看板につきまして

はやはりそういうジオに関する土地とか、そういう

場所の設置になるかと思いますが、そういう場所の

宣伝というのは、いろいろ広報でもシリーズを組ん

でおりますし、そういうことも通じながら広く住民

の皆さんにはお知らせをして、ぜひ足を運んでいた

だけるように努めたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ジオパーク推進ということ

で、関連ということで、地域おこし協力隊員が２名

おられます。請求資料の９に報償費と活動補助とい

うことが載っております。この２人は、この上富良

野町にまさしく青春をかけて来て、ジオパークを一

生懸命推進のためにやってくれていると思うのです

よね。 

 それで、この報償費をもらう地位なのですよね。

それとこの活動補助、これというのは、ずっと変わ

らないのか。要するにベースアップしないのかとい

うことなのです。ここはどうなのですかね。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ５番今村委員の

ただいまの専門員の処遇に関する御質問かというふ

うに思いますが、このような現況の条件を示した上

で募集して、そこでお互い成立している部分もござ

いますので、こういう形で基本は１年更新ですけれ

ども３年間。もう１年あるのですけれども、こうい

う形でもう１年、こちらのほうで示した処遇、そし

てそれに応募してきた内容、そこで合意が成立して

いるということもありますので、その間については

この処遇で頑張っていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） そういう条件を示して募集

してきた人を採用しているということなのですけれ

ども、先ほども言いましたように情熱をもって上富

良野町に来られていると思うのです。その職員でも

何でも、報償費をもらう地位なのですよね。この地

位も、将来的には何か考えているのかどうか。ある

いはこのままでいって、ジオパークが終わったらそ

れで終わりなのか。どういう構想をもっておられる

のか。そこが何かあればお聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ５番今村委員の御質問に

お答えいたします。 

 今、ジオパークの専門員ということで、地域おこ

し協力隊の制度を活用して２名の専門員が御活躍を

いただいています。 

 基本的には、地域おこし協力隊３年間の期限がご

ざいますので、その間１年１年更新で彼らに活躍を

いただいております。 

 地域おこし協力隊の制度自体は、都市圏から地方

のほうにこの制度を利用して活躍していただく、そ

の３年間の期間が終わった後、その地域に残ってさ

らに活躍をいただけるような方たちが、ということ

が国のほうの思いもあって、そういう制度を活用し

て我々もしておりますので、私たちの思いと、今来
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ていただいている２名の専門員との思いが合致した

ときには、この地域に残っていただいて活躍してい

ただく方法というものはお互いに大いに検討して、

そういうことが実現できるような方向で進められれ

ばベターなのかなというふうに考えているところで

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今のところでお伺いいた

しますが、将来的には現在は３年間ということで、

非常に雇用が不安定になっております。どういう方

向にいくかわからないとしても、ジオパークという

形で町の観光、あるいはそういうものに連動しなが

ら、町の活気だとか観光に結びつけるということで

あれば、例えば学芸員という形で将来、町の職員と

して雇用するかどうかはわかりませんけれども、や

はりそういう雇用の仕方もあるわけで、やはりこう

いったものを全面的に押し出しながら泥流地帯、あ

るいは上富良野の火山の歴史、あるいは郷土館のあ

り方等を見直しながら、そういうものと連動しなが

ら生かすという方法も一つあるのではないかなとい

うふうに思うのですが、この点活用の、運用の仕方

というか、職員としてのいろいろな運用の仕方があ

るのかなというふうに思いますが確認しておきま

す。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、今委員が発言いただいたよ

うな、そういう手法も一つの方法なのかなというふ

うにも理解しておりますので、あくまでも私たちの

思いと彼らの思いが合致しなければ、彼らがまた戻

りたいという思いが強ければ、また別の地で研究し

たいというようなことがあれば、なかなか合致しな

い部分もありますので、そういうことも地域として

はせっかく来ていただいて、今一生懸命活躍してく

れておりますので、私たちの思いと彼らの思いが一

致するような形が一番いいのかなというふうに思っ

ていますので、今委員のおっしゃったような方法も

一つの方法として検討材料になるのかなというふう

に理解をしております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 当然、本人の意思があわ

ないとなりませんが、そういう方向も今後やはり上

富良野町がジオパーク推進ということであれば、人

材配置ということで採用等も含めた形を見直す時期

なのかなというふうに思っております。 

 それともう一つお伺いしたいのは、このジオパー

ク推進図書購入という形で予算が５万円であります

が、この点どういうような図書、専門的な図書でこ

の職員が読み通すものだというふうに思うわけです

が、ここはどういう内容になっておりますか。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進室長。 

○ジオパーク推進室長（佐藤雅喜君） １１番米沢

川委員の御質問にお答えいたします。 

 こちらの図書購入につきましては、図書館にジオ

パークコーナーというものを設けてございます。そ

ちらのほうで、主にお子さんがそういう地理や地

学、火山などに興味を持っていただけるような、そ

ういったやわらかいものをできるだけ入れるように

していきたいというふうに考えて、本年度について

は大体４０冊程度、購入できたかというふうに思っ

ておりますので、次年度におきましても同様に広く

親しみやすいような図書を購入していきたいと考え

ております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 図書という形で、テーマ

を設けて設置するということでありますが、当然図

書館まつり等々がありますし、当然従来もいろいろ

な形で実施されてきておりますから、そういったジ

オにかかわるやはり火山のメカニズムみたいなもの

を、簡単にわかりやすくというような従来からやっ

ている、そういうものと結びつけて、子どもに図書

を読んでもらう、あるいはイメージをしてもらうと

いうことが非常にこの間見ていますと受けていたよ

うな気がしますので、そういったところは非常に大

事なところだと思いますので、この点ことしもそう

いう企画等は実施されるのかなというふうに思いま

すが、この点をお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ジオパーク推進室長。 

○ジオパーク推進室長（佐藤雅喜君） １１番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 出前講座の中に、新たに新年度から実験のような

ものもちょっと入れされていただきまして、今まで

以上にお子さん方に興味を持ってもらえるような取

り組みを進めたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この点で、この一般財源

になっておりますけれども、地域おこし隊等の、こ

れは交付税措置があるかというふうに思います。こ

の点、まず確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、地域おこし協力隊に関します地方財政措

置の関係でございますが、今年度までにつきまして

は地域おこし協力隊ということで特別交付税の算定

という形になっております。 
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 ただ、特別交付税算定上の上限につきましては、

１人当たり４００万円までという形になっておりま

すが、当町につきましてはスタート時点でプラス１

００万円、１人当たり５００万円程度で地域で活動

していただこうということで予算計上しているとこ

ろでございます。 

 ただ、この制度につきましても一定年数が経過し

てきたということがございますので、平成３０年度

からにつきましては普通交付税のほうの算定のほう

に切りかえられるということになってございます

が、基本は地方財政措置がされるというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この地域おこし協力隊と

いうことが、非常に活躍されている地域とそうでな

い地域というのがありまして、なかなかの難しさも

あるのかなというふうに思います。 

 ただ、やはり上富良野にこういった方を公募し

て、上富良野に来てくださいと、こういう形でやは

り町は地域おこし協力隊を募集していますと、いろ

いろな形があると思います。ジオパークあるいは地

域の子育て、子ども会だとかに入って、そういった

ものを伝授できるような人だとかという形で、非常

に全国的に定着率、バラバラありますけれども比較

的高いという状況になっております。 

 そういう意味で、もう少し上富良野町のこれから

高齢化する町のあり方等も含めた場合、やはり地域

地域で生かせる手法というのが幾らかあるのかなと

いうふうに見ておりまして、当然来てもらって、将

来マッチングしなければなりませんけれども、上富

良野町の魅力を感じていただいて、やはりこういう

交付税措置がある間に、やはりもっと呼び込むよう

な手法というのも考える必要があるのではないかと

いうふうに思いますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 地域おこし協力隊の制度自体は、大変都市圏のほ

うから地方の中でいろいろ頑張りたいというような

ニーズをお持ちの方と、私たちのように地方におい

ては、そういう方たちを活用して、地域の中で活躍

していただきたいという私たちが思いを描いている

事業とマッチングをする中での事業かなというふう

に思いますので、全国各地でさまざまな形でこの制

度を活用している事例もたくさんございますので、

私たちの上富良野町では、これまではジオパークの

専門員と観光推進員を１年でしたけれども活用させ

ていただいたことがございます。そういうものが、

思いと私たちのそういう方たちに活動してもらうこ

とで効果が上がるだろうと期待される事業が合致す

るときにはぜひ、そういうものもＰＲをしていきた

いなというふうに思っております。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 同じページで、７９ページ

のふるさと応援寄附モニター事業で、今回プロモー

ション支援事業補助というのを出しているのですけ

れども、これはネット上の申し込み者対象というこ

とで挙げていると思うのですけれども、この上に広

告料というのがありますけれども、このふるさと納

税の企業版等も今、寄附を募っているところなのだ

と思うのですけれども、これは上富良野町のふるさ

と納税のこれをそのままお渡ししているのでしょう

か。こういうものを企業版の方たちにも同じような

ものをお渡ししているのでしょうか。ちょっとそれ

を伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ３番佐川委員の

ふるさと応援モニター制度に関します御質問にお答

えをさせていただきます。 

 企業版ふるさと納税につきましては、モニター商

品をお渡しするというようなことはございませんの

で、特に企業版ふるさと納税の企業に営業という言

葉が正しいかどうかはわかりませんが、行ってお邪

魔させていただいて、説明するときには地域再生計

画で認定されたものに企業版ふるさと納税でいただ

いたものを税源として充てられるということになっ

ておりますので、昨年１１月に内閣府から認定いた

だきました十勝岳プロジェクトの中の映画化と、四

季彩で十勝岳にまつわるイベントの充実、こちらの

ほうを資料お持ちして説明をさせていただいてＰＲ

をさせていただいているという状況でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） それはある程度はわかるの

ですけれども、これは上士幌町のパンフレットなの

ですけれども、やはりネット上は新しく今回予算を

挙げていますけれども、やはり上富良野町のこれは

企業版のですよね。これは上士幌町のなのですよ。

やはり、こうやって渡されたときに、こうイメージ

を伺うと、やはり少しもうちょっといい紙質という

か、そういうものを使っていただいたほうが、私は

もっとこういうことに予算をつけてもよかったのか

なというふうに考えているものですから、もともと

なかったところにこれだけ９カ月ちょっとくらいで

６,６００万円近く寄附が、去年から６月２１日か

ら返礼品が始まって、このように伸びてきている

し、今後もこの予算をつけているのでありますの

で、少しもうちょっといい紙で、例えば町長とかが
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企業に伺ったりするときにお渡しするのに、この家

でもできそうなこういうパンフレットの紙をお渡し

するよりは、ちょっと上質な紙でお渡ししていただ

ければなというような思いがありますので、そこら

辺について伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） 佐川委員の御質

問ですが、情報発信の仕方ということと理解してご

ざいますけれども、もちろんうちの地元のものが、

しっかりそのモニター商品が魅力あるものに皆さん

に感じ取っていただけるように、そういう工夫は行

いながらどんどん進めていきたいというふうに考え

ております。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この資料のモニター制度

にかかわって、資料を見させていただいております

が、この事業広告という形で掲載される代用はネッ

ト上で行われるのかなというふうに思います。 

 町と協議しながらどういったものを載せるのかと

いうことになるのかなというふうに思います。 

 このふるさとモニタープロモーション支援事業と

いう形で２２万５,０００円ですか。どういうもの

を町が売り物にしてというか、売り出そうとしてい

るのか。この点、どういう形になるのか、具体的な

ところが見えておりませんので、この点お伺いして

おきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問でございますが、このふるさと

応援モニター商品のプロモーション支援事業という

のは、対外的なＰＲ活動というのではなくて、ネッ

ト上に載せる商品の写真でありますとかキャッチフ

レーズでありますとか、この補助の対象になってい

る方はモニター商品を提供いただいている協力事業

者が対象になってございまして、例えば写真であり

ますとかキャッチフレーズとか、そういうものに工

夫を凝らす、そういう取り組みをなさる事業者に一

定の補助をするという制度でございまして、１事業

者当たり１件を対象として、今年度から新規で始め

させていただきまして、魅力の伝え方、こういうも

のの向上につなげていきたいというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 当然、町も要望として出

しますよね。こういうものをアップしてほしいと

か、小売商品をもうちょっと魅力的に宣伝してほし

いだとか、具体的にお互いに協議しながらこういっ

たものというのはなされるべきだと思いますが、業

者に一方的に相手業者に一つということになってお

りますから任せるという形なのか。それとも、企画

ができたあとで、町がそれを十分点検しながらする

という形なのか、この点をお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問でございますが、もちろん取り

扱い業者任せではなくて、当然私どもも含めまし

て、あと協力事業者、あとこのモニター商品を扱っ

ている取り扱い事業者含めまして、三者で協議する

場については設けてございますので、その中でより

上手にうちの商品が魅力あるものとして、しっかり

と伝わるように工夫していく機会はありますので、

その中で進めていきたいなというふうに考えていま

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ページは８１ページで

す。 

こちらのストレスチェックの関係ですが、平成２

８年は５０万円、それから２９年２４万２,０００

円、３０年度は１８万円ということでだんだん減っ

てきているわけですけれども、ストレスを感じる方

がいなくなったのか、それともそういうものを受け

る受診者が減ってきているのか、その辺のところは

どうなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １２番中瀬委員の

ストレスチェックに関する御質問にお答えいたしま

す。 

 ストレスチェックの費用につきましては、当初一

番最初の年度におきましては全く見込みがつきませ

んでしたので、金額が大きくなってきておりまし

て、昨年ことしと減ってきておりますのは、今、管

内１９町村で委託をしているのですけれども、教職

員もストレスチェックに含めることによりまして、

全体の金額といいますか、人数によって金額の割合

が少なくなってくるということがあるのですよね。

案分しますので、人数で割りますので、その分の費

用として少なくなってきているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ６７ページのＪＲの協議
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会負担４万円となっておりますけれども、これは案

分率というのはどういうふうになっているのか、ま

ず確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいま、１１

番米沢委員のＪＲ富良野線の連絡会に関する御質問

でございますけれども、負担金については関係市町

村、全市町同額という設定になってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そこでお伺いしたいので

すけれども、この富良野沿線等においては、観光あ

るいは地域の経済の流通の動脈として必要だという

ことで、今後利用者をふやすための各種の対策を講

じなければならないということで新聞の報道では掲

載されておりましたが、今後この上富良野町におい

ては、町全体でどのような利用見込み、利用するた

めの方策というのをお持ちなのか。まだ持っていな

いとすれば、今後、当然協議会全体とも話し合わな

ければならないということはわかりますが、同時に

上富良野町としても促進のための対策というのを当

然お持ちなのかなというふうに思いますが、この

点、わかれば具体的なものがあればお知らせをお願

いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいまの１１

番米沢委員の御質問にお答えをさせていただきま

す。 

先般、３月３日なのですけれども、ＪＲ富良野線

の連絡会議がございまして、その中でようやく連絡

会議としてのＪＲ富良野線のあり方についての案が

まとまってきたという段階でございます。委員御発

言のとおり、それぞれの沿線の市町村で皆さんによ

りＪＲを利用していただくような、そういうイベン

トでありますとか、そういうものをしていこうとい

う基本的な方針というのは確認されているところで

ございますが、それぞれの町でどういうイベントす

るとか、誘客の行事をするとか、まだそういうとこ

ろまで行っていませんが、直接このＪＲの利用客を

ふやすための具体的なイベントの提示という段階に

は至っておりませんが、現在進めております観光振

興計画に基づきますさまざまな事業でありますと

か、既に行われている町内のイベント、そこへの誘

客を今後、さらに図っていくということが、この取

り組みにつながっていくのではないかというふうに

思ってございますので、今の段階では具体的にござ

いませんが、今までの取り組みを充実させていく、

また新しい仕掛けもつくっていくというようなこと

になっていくのではないかというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） まだということで、従来

のやってきたことに対する充実ということでありま

すが、この点、従来どのようなことをされてきたの

かというのは、ちょっと僕はまだ認識が浅いのでよ

くわからないところがありまして、いろいろやられ

てきたということだというふうに思いますが、この

点ぜひ具体的に職員の方が出張する場合でも汽車を

利用するだとか、最低でもいろいろな呼びかけるだ

とか、いろいろあるのだろうと思いますが、そこら

辺などはやはりある程度明確にしながら、また観光

のインバウンドということがありますから、駅等で

の企画だとかいろいろしながら対処する必要がある

のかなというふうに思いますが、確認しておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問にお答えしますが、今も従来も

やはり交流人口増加のために、さまざまな取り組み

については意を用いて行ってきておりますけれど

も、これからはそれ以上にＪＲの利用というものも

もう少し意識しながら、そういう取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） こういう機会なのでいろ

いろと質問をさせていただきます。 

 ６７ページの定住・移住促進という形の予算が

載っておりますが、ここで広告料が８万円という形

で掲載されております。 

 まず、ここについては従来と違うような内容の広

告の仕方という形になるのか、この点お伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画政策班主幹。 

○企画政策班主幹（深山 悟君） １１番米沢委員

の定住・移住促進費の広告料についての御質問にお

答えいたします。 

 これにつきましては、本年度につきましては生き

生きふるさとの交付金というものを補正していただ

いて、東京、名古屋、大阪のフェアの中に北海道生

活というような結構首都圏とか、そういった方々が

よく見られる雑誌の広告掲載というものを、その交

付金があるためにプラスで載せていた経緯でござい

ます。ただ、これは３年間でもう交付されないこと

になりますので、結構効果がある、問い合わせがあ
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るというようなこととか、あと首都圏、あとこちら

に移住、定住したいという方々が見られる雑誌とい

うことでございますので、そこも継続して広告を掲

載したいということで、当初予算に載せているとこ

ろでございます。 

そのほか、そういった定住・移住促進協議会のほ

うから紹介のありました、そういった広告掲載に載

せることで上富良野町のよさを発信して、移住・定

住のお客様を呼び込みたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確認したいのですが、今

回のお試し暮らし住宅という形で、試行的に今回、

民間の住宅を借り上げながら、そこでこの上富良野

町の魅力を感じてもらう、あるいは運営、施行等に

ついて検証するという形になっておりますが、この

点、１件という形なのかというふうに思いますが、

今後これを検証した後、よければ、さらに民間のア

パートを活用して、そこで住んでもらって体験して

もらうという形になるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のお試し暮らし住宅の関係の御質問にお答えさせて

いただきますが、今回予算計上させていただきまし

た１件の民間アパートの空き部屋を活用させていた

だくということでございますが、現在移住準備住宅

も含めまして、かなり旭町の旧教員住宅につきまし

ては老朽化が進んでいると、これが最も大きな抱え

ている課題でございますので、将来的にはどんどん

民間のアパートを活用させていただく中で、そちら

のほうに移行させていきたいというふうに思ってお

ります。 

 ただ、大幅に一気に件数をふやす分については、

やはり体制も整えなければございませんので、そち

らのほうとあわせながら進めていきたいというふう

に思いますが、基本的には民間の施設の活用という

のは基本路線として御理解をいただいて結構かと思

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 民間のアパートも当然活

用するということでは、大変よろしいかというふう

に思います。 

 ただ、この間議会懇談会の中でも出された声とし

て、もう少し上富良野町のお試し暮らし住宅、移住

準備住宅にしても、やはり魅力を感じないというこ

とだというふうに思いますが、そういう声が寄せら

れました。それは、老朽化等々があって、そういう

形になっているのだというふうに思いますが、他の

自治体では体験住宅を積極的に設置しながら、そこ

で一定程度暮らしていただいて、上富良野町の魅力

を当然知ってもらうという形のそういう取り組みな

ども積極的に実施されております。 

そういう意味では、今後そういった方向での、町

が住宅を一定程度つくって入居してもらうという方

法もあるのかなというふうに思いますが、この点で

上富良野町のある準備住宅等々についてはまだまだ

改善する必要があるし、考える必要があるというふ

うに思いますが、この点確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの質問にお答えをさせていただきます。 

 準備住宅、新たにそういう施設を設置するという

考えについては今のところございませんが、ただそ

の来ていただいたお客様、今は来ていただいたら自

由行動というのはおかしいですけれども、先ほど委

員がおっしゃられたように、町内というか町の魅力

を伝えるような、そういう体験メニュー、こういう

ものについては施策として工夫して取り入れていく

必要があるのではないかなというふうに考えてござ

いますので、今後定住・移住策を考えていく中でそ

ういうメニューも取り入れるような検討をさせてい

ただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） あわせてお伺いしたいの

ですが、この間の一般質問の中でも支援専門員を配

置するような表現になっていたかというふうに思い

ますが、この点、この間視察したところでも日常の

生活も含めた中で、やはり連絡を取り合いながらそ

こに定住されるための努力をしているというのが見

受けられております。 

 上富良野町においては、今後この支援員配置、ど

ういう形で配置されようとしているのか、従来の職

員という形でそこに充てようとしているのか、あわ

せて当然、いろいろな職の兼務ということがありま

すから、今の職員の人数を見ましたらなかなか今、

職員の中で対応するといったら大変なのかなという

ふうに思います。 

私は本当にここを押し出して、一定程度やはり定

住・移住、あるいは総合戦略に基づいて人口をふや

すということであれば、一定程度やはり専門の職員

も配置しながら、当然兼務もあると思いますが、や

はり押し出すような配置が必要ではないかというふ

うに思いますが、具体的なことが決まっていました

ら答弁願いたいと思います。 
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○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問にお答えします。 

 先般の一般質問のやり取りの中でもございまし

て、現在町のほうでも専門員が配置されている市町

村の情報収集を含めまして、その専門員の配置につ

いては検討作業を現在進めているところでございま

す。 

 委員がおっしゃるとおり、現行の職員でやるとい

うのも一つの方法でありますし、そういう専門員の

配置というのもありますが、これは情報収集を進め

る中でいろいろと効果も調べながら、その辺は判断

になるのではないかなというふうに思いますが、私

どもの場合、仕入れた情報の中でその定住・移住の

専門員を配置しているところでは、やはり相談業務

でありますとか町のＰＲ、あといろいろなイベント

の企画ですとか実施、先ほど言いましたような体験

メニューの企画とか、そういうような役割を担って

いるところが多いというふうに聞いておりますけれ

ども、それらを含めましてそういうものをいろいろ

な形で施策として進める中で定住・移住に結びつ

く、そういう実行性があるような形というものが、

どういうものが今ベストなのかということをしっか

り見極めながら、総体の中で考えていきたいなと。 

 ただ、その施策の充実ということは第一に考えて

はございますので、一つの方法としては検討に値す

るというふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひいろいろな角度から

検討していただきたいというふうに思いますが、こ

の間行ってきたところでもイベント、あるいは地方

で大阪だとか東京だとか行ってきた場合に、感触の

いい人には徹底してメール、あるいは文書を送るな

り、交流をやっているというのですね。 

 私はこの間、上富良野町の現実を見た場合は、な

かなかそこまで行っていないのかなというふうに思

います。心はあっても人が足りないだとか、いろい

ろな要件がありますから、結びついていないところ

がたくさんあるのかというふうに思いますし、やは

り上富良野町に住んでもらって、少しでも人口をふ

やそうとしたら、例え１人でも２人でもそこに来た

いというような感触があれば、しがみついて引っ

張ってこれるかどうかというところの、これは相手

次第でもありますけれども、そういうような気概を

もってやる必要があるというふうに思います。 

 上富良野町のこの間の移住計画を見ましても、そ

こら辺というのは具体的に載っておりません。この

点、やはりもっと前へ進めることが必要だというふ

うに思います。 

この点、答弁はいりませんけれども、次この家の

確保ということで、この居住の確保ということで、

空き家対策総合支援法というのができているかとい

うふうに思います。こういうものを活用しながらで

きるのかどうかわかりませんけれども、やはり移住

準備住宅に充てるだとか、そこに例えば定住したい

という人がいれば、そこの空き家を改修するだとか

何とかしながら、空き家バンクに登録した人、こう

した人に対する支援などを行いながら、縦横無尽に

いろいろと想像を膨らませながらやっているという

のが実情で、もしも上富良野町においてもそういう

法律があって、それが活用できるとすれば、そうい

うものを生かしながら空き家対策を含めた対策とい

うのが必要ではないかというふうに思いますが、こ

の点確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 今、委員の御発言にありましたように、空き家対

策についても非常に大きな地域としての課題があり

ます。 

 また、移住を希望するような方たちに対するＰＲ

のページとして、空き家バンク等も活用しておりま

すし、また建設水道課のほうで行っております住宅

リフォームの事業につきましても、空き家の改修事

業につきましても２９年度から補助のメニューに加

えさせていただいておりますので、そういう方が

もっと、例えば使いづらい部分があるのだとすれ

ば、どういうような形であれば使いやすいのかとい

うようなことは改善の余地があると思いますので、

空き家を使った移住者へ提供するような、そういう

方法も我々も一つの手法と思っておりますので、こ

れからも制度上の見直しが必要であれば見直しをし

ながら活用していきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほどのジオパークの点

で７９ページなのですけれども、例えば上富良野町

でこういう事業をする場合、例えばこの缶バッジも

そうなのですけれども、せめて職員全体がこういう

ものを担ってやっているのですよということで、や

はりアピールする必要があると思うのです。でも、

今見ていましても、僕がしているからというのでは

なくて、やはりそれくらいの売りを積極的にやって

くださいということで、僕がしているからというの

ではなくて、やはりそのくらいの気迫だとか気持ち
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が人の思いを動かす可能性があるのです。可能性で

すから、それが絶対だということではありませんけ

れども、そういうものも含めてやはりらべとんもし

かりです。例えば、上富良野町の運営しているバス

だとかにちょっとらべとんを工夫してロゴとして入

れるだとか、いろいろな工夫があると思うのです

が、そういうささやかなところでいいのです。ささ

やかなところから大きな大河に変わっていくという

ことでありまして、その点ぜひ積極的にやる必要が

あるのではないかなというふうに思いますが、売り

込みですね。ここをどのようにお考えなのかお伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、思いは一緒でございますの

で、いろいろな形を住民共々、活動を推進していく

ようにこれからも努めてまいりたいと思っておりま

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ７７ページの拠点施設の

設計調査という形でお伺いいたします。 

 今後、この拠点施設の調査ということであります

が、これは６次総合計画に位置づけるための調査だ

ということになっております。 

 雲をつかむような話でこの内容等はよくわからな

い部分があるのですが、当然この規模だとか設置場

所も協議会で聞いたら、今後それも含めて調査の内

容だという形のこの調査費だということで答弁され

ていたかというふうに思います。 

 この防災機能というのはどういう機能を要するの

かという点、まずは施設の概要ですね、概略。もし

も建てようとしたら、どのくらいの予算規模になる

のか。例えばイメージとして、例えばよく車の出入

りの多いところ、あるいは上富良野町でいけば日の

出公園あたりだとか駅前だとか。そういうイメージ

があるのだろうというふうに思いますが、どういう

イメージで今回この調査費等というのが計上された

のかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の拠点施設の今回、予算を挙げさせていただいてお

ります調査業務に係る予算についての御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

 昨年もそうですし、その以前もいろいろこの拠点

整備に関しまして、いろいろ職員が先進地とかそう

いうようなところに行って研修をしてきたところで

ございます。 

 またあわせまして、情報収集をしてきたところな

のですが、その情報収集、視察研修で得たものを

ちょっと集約した中で、実際にその自分の町でやる

ときにはどういうふうな組み立てになるだろうとい

うことで、今回はこの調査費につきましては専門の

コンサルタントと打ち合わせをする中で、どういう

ような業務が必要かというようなことをお聞きしな

がらつくった予算でございます。 

 委員御発言の機能なのですけれども、こちらのほ

うも１回、全員協議会のほうで補足説明資料で示さ

せていただきましたが、これもあくまでも想定の機

能ということで、ただ非常に導入する要素的には高

い機能なのかなというふうに考えておりますが、ま

だまだいろいろ入れるような機能も出てくるかとい

うふうには考えております。 

 それと、その発言の中にありました防災機能でご

ざいますけれども、防災機能の部分としてはやはり

何かあったときの情報が集約される場所であったり

とか、あと前からお話させていただいておりますけ

れども農産物の加工場も併設したらどうだという話

もありますので、その場合にはそういう炊き出しの

場所になったりとか、そういうことも現段階でも考

えられるのかなというふうに思います。 

 あと、設置場所でございますけれども、こちらの

ほうもそれぞれの場所、例えば国道がいいのか、市

街地の中がいいのか、もっと違うところがいいのか

ということで、それぞれにその場所ごとにメリッ

ト、デメリットが出てくるのかなというふうに思っ

てございますので、こういう議論をするためにも今

回、基礎調査を行う中で委員の皆さんを初め、あと

住民の方とそういう協議が行える資料づくりという

ことで今回、１００万円の予算を計上させていただ

いているということでございますので御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、本当に何

もわかっていないと。先進地的なところは職員の方

が行って見てきたということで、非常にこの導入の

経過というのが不透明なところがあるのですね。防

災機能ということで、倉庫ということであれば、上

富良野町の備蓄庫があるのですよね、もう既に。あ

あいうもののほかに、当然防災機能ということ、こ

れは備えるかどうかもわからない話で大変失礼な質

問をしているのだというふうに思いますが、そうす

ると二重の管理という形になるのかなというふうに

思いますが、運営も含めて第３セクターになるのか

なというふうに思いますが、そういったところはど

ういうイメージなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 
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○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいま１１番

米沢委員の拠点施設の運営に関する御質問ですけれ

ども、そちらのほうは今回の調査の中には入ってこ

ないのかなというふうに思います。今回の調査につ

きましては、全く組み立てるブロックをつくってい

くというか、そういうようなパーツパーツを揃えて

いくという作業になってきますので、そのパーツを

組み合わせていくのは今度は住民の皆さんとの協議

の中でやっていくのかなというふうに思います。 

 あと、運営の話なのですけれども、こちらのほう

もこの調査とは関係なく、別に、これは町の判断な

りが多く占める中でのそういうような運営という考

え方、もちろん町民の皆さんにも議会にもそれはお

示しをしながら進めていくことになるというふうに

思いますけれども、今回の調査業務の中にはそこま

では業務の中としては入ってございませんので、御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、これは６

次総合計画の中では、位置づけを目指すということ

で書かれておりますが、順位としては１番という形

になるのでしょうか。 

 前から言っておりますが、病院だとか優先されな

ければならないものがあります。いろいろと医療圏

の問題があるにしても、もう既にスプリンクラーの

設置等々が目の前にあるわけで、その難しさという

点で、こちらのほうが先なのだというような言い回

しの話をちょっと正確ではありませんが町長がされ

ていたかというふうに思いますが、私はそういうこ

とを総合的に考えたときに、これから高齢化がさら

に進んで、例えば居場所が、入所する場所がなく

なったりだとか、地域ケアと包括的なケアという形

になって、そこで地域で安心して暮らせる環境づく

りという形を考えた場合に、私はそういったものが

優先順位として位置づけられるべきだというふうに

思いますが、これがどうしてこの優先順位として１

番になるのかどうかはわかりませんけれども、最優

先ですか。 

○委員長（村上和子君） 町長。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきますが、この多機能施設につ

きましては、私といたしましては優先度が高いとい

うふうに位置づけをさせていただいております。 

 これまでも議会を通じて、米沢委員と議論もさせ

ていただきましたが、早くから米沢委員のほうから

もこういった発信施設をなぜ早くつくらないのだと

いうことも何度も私は承っております。病院等につ

いては、私のほうから皆さん方に問題提起をさせて

いただいてから急遽、米沢委員のほうから多く意見

をいただくようになってきましたが、この多機能施

設については当初から非常にこの町の活性化が心配

されているという声が多くの方から寄せられており

まして、ぜひそういう施設を望むという声を受けて

おりますので、優先度は高いというふうに位置づけ

ているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確かに、前はそういった

経過がありました、私も。ただ、先に優先的にやる

のだったら、早目にやりなさいということを言って

きたのですが拒否されてきたのです。だから、私は

これはおかしいなと。それで変化して、言葉の変化

で拠点施設という形で、何かよくわからない、キツ

ネに包まれたような形の言葉になって表れてきたか

ら僕は問題だということを言っているわけで、やは

りこういうものをつくる場合には時の流れがあるわ

けですよ。やはり、そういうものにいち早く機敏に

対応するものと、やはり優先度を見極めてやらなけ

ればならないようなものというのは、やはりあると

いうふうに私は思っているので、やはり今後、上富

良野の町の将来を考えたときに、こういう待てるも

のは２番目くらいになるかは別として、優先順位を

遅らせながら、やはりこういうものをやるべきだと

いうふうに思いますが、町長この点どうお考えです

か。 

○委員長（村上和子君） 町長。 

○町長（向山富夫君） こういった価値判断は、そ

れぞれの思いで価値を判断するものでございますの

で、考え方として承ります。 

○委員長（村上和子君） それでは、昼食休憩とい

たします。 

 再開は、１３時００分といたします。 

────────────────── 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 昼食前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 御質疑ございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ７７ページの負担金補助

及び交付金の「泥流地帯」映画化を進める会負担金

についてお伺いいたします。 

 先日、道新にいろいろ出ました。映画制作会社が

東京のイメージフィールドに内定した。また、総会

で今後１年間の事業を話し合った。この資料にあり

ます機運醸成活動全般がこの事業内容なのですか。

確認いたしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 
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○企画商工観光課長（辻 剛君） ４番長谷川委員

の泥流地帯の映画化に関する御質問にお答えさせて

いただきます。 

 事業内容につきましては、こちらは今回資料１０

で示させていただきましたが、このプロモーション

費というのが機運醸成事業ということで、そちらは

主に、この前第１回の総会で前提で確認をされたと

ころでございます。あと、そのほかに事務費という

ことで映画会社の折衝ですとか、そういうものも全

て映画化を進める会のほうの負担金として交付いた

しまして、その中で活動を進めていくという内容に

なってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） これは、事業内容でした

らこれは大体どのくらいの月割とか、１月には何を

するとか、そういうのがわかればお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ４番長谷川委員

のどのような内容で進められるのかという御質問に

お答えさせていただきますが、今後、こちらの映画

化を進める会の中で御承認をいただきました事業内

容といたしましては、会員を対象にしたセミナーで

ありますとか、あと４月２２日には、広く町民の皆

様方にもお声がけをしながら映画化を進める会のシ

ンポジウム等を開催する予定になってございます。 

あと、三浦綾子記念文学館との共同企画というよ

うなことで、この泥流地帯をテーマにした企画展、

また文学館以降については町のほうにもそれらの資

料を持ってきまして、同様の企画展等を行いたいと

いうふうに思っております。 

また５月には、泥流地帯の道を実際に歩いて体験

をするフットパスでありますとか、三浦文学館記念

館が、ことしでちょうど設立２０年ということもご

ざいまして、そちらとの連携事業という形でもラジ

オ放送で泥流地帯の物語を流すような、そういうよ

うな試みも今のところ予定しているところでござい

ます。 

あと、地元の上富良野高校の生徒方とともに、

きょうも実はこの上富良野高校でのこの泥流地帯へ

の物語を知っていただこうという趣旨もございまし

て、こちらも文学館さんとの連携事業によりまし

て、これは事業ではございませんが、任意のお子さ

んを対象とした、そういう事業も行っております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 関連なのですけれども、こ

れは基本的には映画化を進める会ということなの

で、その会と町とが共同的に行うということでまず

お聞きしたいのですが、でよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたしますが、あくまでも活動の主

体については映画化を進める会ということになって

ございますが、その事務局は町のほうで担っており

ますので、一心同体というような形で進めていくと

いう体制でございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 進める会ということで、こ

の機運醸成をするということは、基本的には町内の

人のコンセンサスを得るための活動がメーンという

ことであって、いわゆる企業版のふるさと納税を促

したりするというところとは全く切り離れていると

いうことで理解してよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

ただいまの御質問でございますが、機運醸成事業に

つきましては、その主な対象は町内、町民の方にな

ろうかというふうに思っております。また、企業版

ふるさと納税は切り離せないような関係にはあると

は思いますが、こちらのほうも含めた中で、私ども

といいますか、事務局側の活動の一部としてはそう

いう企業版ふるさと納税のＰＲですとか、そういう

ものも含まれてくるということで御理解いただいて

結構かと思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、この資料１

０でいただいておりますような中の需用費だったり

旅費だったりというところが主に、そういったとこ

ろが行政及び事務局が担当部局になって、町内の方

への機運を醸成していくところについてはその会が

担うという、そういう役割分担を分けた上でやって

いくということ、そうなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたしますが、言い分けをするとし

たらそういうことになろうかと思いますけれども、

ただ映画制作側との折衝の中では映画化を進める会

の役員なりも入って、今後の話になりますけれど

も、どういう地元としての支援を行ったらいいかと

か、そういう部分での若干の活動費、旅費でありま

すとか、そういうものも出てくるかなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） わからないのでいろいろ教
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えてほしいのですけれども、この進める会というも

のはいわゆる町内の任意の団体で構成されていて、

これは拡大していくことというふうに考えていいの

ですか。それとも、今のこの会のメンバー、いわゆ

る設立メンバーのほうでずっと進めていくというこ

とですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

御質問でございますが、映画化を進める会は今後、

地元として映画にかかわる主体、核になってくると

いうふうに思います。 

 ただ今後、応援していただける方はどんどん募っ

ていただいて、一緒に取り組むような、そういうふ

うな体制づくりというものを進めていきたいという

ふうに考えております。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっと映画のこと、全員

協議会で一度伺ったのですけれども、どうしても所

管が違うものでわからないから、この機会にちょっ

とお伺いしたいのですけれども、今回７７ページで

挙がっているのは、あくまでもその進める会に対し

ての補助ということで、制作であったりとか、どう

いう具体的なものという部分については一切まだ、

３０年度の予算というのはたてられていないのです

が、お聞きしたところだと、いわゆる企業版ふるさ

と納税を基本とした考えのもとで制作のほうをやっ

ていくということで、この間全員協議会の中におい

ても理事者部局のほうから、足りない場合について

は一般財源を出すのもやむなしということの御説明

があったのですが、そういったものの予算というの

はいつくらいをめどに出されてくるかというのはま

だわからないのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 今の経過をまず説明させていただきたいと思いま

す。 

 ２月２０日に町長と制作会社のほうに訪問させて

いただきました。その中で、今後のスケジュールと

いいますか、それも含めたお話をさせていただいた

のですけれども、先方のほうとしてはやはりその原

作が素晴らしい小説だということで、余り急いでと

りつくようなことはしたくないということで、町の

ほうとしましてもせっかくの機会ですので、そんな

急かすようなことはいたしませんよというお話もし

てきたのですが、それを前提として向こうの制作会

社のほうでお聞きした話では、著名な脚本家さんに

今、複数お声がけをいただいているということで、

まずそれが決まりまして、それから監督さんを決め

てキャスティングということで、それなりの時間を

要するというようなお話を受けました。 

よって、制作そのものに関して、地元としてどう

いう支援ができてくるのかというのが出てくるの

か、何を取り組んだらいいか、そういう取り組みが

出てくるのが、もうちょっと時間がかかるのかなと

いうようなことを向こうの先方の代表の方とお話を

して感じておりますので、それらがスケジュールが

進みまして、だんだん先が見えてくるようになった

段階で、その制作支援に係る予算については計上さ

せていただくような御相談を申し上げる、協議をさ

せていただくようになろうかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今、大変よくわかりまし

た。ありがとうございます。  

 本当にすごく大事なところは時間をかけて、町長

もいいものをつくりたいという、また制作会社もそ

ういったものがあると思うので、そこの部分の心配

はないのですけれども、やはりちょっと一番懸念す

るのはやはり、今回５０万円の予算立てをして、町

内の機運の醸成を図るということをやっているので

すが、ここのボタンをかけ違えてしまうと、我々も

議会議員として町民の皆さんに説明責任があります

から、こういうことでこういう素晴らしい事業を進

めていかなければならないということもあるので、

ぜひともこの５０万円を生かしていただきながら、

町内の理解というかコンセンサスというか、その応

援体制というか、ここをきっちりと最初の初年度に

は十分力を入れてやっていかないと、どんなに素晴

らしい制作会社と町長部局の思いがあったとして

も、まず町民に愛されるものの第一歩をつくること

が大事だと思うので、この５０万円の予算というの

は非常に大事に使っていただきたいというふうに考

えますがいかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいまの６番

金子委員の御発言ですが、全く同じ認識でございま

すので、やはりその町民の皆さんがより多く、興味

を持っていただいて、かかわっていただく、そうい

うような雰囲気づくりに懸命に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確認いたしますが、今後

の予定もわからない、はっきりしない。最終的には
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詰めないとだめだということで、予算についても今

後どうなるかというところでお伺いしますが、本来

でしたら１年間の予算計上がされて、それに基づい

て経費が支出されるという状況になるかというふう

に思いますが、今回の場合はそういったものがなく

て、あくまでも会の負担金というだけしか出てきて

おりませんが、今後この予算に当たってはその都度

その都度、必要な時点で補正して挙げるということ

ですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 少なくてもそんなに計画性を持たないような予算

の計上はしないような、そういうところに注意を払

いたいというふうに思いますが、今後機運醸成事業

が今年度においては中心に行われるのかなというふ

うに思ってございます。できるだけ、今もう積み上

げた中での今年度予算ということでございますの

で、その中での事業展開を考えてまいりたいという

ふうに思いますが、今回、要するに地元だけの活動

ではいいのですけれども、対外的な部分の折衝など

も出てきますので、そちらのほうは変動要素がある

のかなということもありますので、その場合におい

てはまた議会にお諮りした中で予算を計上させてい

ただくということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 本来、予算は当初、確か

にやむを得ない部分もあるかもしれませんが、今回

の予算の計上の仕方を見ますと、本当に先が見えな

い中で当面の会の維持と、企画があってそこを若干

進める程度のものだということであります。 

 しかし私たちは、この１年間その都度、補正をさ

れては困る話で、１年間の必要な経費はこれくらい

という、一般的には積算を行って、どの予算につい

ても少なくともそういうものがあるわけです。 

 しかし、今回の映画化作成に当たっては、そう

いったものが一切見えてこないということになれ

ば、私たちは何をもとにして審議すればいいのか。

将来どんどんこういうことはないのかもしれません

が、予算が膨らむ可能性があるということになるこ

とも起きるのではないかというふうに思いますが、

やはり当初予算で本来はきちんと組んで、それに基

づいて計画が執行されるということですが、余りに

もひどい、不透明な予算の計上ではないですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 この映画をぜひ実現したいという思いにつきまし

ては、これまでも幾度となくお話をさせていただき

ましたので共通の理解をいただいているものという

ふうに思っております。 

 進めるに当たっては、町長がこれまでも申してお

りますように町が作成するわけではなくて、つくる

のはあくまでも制作会社がつくりますので、その中

で地元としてどういう部分を応援したらいいのかと

いうのは、制作会社がきちんと決まって、制作に向

けてのスケジュールがその制作会社の中で決まった

中で、お互いに協議をしながら進めていくことにな

ると思います。 

 具体的には、例えばそのスタッフやキャストが決

まって、現地のロケのときの移動とか、そういう部

分は地元で応援ができるだろうかというような御相

談を受けて、そういうものが町としては応援ができ

るということであれば、そういうものは町が面倒見

ましょうということは、具体の作業として決まって

きた中でそういうものというのが見えてくるという

ふうに思っていますので、今私たちの中で、地元の

中で頑張ろうとしているのは、こういう思いを１人

でも多くの町民の皆さんに応援していただけるよう

な、そういうものを地元の中でつくり上げていこう

ということで、この１年間につきましては昨年度の

１２月議会でもお認めいただいた７０万円と、今回

の５０万円の予算を使って、地域の中での機運を盛

り上げていくような、そういう事業をしっかりと進

めていきたいということでありますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） やはり、本来の予算のあ

り方とはほど遠い予算の計上になるというふうに思

います。あくまでもその映画の配給会社、企画会社

ですね。それの動きによって、そこの業者の動きに

よって予算も当然変わってくるというような、非常

に曖昧な形になっていくのではないかなというふう

に思いますが、私は本来の予算のかけ方としては、

やはりこういうことがあってはならないというふう

に思いますが、そういうことはやめるべきではない

ですか。 

○委員長（村上和子君） 町長。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の町が計画

しております映画化に向けてのプロジェクトについ

てお答えさせていただきますが、いろいろ予算の立

て方、立てつけ等についてはいろいろな方法が現実

にあると思いますが、とりわけ建物を建てる、橋を

かける、これはそういうような性格の事業ではござ

いませんで、そういう一つ一つの積み上げの中から

経費、予算等について組み上がっていく、そういう

性質でございますので、これはやはりきちんと制作
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を担っていただける方が確定して、そしてさらにそ

の先方と町の思い、あるいは進める会の思いが合致

したところで動き出すというような事業でございま

すので、その事業の性格を御理解いただきますと、

そういうような懸念も和らぐのではないかなという

ふうに理解しておりますので、ぜひそういった性格

の事業であるということを御理解賜りたいと存じま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういう性格の事業であ

るといっても、私は納得できないのです。町民の側

からしても、いつどういう形でその都度その都度補

正がされるのかわからないということになれば、例

えば家計で収入があって、いつある程度予想をつけ

て収支を計画を立てています。確かに、その都度わ

からない経費も出てきますが、しかしそういうこと

をやっていたら家計では成り立たない状況が生まれ

てくるわけですから、それと同じで町の財政もやは

り予想があって計画があって予算があって、そして

そういったものに予算が載せられるわけですから、

不透明なものに対する予算のあり方というのは問題

だというふうに思いますが、これは問題ないです

か。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、私たちは不透明というふう

にも思っておりませんし、必要なものがしっかりと

ある程度積算ができるようなときには、きちんとそ

れらを皆さんに御説明できるようなものをお示しし

て、御議論いただかなければならないというふうに

思っております。 

 当然、今の時点で何をどういう経費が必要なのか

ということをお示しできる状況にはありませんので

御提案できませんけれども、御提案できるときに

は、それは補正予算になるのか、当初の予算になる

のかということは、その時期によってまたあろうか

と思いますが、少なからずしっかりと御説明できる

ようなものが揃った段階においては、町民の皆さん

に御理解いただけるようにぜひ説明をしていきたい

と思っておりますので御理解賜りたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういう予算のあり方と

いうのをぜひ見直していただきたいというふうに

思っています。 

 ここで新聞に書かれているのは、相互協力の明記

した覚書を近々交わす予定だということで書かれて

おりますが、この覚書というのはそのキャストを含

めた監督、脚本家、そういう大まかな覚書ですから

内容で交わされるのだろうというふうに思います

が、どういった覚書になるのでしょうか、この内容

でいけば。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の今後の制作会社の覚書に関する御質問にお答えを

させていただきますが、新聞にもありましたように

相互協力が主な内容になるかと思います。そこで、

ただ金銭的な部分ですとか出演するキャストの方の

名前が挙がってくるとか、そういうような細かなこ

とについてはそこには掲載されない、記載されない

ということになっております。主な内容といたしま

しては、信義則的なことがあるかと思いますけれど

も、制作会社の責任において制作を完了させると

か、あと上富良野町としては地元のロケ支援には可

能な限り協力をさせていただきますよとか、そうい

うような相互協力が中心となった内容ということで

予定をしてございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、大分の責

任、負担というのも当然この覚書の中では出てくる

ものだろうというふうに思いますが、そういった部

分の町の役割、あるいは負担部分のこの制作会社だ

けの負担ではなくて、町の、当然共同でやるわけで

すから、そこの負担も当然伴うということですね。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問ですけれども、その負担という

のは、金額的なことなのか役務的なことなのかはわ

かりませんが、金額的なものはそこには一切出てき

ません。ただ、地元としてはロケを支援するために

最大限協力するという、そういう責任といいますか

役割を明記するということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 金額的な負担は明記され

ないということであるけれども、しかし共同制作で

やる以上、どういう形であったとしても負担という

のは当然、一般通念上出てくるのだろうというふう

に私は思っているので、それは全くないということ

は否定できないですよね。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、私たちは共同制作で映画を

つくろうというふうには一度も説明したことはない

というふうに思います。制作は制作会社がつくりま

す。私たちは、その制作するに当たって、地元とし

て御支援できるようなことをサポートをしたいとい

うことでありますので、例えば映画をつくるのに５

億円かかります。だから、上富良野町さん１億円負
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担してくださいとか、そういう約束は一切するつも

りがございませんので、そこは御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういうものも含めて共

同というのではないですか、一般的に。そうだと思

いますよ、私は。協力して共同ですよ。そういうこ

とだというふうに思いますよ。予算そのものが、や

はりこのままでいけば、見えない中でこういった予

算を計上するというのは、私は問題があるというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、私どもは今、新聞報道にも

ありましたイメージフィールドという会社が非常に

前向きにかかわってくれておりますので、そちらの

方としっかりと協定書、覚書などを結べられればと

いうことで準備を進めております。多分、最近の映

画制作で行けば、イメージフィールド１社で映画を

つくっていくというよりは、制作委員会なりをつ

くっていくのだろうというふうに思われますけれど

も、その制作委員会に上富良野町が入るということ

は想定しておりませんので御理解をいただければと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） このイメージフィールド

の実績というのはどうなのですか。この間の映画の

配給に当たって、どのようなものをどのように手が

けてきたのかというのは押さえられておりますか。 

 非常にこういった部分も大事な要素で、こういっ

た会社の持てる力、あるいは資質、どういうふうに

なっていますか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の、このイメージフィールドさんがどのような実績

があるかということでございましたが、基本的には

テレビから映画からＣＭから、いろいろ手広くかけ

てございます。具体的に挙げさせていただいてもよ

ろしいでしょうか、作品を。 

 例えば映画ですと、「はなちゃんのみそ汁」であ

りますとか「ＪＡＺＺ爺ＭＥＮ」という、結構これ

は売れている筋なのかなというふうに思いますが、

こういう映画に対しては直接プロダクションという

か、制作に携わっているもののございます。また、

そのほかにも主ではないのですけれども制作にかか

わっている作品もありますし、テレビでいいますと

この前ＢＳでやっていました「赤ひげ」であります

とかＨＢＣでやっていました「監獄のお姫さま」、

そういうような結構著名なといいますか、一般的に

放映されている、そういうような制作に深く携わっ

ている実績を持っている会社ということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ７７ページの先ほども皆

さんで、他の同僚議員も論議になっていたのですけ

れども、拠点施設検討調査のことで、少し前にさか

のぼって若干お聞きしたいと思うのですけれども、

以前この議会の中でも青写真の青写真、その後でこ

のビッグプロジェクトというやり取りをした経過が

あるわけですけれども、そのとき、その補正を我々

は認めたのですけれども、その補正の成果としてど

のようなことがその当時、成果として持ち帰ること

ができたのか、それをお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいまの１０

番髙松委員の御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 昨年、１０月下旬から１１月にかけまして、先進

の岩手県のところにも拝見をさせていただいており

ます。 

 また、それは補正をさせていただいて行かせても

らったものでございますけれども、いろいろと施設

自体も拝見をさせていただきましたが、それまでの

道のりと、そういう施設配置の目的だとかというの

もお聞かせ願う中で、それを比較した中で当町に

とって何が今、課題なのかというようなことも整理

をさせていただいているところでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） そのときの具体的な、今

言われた岩手での町とか、その辺でどういうような

施設を実際に見てこられたか。そして、それで感じ

られたこと、またそのこことは違った町のでき上が

りというか条件というか、そういうものも聞かれた

と思うのですけれども、それらについて教えてもら

えればと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画政策班主幹。 

○企画政策班主幹（深山 悟君） 私のほうから、

石巻等々に行きました道の駅の御報告をさせていた

だきます。 

 オガールというような施設で、民間の活力を導入

した施設というものを視察してきているところでご

ざいます。そこでは、民が主体となって運営などを

しているような施設で、各テナントも民間の活力を

導入してホテルとか土産品店などテナントショップ
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をつくっているというところでございます。 

 あともう一つが、ビッグルーフという確か名称

だったと記憶しているのですけれども、そちらのほ

うでは市のほうが中心となりまして、人の集まる施

設ということで当然、農産物の直販などありますけ

れども、人が文化や芸術、あとサークル活動のしや

すいような、そのコミュニティ的な施設というよう

な核でつくった道の駅の施設でございました。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） 今の補足の説明

をさせていただきますけれども、実際にそういうと

ころを見まして、地元に持ち帰りまして、ターゲッ

トをどういうふうに絞るだとか、どういう場所がお

客さんを呼び込めるのか。ただ、それについては先

ほど言いましたターゲットによっても変わってきま

すし、そういうことを参酌するような情報なり材料

を集めておりまして、それを一応取りまとめまして

今後の当町での拠点整備に向けた協議の中に生かし

ていきたいなということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 今、そのオガールとか

ビッグルーフというのは、先ほどちらりと言われた

石巻というところの場所だというふうに思っていい

のでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画政策班主幹。 

○企画政策班主幹（深山 悟君） 申しわけござい

ません。ちょっと私、混乱していまして、岩手県の

紫波町というところです。こちらのほうで、オガー

ルプラザというところを視察しているところでござ

います。 

 訂正いたします。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、今言われた岩手

県の紫波町ですか。その町というのは、今回の震災

などで例えば新しくまちづくりをしなければならな

いというようなところではなかったということです

か。それを教えてほしいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １０番髙松委員の御質問

にお答えいたしますが、多分この紫波町のオガール

という施設については、道新でも大きく報道があっ

たので目にした委員もいると思いますが、その震災

の復興の云々ということというようなことで施設が

できたものではござません。このオガールという施

設の発端は、ＪＲ紫波駅の周辺に広大な町有地を有

していて、長年間塩漬けになっていたという町有地

があったということで、それを町の中で生かしてい

きたいということで、どういう生かし方がいいだろ

うということで長年協議をした中で、その複合的な

機能を持った施設を地域の中で整備をしていこう、

そのときになかなか大きな財源が必要になりますの

で、そういう施設に賛同をいただく民間の事業者た

ちが資金を募って、その募った人がしっかりとそこ

に入っていただいて運営をしていくような、そうい

う手法でやられている施設ということで、非常にこ

れは我々にとっても勉強になる施設なのではないか

ということで、一つそこをまずぜひ、経過を含めて

勉強していきたいということでピックアップさせて

いただいたところであります。 

 ちょうど隣町が滝沢町のビッグルーフがありまし

たので、そちらについてもあわせて勉強させていた

だいたというのが、昨年度補正をいただいて研修し

てきた経過になります。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それでその町の規模など

というのは、やはり上富良野とよく似た感じの人口

比などということでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） 去年の補正予算をいただ

いて行ってきた経過でありますので、今担当のほう

も復命書を持っているわけではありませんので、詳

しいことはわかりませんけれども、紫波町はうちの

町よりも少し大きい人口規模だったというふうに思

います。 

 そして、滝沢市はついこの間まで滝沢村と呼ばれ

ていましたけれども、市になっていますので、もと

もと人口が村の時代から５万人くらいいた人口のと

ころでありますので、そのくらいの人口規模の町

だったというふうに記憶しておりますが、もしもっ

と詳しいことが必要であれば、また別の機会にでも

復命書をもって御説明する機会があればというふう

に思いますので御理解いただければと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） では、そういうことで

今、復命書を持っていないので十分なことはという

ことなので、ぜひその復命書を我々議会にも見せて

もらえればというふうに思います。 

 以上です。 

（発言者あり） 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ちょっと質問の趣旨とい

うか、それと復命書云々ということになれば外れる

かというようなこと、助言を受けましたので概要を

お知らせ願えればというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ちょっと質問の、その仕

方というか、それに申しわけない点はあるのですけ



― 29 ―

れども、今そういうことでこの拠点施設を今予算を

挙げられている実施調査と検討調査というところか

ら言うと、この先の行ってこられた町の概要という

か、そういうものをできれば見せてほしいというふ

うに思うのですけれども。委員長、諮らってもらえ

ますか。 

（発言者あり） 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 １時３９分 休憩 

午後 １時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 再開いたします。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １０番髙松委員

の拠点設備にかかわります視察の概要でございま

す。 

 先ほど申しましたように２カ所訪問させていただ

きましたが、一番こちらのほうで仕入れたかった情

報については設置までの過程でございます。それら

を中心に、施設はどういう機能が入っているかは見

ればわかりますので、最初の本当に構想の段階から

住民の方も協議の中に入っていただいて、完成に至

るまでの経過というのを主にお会いする中で応対し

てきた、お聞きしてきたというのが主な内容でござ

いますが、もし詳細、具体的なものであれば必要部

分、後ほど髙松委員にコピーしてお渡しいたします

ので、ぜひお申し出いただければと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、感想と言ったら

語弊があるかもしれないけれども、今のこの拠点施

設検討の調査に当たって、これは委託料ですからよ

そに出すということになるかと思うのですけれど

も、そこら辺での町側の伝えるべきこととしては、

何が一番重要だというふうに感じていますか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １０番髙松委員

の御質問にお答えいたしますが、今回の調査は全く

機械的な、基礎的な調査でございますので、町の思

いがその計画の中に反映されるなどという強い思い

というのは、私どもがこれから説明するための基礎

の部分の調査になりますので、そこで余り町の思い

とか、それはありますよ。入れる機能などもありま

すけれども、そういう部分ではありますが、本当に

機械的な、技術的な部分での調査ということで御理

解をいただければと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 機械的なということにな

ると、そのプロセスというか、それだけを行って、

見て、この建物のイメージとか、この町でだったら

こういうことができそうかなということとか、そう

いう感想を持ち合わせているわけではなかったとい

うこととは違いますよね、それはね。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １０番髙松委員

の御質問、説明不足で申しわけなかったですけれど

も、今後やはり本格的に住民の皆さんを巻き込んだ

基本計画でありますとか、そういう段階になったと

きは町だけの思いではなくて、町民の皆さんの思い

も当然、ふんだんに反映させながらそういう計画を

つくって実行に移していくということになります。 

 ただ、今回の調査については、先ほど機械的とい

う言い方はちょっと申しわけなかったのでけれど

も、技術的なことを、まず基礎的に私どもの情報と

して把握したいということでございますので御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 先ほど、資料を提示して

くれるということなので、それをまた見せていただ

きたいというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 関連なのですけれども、

ちょっと教えていただきたいのですけれども、これ

は委託といって外出しになると思うのですけれど

も、ちょっとイメージできないのですけれども、今

までこういったようなことはあったのか、なかった

のかということなのですけれども、委託先というの

はどういったような企業なり、団体になるのでしょ

うか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ２番岡本委員の

御質問にお答えいたしますが、一般的な設計とかそ

ういうような業務を行っている、設計でありますと

か計画業務ですとか、そういうところは対象になっ

てくるというふうに思ってよろしいです。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 補足説明３６ページにあります①からインフォ

メーション機能からその他までの⑤まであるのです

けれども、こういったものを兼ね備えているような

複合的施設はどんな感じかというような御案内の仕

方になるのかどうかということで、条件としてこん

な感じというふうなことになるのかどうか教えてい

ただければ。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ２番岡本委員の
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御質問にお答えいたしますが、町で想定というか、

今考えつくのはこういう機能であると。そういうよ

うな説明もさせていただきながら、そういう複合的

な拠点施設を今までも設計したことがあるような、

そういう経験を積んだコンサルが今回の業務を受け

取っていただく対象になるのかなというふうに思い

ますが、当然プロのノウハウをお持ちでございます

ので、ぜひそちらのほうを活用したいということで

予算を挙げさせていただいております。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） また同じページ、３６ペー

ジなのですけれども、委託期間ということで契約の

日から１０月３１日までと、期限を切って１０月３

１日まで、これは何か便宜上こういった日が妥当な

のかどうかという、何か理由があるかどうか教えて

ください。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ２番岡本委員の

ただいまの御質問にお答えさせていただきますが、

先ほど言いましたようにプロのノウハウを持ってい

る方ですので、こういう基礎的な調査についてはそ

んなに時間をかけなくても、年度いっぱいかけなく

てもできるだろうということで思っております。 

 あと、こういうなるべく早くできるものはつくっ

て、資料をつくって、後はこちらの担当、所管のほ

うで協議ができるようなそういう環境なり資料を整

えたいということで、年度末まで待たずこの時期と

いうことで設定しております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ６９ページの６次総合計

画の事業費が委託費という形で盛り込まれておりま

す。内訳を見ますと、研究員の手当ということで技

師２９人、１日という形になるのでしょうか。この

どういうような技師、調査という形になるのか。当

然、この間アンケート調査を踏まえた中での、その

総まとめという形で６月ごろの策定で公に公表でき

る、提出できるというような話の内容であったかな

というふうに思いますが、この内容等について

ちょっとお伺いしておきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の総合計画の業務の概要に御質問にお答えをさせて

いただきます。 

 委員御発言のとおり、６月に基本構想については

上程をさせていただきたいというスケジュールを報

告させていただいているところでございますが、基

本構想とそれ以前の課題の整理ですとか総論、そち

らのほうはほぼ整理ができておりますので、後はパ

ブリックコメントないし審議会での審議を経て、６

月までに基本構想を上程させていただくということ

になりますが、その後の基本計画、さらにかみ砕い

てといいますか、基本構想の中では大きい項目しか

出ておりませんので、それ以降の中項目、小項目、

施策について、より具体的な内容のものをつくると

いうことで、その業務がほとんどになるかなという

ふうに思います。 

 あと、印刷費もまた別に計上してございますけれ

ども、その成果品をつくるための経費ですとか、そ

ういうものが入っているという内容になってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうすると、この技師と

いうことは業務員で、２９人という形になっている

のですが、これは１日稼動する、その総体的に何日

間で２９人という形になるのですか。その６カ月間

の総稼働数が２９人という形で押さえていいのです

か。２９人、日となっているのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の御質問でございますが、多分これは業界用語だと

思うのですけれども、２９人工ということで捉えて

いただいて結構でございまして、実人員が２９人で

はなくて、何名かの方がそれぞれかかわりながら、

最終的には２９人工分が人件費がかかるという設計

だというふうに理解してございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ８５ページのハザード

マップの作成という形で、今回予算も載っておりま

す。洪水を想定したものであるということで６,０

００部の配付という形になっておりますが、この計

画を実施するということになれば、従来のハザード

マップの避難所の位置づけというのは大きく変わり

ますか。それとも、現状の位置づけの中で十分対応

できるものかどうなのか、この点をお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りましたハザードマップの作成に関しまして、避難

所の位置づけが変わるのかという御質問でございま

すが、現時点におきましてはこのハザードマップの

部分に関しまして、今指定している避難所の位置づ

けについて大きく変わるということは予定していま

せん。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、ここの保

存版で掲げている風水害等という形で、ここはもう

基本的には新しいハザードマップができたとしても

避難施設としては変わらないということで押さえて

いいですね。 

○委員長（村上和子君） 基地調整・危機管理室

長。 

○基地調整・危機管理室長（眞鍋一洋君） １１番

米沢委員の質問にお答えいたします。 

 今回、北海道が洪水浸水区域の見直しをかけて、

新年度で予算化してつくるところなのですけれど

も、それをまだ詳細はこれからなのですけれども基

本的に避難所の位置が変わるだとか、そういったこ

とはないというふうに現段階では思っております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 毎回質問させていただい

ておりますが、職員の研修の問題で、自衛隊等にか

かわる問題、８１ページにかかわって、研修派遣も

そうなのですが、自衛隊への派遣というのはことし

も行われるのかどうか、この点お伺いしておきたい

というふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました職員の研修の関係の御質問でございます

が、８１ページに載せております職員の研修の負

担、あるいは旅費等の中で、今までの市町村アカデ

ミー含めていろいろな研修旅費を組んでございます

が、一応自衛隊研修につきましても３１年度予算に

ついても今、計画としては組み込んでいるというと

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 何人今回派遣されるの

か。従来から述べていますように、行政が住民サー

ビスという点で、やはり自衛隊の研修というのはな

じまないというふうに私は思っております。行政側

は当然、規律があってなじむという形の表現で、こ

れを容認しておりますが、しかし自衛隊は災害派遣

時等における住民の救助という点では、それは高く

評価しておりますが、しかし本来、自衛隊の持って

いる任務等というのはいわゆる国土の保全と言いな

がら、万が一攻撃された場合に対処するというのが

基本にあるわけですから、そういうことを考えた場

合に、私は民間のもう既にやられておりますけれど

も、やはり自衛隊への派遣というのはやめるべきだ

というふうに思いますが、研修というのは。この点

確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました自衛隊の研修の部分の質問にお答えをいた

します。 

 こちらにつきましては、これまでもお話があった

のかなというふうに思ってございます。来年につき

ましては一応、自衛隊研修ということで現時点では

予算上６名ぐらいかなということで考えているとこ

ろでございます。 

 研修の内容につきましては、今言ったようにいわ

ゆる自衛隊がやっていることの訓練というのも体験

訓練ということでございますが、それが直接、私た

ちがふだん仕事をしている中に役に立つのかという

部分の意見もこれまでいただいているところでござ

いますけれども、ただ駐屯地を抱える町として、職

員として自衛隊の方々がやっていることではなく

て、その組織を理解するというのも私たちが行政を

進めていく上では十分経験になるのかなというふう

に思いますので、そこで学んでくることというより

も、そういう組織の方と一緒に地域をつくっている

という部分を考えていただく機会にもなるのかなと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 別に、そこへ行って学ば

なくても、いろいろな人間的なつきあいだとか、そ

ういったもので十分学ぶ機会というのは、僕も学ん

でいますよ。だけど、大体わかりますから、その行

軍だとかというのは実際、戦闘訓練を目的とした訓

練内容になっているわけですから、訓練内容を見ま

したら、全く性質の違う内容で学ぶというのは、そ

れを知るというだけの話ではないということをぜひ

考えて、やはり再考すべきだというふうに思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました自衛隊研修の部分でございますが、町とし

ましては繰り返しになりますけれども、その業務に

生かすということではございませんが、職員がやは

り理解をするという部分については有効なものとい

うふうに思っておりますので、これに必ず行かなけ

ればならないというような指導はすることは予定を

しておりませんが、あくまでも研修の一つで組み込

んで、それも踏まえてやっていこうということで計

画しているということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

５番今村委員。 
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○５番（今村辰義君） 委員長、関連の質問ですけ

れども、自衛隊に対する体験入隊ですね。何泊何日

でやっているのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ５番今村委員からあり

ました自衛隊研修の部分でございますが、例年です

と一応は２泊３日ということで予定はしてございま

す。来年も一応その予定でございますが、ただ２９

年度につきましては当初２泊３日の予定だったので

すけれども、時期等の関係がありまして、結果１泊

２日での実施というふうになっておりますが、一応

３０年はとりあえず今は２泊３日で調整をしたいと

いうふうに思ってはございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） ２泊３日、あるいは天候等

の関係で１日減らしたというふうに過去のものは理

解しているのですけれども、私はもっとふやしたほ

うがいいのではないかという観点から話をしていき

たいなと。 

要は、自衛隊の部隊、例えばＰＫＯに行っていま

すよね。非常に海外から評価されております。なぜ

かといいますと団結、規律、士気、それぞれが強固

な団結を見せている、厳正な規律を見せている。あ

るいは士気が物すごく旺盛である。こういった規律

などが高いところをすごく派遣先の部隊、あるいは

国連そのものが非常に高く評価されております。カ

ンボジアだとかいろいろ行っていますけれども、そ

れぞれの国からも評価されているということが一つ

あります。なぜ評価されているのかということを考

えていただきたいと思います。 

それと国内的には、公的機関がたくさんあります

よね。自衛隊初め警察、消防。あと国会の議員であ

り官僚であり警察、いろいろありますよね。自衛隊

は近年、その公的機関で国民から９０％以上の信頼

を得て、一番トップに立っています。これはなぜ

か。 

これは日本国内は、ＰＫＯが、自衛隊が頑張って

いるから評価されていると。それが国民に広く知ら

れてきたということもあるかもしれませんけれど

も、やはり一番大事なのは災害派遣だと思います。

災害派遣で、例えば３.１１で御遺体を背負って運

ばれていましたよね、自衛隊が。着るものも着替え

が１着くらいしかない。においが非常に移るわけで

す。そういった姿を見られて、真摯に真面目にやっ

ているところを評価されたのかなと。いろいろ評価

はあります。 

そういったところで、なぜ自衛隊はこれだけ厳正

な規律等でやれるかというところは、やはり自衛隊

の教育もいいのかなと。教育だけではありません。

訓練などいろいろありますけれども、上富良野の駐

屯地も教育というものを一つ例に取りますと、身体

の前期の教育も後期の教育もできます。あるいは特

異教育、陸曹コース、あるいは幹部コースへの教育

もできます。そういう教育機関が充実しているの

も。 

○委員長（村上和子君） もう少し簡潔に。 

○５番（今村辰義君） わかっていますよ。いいの

かなと思っています。 

そういった教育機関が充実している自衛隊に対し

て、体験入隊をやるというのは非常にいいと思いま

す。それも、やはりどういうことをやっているのか

なということも体験するのであれば、あるいは自衛

隊のことをわかってもらえるのであれば、やはり２

泊３日よりも５泊６日、あるいは７泊８日等がいい

と思うのですが、ここについてはどうですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ５番今村委員からあり

ました自衛隊研修の日程の関係でございますが、現

時点におきましては職員を仕事を休ませるといいま

すか、勤務時間の中で派遣をするという形になりま

すので、長期の研修に行かせるとなりますとほかも

含めていろいろな支障が出てくるところでございま

すので、来年度におきましては２泊３日を基本にと

いうふうに考えております。 

 ただ、今の研修結果が全てが全てではございませ

んので、この先いろいろなほかの研修も含めて見直

す中で、そういう研修がもし必要な目的が出てきた

場合には、長期のそういう研修も一つの案になるの

かなというふうには思ってございますが、３０年度

予算に当たりましては、ちょっと今の計画の中で進

めたいと思っておりますので御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） わかりました。検討してい

ただきたいと思います。 

 自衛隊は、別に敵をやっつけるということでだめ

だというような話がありましたけれども、本当に真

摯に、真面目に、誰かがやらなければいけないこと

をやっているわけです。そこをぜひ評価して、本当

に真面目に、真摯にやっていると。そこを町が今後

も体験入隊をやるということに、大いに私はありが

たいなと感心しております。今後も一つ、継続して

いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（村上和子君） なければ、１款議会費か

ら２款総務費までの質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、３款民生費の９４

ページから１１７ページまでの質疑に入ります。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ９７ページ、福祉バスの運

行費に関してお伺いいたします。 

 昨年も基準に関しての御説明をいただきまして、

町内の運行であればおおむね１５名くらい、以上か

な。町外であれば２０名の運行基準を設けて福祉の

バスということで対応していますが、この運行基準

はことしも変わっていないのですか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ９番荒生委員の

質問にお答えいたします。 

 福祉バスの規定でございますが、昨年と変わりご

ざいません。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １０１ページの介護保険費

の中の介護職員研修助成ということで今回４８万

円、８名ということで出されておりますが、これは

主にどの事業所とかというのは対応は考えていらっ

しゃるのですか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ６番金子委員

の御質問にお答えします。 

 今回、計画させていただいています介護職員研修

費助成事業なのですが、こちらのほうは現在、就労

している、していないにかかわらず、介護職として

の資格がまだない方を対象に考えております。 

 そういう方が介護職員初任者研修、または実務者

研修を受けて、その後６カ月以上、町内の介護事業

所に勤務をされたときにお支払いするというような

ことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま６番金子

委員の、今御答弁させていただいたのですけれど

も、ちょっと補足説明させていただきたいと思いま

す。 

 どのような業者を想定しているかというような御

質問でしたが、従来、実は人材開発センターで介護

職員の初任者研修をやっていました。しかしながら

近年、その希望者がいないということで、今現在２

年ほどは休止している状態です。 

ただ、平成２９年度から上富良野高校において、

確かニチイが主催いたしまして、主に高校生を対象

に介護職員の養成講座をしておりますので、それに

一般枠という形でも参加させていただいていますの

で、平成３０年度につきましても、そのニチイがや

られている部分を基本に研修をしていただきたいよ

うな考えでいます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっとあちこちでつまみ

つまみで、私もわからないので、ちょっとこの機会

に教えていただきたいのですけれども、たまたま昨

日、ちょっと厚生のほうの勉強会で第７期の介護計

画等の指針が示された中で、いわゆるこういった部

分というのに対してこのインセンティブがあるとか

ないとかというのをチラッと主幹のほうからお伺い

したのですけれども、やはりこういう事業というの

を町独自で続けていくということが、ひいてはその

介護保険のほうのプラスにつながるということで理

解してよろしいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ６番金子委員

の御質問にお答えします。 

 介護職員の人材確保につきましては、第７期計画

を策定する中で国全体としても大きな課題として取

り組んでいるもので、それを国、あと都道府県、市

町村のレベルでそれぞれ取り組みを進めてきてお

り、必ずその内容について介護保険事業計画の中に

示すようなこともガイドラインの中に示されており

ますし、この人材確保に関して今後、３０年以降に

インセンティブといいますか、実施したものについ

てポイントを与えて、それを市町村の交付金という

形で支払うというような国の方針も示されておりま

すので、こういった取り組みが結果的に交付金の支

払い収入にもなると思いますし、当然町内の介護事

業所の人材確保という現実的なことに成果としてな

ると考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） まさに主幹が今おっしゃっ

ていただいたとおりで、非常に長い先の目で見て

も、この７期の中においても後期高齢者の発生率は

どんどん上がっていくという中で、こういった介護

に携わる職員の不足というのは非常に重要な問題に

もなってきているのですが、当初この８人の見積も

りということで、恐らく次年度以降も継続的にして

いくことだとは思うのですけれども、まず８名が具

体的な数字として今、足りていないということで理
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解してよろしいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ６番金子委員

の御質問にお答えします。 

 ８名といいますのは、それぞれの事業所に確認を

しまして、現実多くのところが有資格者を採用して

いる現状があるのですけれども、中にはやはりまだ

資格をお持ちでない方ですとか、これから職員とし

て採用したいといったときに、有資格者ということ

に限ってしまうとなかなか募集が集まらないという

ようなこともありましたので、そういった中で実

際、そういうことになったときにどのくらいの人が

来ると思うかということをちょっと全体の事業所に

確認したところ、この程度の数字ではありました

が、先々介護保険施設建設の予定もありますので、

今後またそれぞれの事業所の確保の状況ですとかを

見ながら、将来的にも考えていく必要があると思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） わかりました。今現在の、

今の目下の現状という中で出てきた数字ですよね。 

 今期、ユニットがふえたりですとか、そういった

介護に当たるところの施設等々もふえてくると思う

のですけれども、万が一、この８名の想定を超える

ような数値になったときというのは、これは補正

等々というのは考えていらっしゃるのか、それとも

もう今年度に関してはこれで打ち切りということな

のか、ちょっとそこを最後に教えてください。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま６番金子

委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 当初８人を予定しておりますが、場合によって

その８人を超える場合におきましては、やはり介

護人材の確保というのは最優先ですので、それは

補正をお願いしようというような考えでございま

す。  

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 在宅介護の。 

○委員長（村上和子君） 何ページですか。 

○７番（北條隆男君） １０１ページ。緊急通報シ

ステムの事業の補助金なのですけれども、ちょっと

１年前と比較して上がり幅が大きいのですけれど

も、何かこれは理由がありますか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま７番北條

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 緊急通報システム事業保守ということで、昨年度

は確か１７７万４,０００円程度で、今年度は２７

２万６,０００円ということで、１００万円程度増

額している要因なのですけれども、これにつきまし

ては、実は緊急通報システムにつきましては平成２

４年に更新いたしまして、それから５年を経過して

います。その中で、内蔵されているバッテリーの耐

用年数が５年ということで、そのバッテリーの交換

ということで今回１００万円程度増額させていただ

いた経過にございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １３０ページ、３款１項

５目の。 

（発言者あり） 

○４番（長谷川徳行君） １０５ページの３款１項

５目、委託料の手話通訳者派遣事業についてお伺い

いたします。 

 これは、どういうところに派遣しているのか。何

回派遣している予定を持っているのか、お伺いいた

します。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えいたします。 

 手話通訳者派遣事業でございますが、北海道ろう

あ連盟に管外に聾唖者が必要な場合、例えば札幌な

どで、当町の方が手話の通訳が必要という場合に、

札幌に派遣していただいて、その手話の通訳をして

いただくという事業でございます。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 町の事業では、そういう

ことは該当しないのですか。町の中でそういう。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ４番長谷川委員

の今の町の中ではという事業でございますが、町の

中で発生した場合につきましては、地域生活支援事

業、富良野エクゥエートのほうに委託しております

コミュニケーション事業というものも、地域生活支

援事業の中には幾つか事業内容があるのですけれど

も、その中でコミュニケーション事業というものが

ありまして、そちらの中で対応していただきますの

で、管内でそういう事業がある場合につきまして

は、エクゥエートのほうから派遣をしていただい

て、全てそちらのほうで対応しているところです。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今、ノーマライゼーショ
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ンの世の中ですよね。町にも置かなければならない

という時代ですよ。そういう時代なのに物すごく遅

れている。差別しすぎていますよ。もうちょっと考

えて、そういうことも取り組んでいただきたいと思

います。その辺どうお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ４番長谷川委員

の質問にお答えいたします。 

 町内で事業がある場合につきましても、コミュニ

ケーション支援事業において町内に派遣していただ

いて、研修会等で手話通訳者の派遣をいただき、手

話通訳者のもとで研修会等を実施しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 実際、困っているのです

よ。今必要な人もいるのですよ。そういう場合はど

うすればいいのですか。お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ４番長谷川委員

の質問にお答えいたします。 

 今必要とおっしゃられたのは、今現在町に来たり

ということでしょうか。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今困った事態が起きてい

るとき、今どうしてもそれが必要なときはどうした

らいいのですか。その聾唖者というか、そういう人

たちは。見捨てておくのですか。副町長どうなので

すか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ４番長谷川委員の御質問

にお答えいたします。 

 どういうような想定のことかはあれですけれど

も、例えば今、何かの届け出に役場に来ました。そ

の方は聾唖者でした。ということで、手話は使えま

すけれども、言葉はできませんという場合だと思い

ますけれども、そういうときには口述筆記なり、あ

とは別の方法で何とか対応することになると思いま

すが、一時待っていただければ今、担当のほうで言

いましたように私どもの地域ではエクゥエート富良

野に地域支援事業のコミュニケーション事業の中で

手話の通訳ができる方をお願いすることを委託して

おりますので、来ていただく時間待っていただけれ

ばそういう対応もできますけれども、これは健常者

に比べれば御不便をかけることになりますが、ここ

については、後は地域の中で手話をできる、例えば

役場であったり、ほかのいろいろな民間の施設で

あっても、サービス事業所であっても、手話をでき

るような人を養成していくような、そういう事業も

地域活動センターの中でやっておりますので、そう

いうような中で徐々に広げていくしか、なかなか手

はないのかなと。同じように、例えばそれは手話に

限らず外国語もそうですけれども、外国のお客さん

が来られました。対応する職員は例えばその方の言

葉がわからないときには、どうしても別の方法で何

とかコミュニケーションを取るしかありませんの

で、その辺は時間をかけながら養成をしていくこと

が必要なのかなというふうに理解をしています。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 外国人はいいとしても、

まず日本人を、上富良野の人を一生懸命守っていか

ないと。早く養成して、そういう人を町にでも、す

ぐ電話したら来ていただけるとか、そういう体制を

取っていく必要があると思うのですけれども、その

辺はどのようにお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ４番長谷川委員の御質問

にお答えしますが、そのようなことで極めて専門的

な知識といいますか、手話も同じように語学という

ふうに捉えた場合には、一定程度の知識と技能がな

ければ一般に使えませんので、そういう方が広域で

委託をしている富良野の機関の地域活動センターの

ほうに対応していただいておりますので、当面はそ

ういうところを活用をしていくということになると

思いますけれども。あと、言いましたようにすぐ対

応していくためには、すぐ近くにそういう手話をで

きる人を養成していかなければなりませんので、そ

ういう養成講座も地域活動センターを通じて事業と

して行っておりますので、そういうことで一定程度

時間をかけながら、そういうことを１人でも２人で

もふやしていくような、そういう仕組みが必要なの

かなというふうに理解をしています。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） それはわかります。だけ

ど、上富良野にいる人も協力してもらえるのではな

いのですか、協力員として。登録してもらうとか、

そういうすぐ、僕が知っている人もいますけれど

も。そういう人に登録制度をつくっておいてやると

か、そういう手法も考えていかないと、いつまでも

人任せ人任せでは、行政としてやることがあると思

うのですよ、きちんと。その辺どうお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま４番長谷

川委員の御質問にお答えいたします。 

昨年度も今、先ほど副町長も答弁させていただい

たのですけれども、手話養成講座ということで、う

ちの町からも二十数名の方が受講されまして実施し

たところでございます。 

また来年度につきましても同様の手話講座を計画
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しているところでございます。それで、今言われた

長谷川委員のような仕組みづくりにつきましては、

それらの養成した人たちと調整しながら検討してい

きたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それに関連してなのです

けれども、公的な機関での講演会の主催などで、こ

の手話の人とか、プロジェクターによって要約とい

うのですか。そういうものを義務づけられているの

ではないかというふうに思うのですけれども、その

辺については、それに対しては義務づけはまだなっ

ていないというふうに考えていいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１０番髙

松委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 障害者サービス法とか、諸々の法律ができている

ところですが、その講演会に対しての手話という義

務づけは今現在されていないところですが、養成に

よりまして、今先ほど主幹のほうが答弁したのです

けれども、そのような手話が必要な部分について

は、この手話通訳派遣事業を使いまして派遣したい

と思いますので、御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １１１ページの児童福祉総

務費の中の子育て支援で、これは保育者雇用ですよ

ね。こじょう、と書いてある。雇用ですよね。の４

８０万円なのですけれども、これは今年度は何名ほ

どの予定でいらっしゃいますか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま６番金子

委員の保育補助者雇い上げ強化事業補助ということ

で、これについては、実は平成２９年度も計上させ

ていただきまして、先般の補正予算で結果的に４人

計上させていただいたのですけれども、２名の方し

かいらっしゃらないということで減額補正させてい

ただいた経過にございます。 

 ちょっと２名しかいらっしゃらなかった経過とし

て、ある程度一定の資格の要件がございまして、そ

の要件もあってなかなか合致する人がいないという

ような状況で、そのような状況で減額させていただ

きました。 

 ３０年度につきましては、その雇い上げの要件が

緩和されましたので、各園とも１名程度必要という

ことで、これについては４名予定している状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ここで、暫時休憩といた

します。 

 再開は、２時４０分とします。 

────────────────── 

午後 ２時２５分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解き、委員会を再

開いたします。 

 御質疑ございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ページが１１５ページ、西

児童館事業運営費、報酬、児童厚生施設員、こちら

と関連で、下の東児童館事業運営費の報酬、児童厚

生施設員、これは東西なのですけれども、昨年と比

較すると西のほうが１万９,０００円、年額でいう

と報酬がアップしていて、東が４万９,０００円下

がっているのです。これは、本当に小さいことかも

しれないのですけれども、この中身というのは例え

ば考えられるのは人が変わったですとか、後はその

業務内容が変わり、拘束時間が少なくなったとか、

いろいろな背景が考えられると思うのですが、その

差が生じた原因というのを確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） ９番荒生委員

の御質問についてお答えします。 

 報酬のこの差につきましては、どちらとも職員が

６０歳になるということで定年になりまして、その

後の切りかえの関係で報酬が下がっているという状

況です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １１１ページの子ども子育

て支援の中で、今回国の国費を入れて、いわゆる貧

困の対策のアンケートを取るというふうになってお

りますが、計画でいきますと小学校５年生、中学校

２年生、高校２年生ということでなっております

が、本来であれば悉皆調査のほうが望ましいという

ふうに考えるのですが、この５年生と中学２年生、

高校２年生というのは、これは国で決まっている対

象なのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま６番金子

委員の子どもの貧困アンケートについての御質問に

お答えいたします。 

 国の基準においては特段、決まったものはござ

いません。ただ、ほかの市町村等々の実態を見ま

すと、次の進学に近い年代、小学校５年生であっ

たり、中学校２年生であったり、高校２年生とい
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う部分について、進学の意向について調査する観

点から、この３学年を想定しているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、このいわゆ

る３世相というか、小学校でいえば５年生、中学校

は２年生、高校も２年生ということで、それをもっ

ていわゆる全学年の数値というふうなことで捉える

考えなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） ６番金子委員

の御質問についてお答えします。 

 先ほど言いました小学校５年生、中学校２年生、

高校２年生については、全学年というか、町民の中

の全生徒とその保護者に対して調査を実施する予定

です。 

（発言者あり） 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） そうです。そ

のとおりです。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） やはり、せっかく４分の３

の国費の補助も入ってくる、国庫補助金も入ってく

るので、私はやはり今、隠れ貧困などというのは非

常に大きな現代の抱えている大変な問題だと思うの

です。上富良野が全てがそうかというと、そうかど

うかは別としても、せっかくのこういうアンケート

調査をするのであれば、やはりもうちょっと幅広く

サンプリングしたほうがいい結果が出るのではない

かなと思うのですけれども、なぜこれは、要は進学

にかかわるところというだけでは理解できますよ。

だけど進学だけではないですよね。医療費だってあ

るし、ふだんの生活だってあるだろうし、さまざま

な問題を含んだ中での子どもの貧困、実際の経済的

貧困、それから隠れ貧困といろいろあるわけです

よ。親が思っている、子どもが思っている。当然両

方取りますけれども、せめてここはもう少し幅広く

取る事業ではないかなと私は考えるのですけれど

も、これはいかがですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま金子委員

の御質問なのですけれども、基本的には町としては

この３世代を中心に考えているのですけれども、来

年度開催されます、これについては子ども子育て会

議の中で年代も含めて、内容等も検討して実施する

ような考えでございますので、委員の意見をまた十

分聞きながら、ちょっと実施していきたいと考えて

おります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今のところでお伺いいた

しますが、これは委託という形になっております。

この全てアンケート調査についても、委託事業者に

渡して、全て調査を行うということで、町がかかわ

る部分というのはその子育て支援会議という形の中

での項目だとか起こすだとか、そういったところと

いうのも何々項目、この対象項目がありますけれど

も、そういった項目についても、これは全部委託業

者に任せるということですね。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員のアンケートの内容についての御質問にお答

えしたいと思います。 

 委託項目、並びに今言った年代については、業者

に任せるということではなくて、全て町、並びに先

ほど言いました子育て会議の御意見を聞いた中で項

目を設定立てさせていただきまして、その集計作

業、これについて委託するというような内容でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そしたら、この調査項目

ということで案と例という形になっておりますが、

これも変わり得るということの大枠で表示したとい

うこと、項目を挙げたということでよろしいです

か。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの御質問

ですが、そのような理解で結構だと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 同僚議員も言いましたけ

れども、この実態としては相当今回踏み込んで明ら

かになるのかなというふうに思っております。 

やはり、いろいろと話を聞いていますと、なかな

か食事の問題から、学費の問題から、いろいろと日

常的に困っているという実態も部分的に見受けられ

ます。私は今回、こういったものがさらに前へ進ん

で、やはりそういった上富良野町の貧困の状況をつ

ぶさに調査すべきだということ、前回も言ってきま

したので、これが新たなこういった貧困調査の、ま

たそういった子どもたち、家庭も含めた実態がリア

ルになるということで、非常にいいことだというふ

うに思っていますので、ぜひこの点、進めていただ

ければというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の御質問なのですけれども、実は平成２８年度にひ

とり親を対象に一定程度の調査をさせていただきま
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した。今回、委員おっしゃるようにさらに踏み込ん

だ形で細かい部分まで調査をさせていただく委託費

を計上させていただいたところでございます。 

 これにつきましては、実は平成３２年度に子ども

子育て計画の改定ですので、このアンケート結果等

を盛り込んだ中で、新たにその時期、子ども子育て

計画に反映していきたいと考えておりますので御理

解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １１１ページの保育者の

雇用強化補助事業であります。 

 この点で、事業所の方のいろいろな話を聞きまし

た。非常に使いづらいという話でありました。いわ

ゆる副主任、あるいは年数等が要件となって、もっ

と自由に裁量で任された、いわゆる使い勝手のいい

補助事業にしてほしいというのが共通しています。

今年度から約１.１％かな。改善部分として、保育

者に対して上乗せできる部分はあるのですが、この

保育改善部分の２というのでしょうかね。これとい

うのは、実態としてやはりそういう声は上富良野町

の事業者からも既に使いづらいということで聞いて

いるのかなというふうに思いますが、どこまでつか

んでいらっしゃいますか。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） １１番米沢委

員の御質問についてお答えします。 

 事業者のほうから、先ほど言いました処遇改善の

２の取り扱いにつきまして、対象者の人数が施設ご

とに施設の職員数や児童数によって設定をされてい

ます。その設定されている人数の中で手当という

か、加算分があたって、その本人に手当があたるわ

けなのですけれども、その配分については苦慮され

ているということがありました。こちらにつきまし

ては、事業者とも調整をして、あと道とも協議した

上で、配分の方法等、必要がないような部分で協議

させてもらって、今のところ全ての課題が解決され

たということではないのですけれども、一定程度施

設の方には、職員については理解されているという

ふうに押さえております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、この改善部分につ

いて、事業所の意見も聞きながら、国に対しても使

い勝手のいい補助、加算という形で、ぜひ訴えてい

ただきたいというふうに思っております。 

事業者の話を聞きますと、同じ職員なのに年数

が、その上下関係がわかりやすくいえば出ると。そ

して一方は長く働いていても副にはなれないだと

か、いろいろ複雑なものがあるわけで、そういった

ものも含めて改善の余地が十分あるのではないかな

というふうに私は考えておりますので、この点確認

しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の保育士の処遇改善加算の件なのですけれど

も、今の御意見等と事業所の御意見につきまして

は、各会議等もございますので、そちらを通じまし

て意見として申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 保育士の雇用の実態なの

ですが、今非常に雇用はされております、実際。か

といって、余分な人員が抱えられないという状況に

なっております。非常に他の事業所、いわゆる町

外、道外に至っても比較的やはり都市に保育士が流

れる傾向、また同時にあわせて地方に至っては、保

育士を確保するためのいろいろな手だてをつくって

おります。 

例えば、近隣で上富良野では、単身の保育士さん

が仮にここに来て就職したいと思うときに、住宅は

あるけれども公営住宅にはなかなか住めないという

状況の中で、他の自治体では公営住宅にも入居でき

るような環境を整えながら、この確保に努めている

というのがリアルに実態としてあります。 

そういう意味で、私は上富良野町においても一般

質問等で行いましたが、こういう保育所、保育士の

安定的な確保という点で、介護の補助制度をつくり

ましたけれども、そういうものをあわせてやはりき

ちんとした確保できる制度を持ちながら、やはり一

定程度、事業所に対応できるような形で保育士の確

保という点を、別な角度から調整しながらやる時期

ではないかというふうに思いますが、この点をお伺

いいたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えします。 

 保育士の不足という部分につきましては全国的な

課題ということで、先般の全員協議会でも若干お話

させていただいたのですけれども、今現在、うちの

町の保育定員にあわせて保育士の数というのは一定

程度満たしていると理解しております。 

 しかしながら、保育士の雇用という部分ではかな

り厳しいということも各事業所から聞いておりま

す。また、きょうの新聞にもほかの市町村はアパー

トの家賃を補助するみたいな記事も出ていたのも、

私も見させていただきました。そのようなことも加

味いたしまして、ちょっとまず事業者からその実態

を把握させていただいて、そのようなことで検討と
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いうか、まず実態の把握をさせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ実施、把握していた

だきたいというふうに思います。 

 次に、９５ページの民生児童委員の活動補助とい

う形になっておりますが、何年前かわかりません

が、この補助の活動費改定がされました。かなり時

間がたっております。 

 そこでお伺いしたいのですけれども、今、民生児

童委員の区域によって１人当たりの受け持ち数とい

うのは、それぞれ違うというふうに思っています。

最低、あるいは最高の実態というのは今、どのよう

になっていますか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 民生委員のそれぞれの地区においての世帯数とい

う質問にお答えいたします。今、一番少ない世帯で

現在２３世帯をお持ちの方が一番少ない世帯でござ

います。多い世帯になりますと３６４世帯、全世帯

数になるのですけれども、その地区の全世帯数で３

６４世帯という幅が今は生じているところでござい

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 御存知のように、これは

格差、当然あると思います。地域差というのがあり

ますから生まれるのだというふうに思います。 

しかし、私たちも一番苦慮するのは、次期民生児

童委員の改選期のときに、なり手がなかなかいない

という問題で何とかお願いして私たちの地区でも頼

むという状況になってきています。一定年齢制限も

ありますので、今後こういった年齢制限、区割等、

もう一度見直して定数枠も当然見直しをしなければ

ならないとは思うのですが、そういったものという

のは今後課題として当然受け止めていらっしゃると

思いますが、この点どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の民生委員の地区割についての御質問にお答えいた

します。 

 民生委員協議会の中でも、この世帯数の格差とい

うものについて、民生委員相互で今、格差が生じて

いるということも理解しておりますし、地区割の見

直しについても考えていかなければならないという

ことで、協議会の中でどうしていくのがいいかとい

うことを今、進めている最中でございます。 

その中で、それぞれの民生委員さんの地区での役

割ですとか、活動ですとか、全体での活動を見据え

た上で、今後どうしていくかというのをただいま進

めているところですので、その結果をもとに今後、

地区割を見直すのか、それとも配置、人員の見直し

をするのかというところを進めているところでござ

いますので、その点は御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そこでお伺いしたいの

は、この民生児童委員の活動費の問題であります。 

非常に聞きましたら、それぞれ若干ばらつきがあ

るにしても、相当動いて自動車を使ったり、近いと

ころは当然、歩いたりという形の中で、現行のこの

制度の活動費というのは見直しも必要になってきて

いるのではないかというふうに思いますが、この点

どうお考えでしょうか。 

 これは、改正されたのはいつごろ改正されたの

か、あわせてお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の民生委員の活動費についての御質問なのですけれ

ども、改正されたのは平成２４年４月から現行の会

長１万３,０００円、副会長１万１,０００円、委員

１万円というようなことで改正された内容となって

おります。この見直しにつきましては、検証いたし

ますと管内でも平均的な水準に今あると認識してお

ります。 

 しかしながら今後において、活動に支障が出るよ

うなことがないか、適時検証して検討してまいりた

いと考えてございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １０１ページの在宅福祉

推進費の中の除雪サービスについてお伺いしたいと

思うのですけれども、今期こういうような雪の状況

の中で、非常に窮屈な運営というか、を強いられて

いたのではないかというふうに思うのですけれど

も、３０年はおよそ何人くらいの登録者数を見込ん

でこの予算になっているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１０番髙

松委員の除雪サービスの人数の見込みについてなの

ですけれども、２９年度現在、１１８名の方が登録

されております。基本的には年々ふえている状況な

のですけれども、おおむね１２０名程度を想定して

予算措置させていただきました。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 
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○１１番（米沢義英君） １０５ページの地域生活

支援活動という形で事業費の点についてお伺いいた

します。 

 この点で、いわゆる総体で２,５００万円くらい

出ているのでしょうか。５市町村で、この資料な

どを見てもわかりますが、そうしますとこの人件

費等の内訳、総体的にどういうふうに使われてい

るのかというのがよく読み取れない部分がありま

す。委託事業所でこういった部分について、どの

ようにそれぞれの自治体が負担しているものが、

どのように配分され、使われているのかというの

が読み取れないのですが、こういったものはわか

りますか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 地域生活支援事業につきましては、沿線５市町村

で富良野エクゥエートに委託しているところであり

まして、それぞれの市町村において均等割、対象

割、実績割等でそれぞれの事業に対する負担金を積

算しているところであります。事業者の人件費相当

額が幾らかというのは、今現在は持ち合わせており

ませんので、ちょっとわからないところでございま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、例えば維

持管理にかかわる光熱費等が、細かく言えば、そう

いったもの全般の管理運営費はどのようになってい

るのかということで、ぜひこれは可能でありました

ら議会のほうに示していただきたいというふうに思

います。確認します。 

（発言者あり） 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 ３時０３分 休憩 

午後 ３時０３分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 再開いたします。 

 もう一度、答弁。 

福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 それぞれの事業に対して委託費を支出しておりま

すので、その運営費というのはわかりかねるといい

ますか、というお答えしかできないのですけれど

も、申しわけありません。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一般的に広域連合でした

ら、イメージとしてですけれども、各人件費の配分

がわかるようになっておりますが、これは出ないと

いうことですので、幾ら私たちが知りたいと思って

も、要望したいと思っても出ないということです

ね。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 繰り返しになりま

すが、これについては各事業に対して委託費を委託

している状況ですので、その人件費率とか、そうい

う部分についてはちょっと出ないような状況でござ

います。  

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そしたら、エクゥエート

に委託している部分については、それぞれ何に使わ

れているのかというのはわからないということです

ね。そういうことですね。ちょっとよくわからない

ですけれども。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの御質問

ですが、この委託している７事業に対して使われて

いるということで理解していただきたいと思いま

す。 

（発言者あり） 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 本来であれば、こういっ

たものがそれぞれの事業に使われているからわから

ないということで、恐らく私のイメージとしたら、

例えば米沢のところの事業所にこの支援事業が全部

来ているとしたら、そこにどういう保険、いわゆる

基準があって精神保健師が何人いて、そこに事業費

が支出されていて、それにかかわる管理費、いわゆ

る光熱費も含めて、総体的な費用がわかるかどうか

というところの認識で、本来だったらそういったも

のがあってしかるべきなのかなというふうに思って

いるものですから、そこら辺はこれはもう単体で

やっているから、一つ一つでやっているからわから

ないということなのかなというふうに、ちょっとよ

くわからないので確認しておきます。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） 総体で富良野５市

町村に２,５００万円相当の経費がかかるというこ

とで、それに伴いまして各事業でそれぞれの委託料

でやっていただいているということで御理解願いた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 納得はできませんけれど

も、次に例えばお伺いしたいのですけれども、２９

年度の富良野地域の支援事業の、町からもらった資

料なのですが、この実績割という形で７人、実数
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ずっと並べられているのですけれども、これという

のは、このいつになっても７人というのは変わらな

いのですか、これは。いただいた資料を見ているの

ですけれども。対象割は上富良野でいえば２３人が

あるのだけれども、基幹センターの支援事業で、居

住サポートでは２３かな、これ。３４％で２３で７

人、実質利用しているという形なのですけれども、

これはずっとこの７人というのは変わらない。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 ３時０８分 休憩 

午後 ３時０９分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解きます。 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 先般お渡しした資料につきましてのこの７という

のは、パーセントということで理解していただきた

いと思います。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 余暇を楽しむ移動支援事

業についてちょっとお伺いしたいのですけれども、

１０５ページの点で、この間、１カ月の利用時間、

週の利用時間というのはどのようになっています

か。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 移動支援については、月３０時間まで利用が可能

となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そしたら、週７時間かそ

のくらいかなというふうに思うのですけれども、そ

うすると、これで十分足り得るのかなというふうに

思います。例えば、週に大体休みだとか、平日でも

利用される方がいるかというふうに思いますが、そ

の枠というのは、これはもうこの３０時間上限とい

う形で決まっているのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） 米沢委員の御質

問にお答えします。 

 ３０時間ですので、週に７時間であっても一定の

週に多く時間を使ったりすることもあると思うので

すけれども、一応片道１５０キロで往復でも４００

キロ、片道１５０キロ以内のところまでは行けます

ので、今利用されている方などでは十分に足りてい

る距離というか時間だと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一部、ちょっと現場に

行って聞きましたら、ちょっと足りないような話も

されているところもあるので、そこら辺はちょっと

実態なども聞いていただいて、実際に足り得るのか

どうなのか、その状況によっても違ってくるのだろ

うというふうに思いますが、ぜひ確認していただき

たいというふうに思っています。 

 この点、確認いたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の移動支援の件なのですけれども、これについては

改めて実態について各事業所を通じて確認したいと

思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） ９９ページの保健福祉セ

ンターの運動指導ということでお伺いしたいのです

けれども、これはプールの指導員というふうに思っ

ていいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １０番髙松委員

の御質問にお答えいたします。 

 髙松委員のおっしゃるとおり、プールの指導員の

委託料でございます。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、先に書かれてい

たように何人でというか、日というか、どれくらい

の日数を実労として、その指導員の方は働いておら

れるのか教えてほしいのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １０番髙松委員

の質問にお答えいたします。 

 プールの開館日全てにおいてですので、２９年度

につきましては４日間の休館日が４回ございまし

た。それ以外は全て勤務していただいております。 

 プールの開館時間が９時から２１時までですの

で、その間全て配置しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、３款民生費の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、４款衛生費の１１
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８ページから１３３ページまでの質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １２９ページの委託料な

のですけれども、町有林伐採（東中共同墓地）、こ

れは東中共同墓地の中に町有林があるととってよろ

しいのですか。お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ４番長谷川委員の

東中共同墓地における町有林伐採についての御質問

にお答えいたします。 

 東中共同墓地におきましては、中富良野町と共同

で管理運営をさせていただいておりますが、その中

にやはり木が約２０メートルほども伸びておりまし

て、去年大風のときにその木が倒れまして、お墓の

間に倒れるということが生じました。地域住民会の

ほうから、ぜひこの支障木を少し整理してはどうか

という御提案をいただき、現場を確認させていただ

きまして、約２カ所で１,２６０平米ほどを現地で

確認させていただきまして、この樹木について支障

木ということで伐採をしたいというふうに考えてい

るものでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） それは町有林なのです

か、雑木なのですか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えいたします。 

 町有地にある雑木でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） そしたら、町有林という

書き方はおかしいのではないですか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えいたします。 

 予算書に掲載しました町有林伐採というのは、

表記に間違いがございました。町有地にある樹木

ということで伐採したいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １２３ページのがん検診予

防費の中で、委託費としてこの間も町の創生総合戦

略として、特にがん検診、近年力を入れているので

すけれども、どこだかの自治体でもあったのですけ

れども中高生くらいからピロリ菌の検査をしている

自治体が最近出てきているのですけれども、特に胃

がんに関して、ヘリコバクターピロリの除菌ですと

か有無について、非常に有効性というのが問われて

はいるのですけれども、これらのいわゆる若年層の

対策というのは講じられないのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） ６番金子委員の御

質問にお答えします。 

 若年者のピロリ菌の除菌の検査ですけれども、そ

のところは今のところ考えておりません。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 前にもどこかちょっと忘れ

たのですけれども、ピロリ菌をやらないのですかと

いう質問をしたときに、ピロリ菌を発見しても、発

見した後が大事なのですよねという御答弁を過去に

いただいたことがあるのですけれども、やはりその

発症する因子となっている可能性というのは非常に

今、医学的にも明らかになっているので、こういっ

たものを発症する前の前の段階というところでこう

潰しておくのが非常に大事だというふうに考えるの

ですけれども、これはやはりずっとやっていかない

のですか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） ６番金子委員の御

質問にお答えします。 

 ずっとやっていかないということではなく、今ガ

イドラインにおいては推奨グレード１といいまし

て、まだ死亡率の降下減少というところがまだ実証

されていないという段階にありまして、たばこだと

か野菜だとかという発症の予防リスクと同じように

考えられている段階です。 

 ガイドラインの中でも、国が有効というふうに認

められた時点で検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） １２５ページの予防接種費

というところで、要求資料の１９ですけれども、小

児定期予防接種費補助というところで、資料を見る

と子宮頸がんが接種回数３回ということで、３０年

度は３ということになっています。これは、接種を

３回やらなければいけないということであるのです

か。そうすれば、人によってしているということに

なるのですか。それとも３人予定しているのか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） ５番今村委員の御

質問にお答えします。 

子宮頸がんワクチンに関しましては、平成２３年

から国で推奨されているのですけれども、重篤な副
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作用が出たということで国も積極的な勧奨はしてお

りません。 

ここ数年は、やはり接種の方ゼロという形で、希

望された方がいればということで３人分予定をして

おります。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 私も、過去この事項別明細

書に子宮頸がんとか細かく載っていましたよね。こ

の補助資料を請求しなくても、子宮頸がんの予算が

ついているなとかわかったと記憶があるのですけれ

ども、この資料で初めて子宮頸がんというのが予算

がついているのだなというのがわかったのですけれ

ども、ここ何年間かはやっていないということです

けれども、過去にずっとさかのぼってやっていたわ

けですから、その副作用が出たと先ほど言われまし

たけれども、この上富良野で副作用は本当にないの

か、その副作用があるかないか、どのような手段で

調べたのか、わかれば教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） ５番今村委員の御

質問にお答えします。 

 上富良野では副作用は出ておりません。平成２５

年に全国的に中学生に接種した子宮頸がんの方から

副作用が出たということで、国のほうから積極的勧

奨を控えるということで、積極的に勧奨しないとい

うことで、希望があれば受けることは可能です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １３１ページ、工事請負

費、灰出しコンベア改修、前年度は灰移送コンベア

改修で１,２００万円ですか。これは、また灰出し

と、字が違いますから、灰出しと灰移送と違います

からあれですけれども、全然別物なのですか。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えします。 

 平成２９年度に実施した灰移送コンベアの部分

と、同系統の部分で焼却炉の下にあるコンベアの、

２９年度については底板の補強をしたのですけれど

も、今年度におきましては灰出しコンベアの底板の

補強ではなく、全部丸ごと取りかえて修理をする予

定となってございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今の点でお伺いしたいの

ですが、今後これは、次から次へと出てきて、改修

計画、機械ですから突如止まったり動いたり動かな

くなったりとかというのはあると思うのですけれど

も、今後の改修計画等はどのようになっています

か。わかれば今後、恐らくこの時点がもう悪くなっ

てきているというようなものも恐らくわかってい

らっしゃると思うのですが、この点確認しておきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 ここの焼却施設については、最終処分場が４１年

度、４２年３月３１日をもって終了することから、

４１年度までの長寿命化計画を策定しまして、計画

をもっていまして、整備をしていく予定でございま

す。 

今年度につきましては、約４,２００万円の修繕

費をかける予定になってございますが、３１年度以

降についても焼却炉の耐火材やバグフィルターの交

換などという形で来年度以降計画をしてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ちょっと全容が見えない

ので、もしもわかればちょっと出ているのかもしれ

ない、事業計画の中に出ているのだろうというふう

に思いますので、詳細どういうものが直るのか、改

修になるのかということをお知らせいただきたい。 

それと、これは工事請負費ということになってお

りますので、特殊な作業になりますから当然、ここ

に運営しているクボタでしょうかね。クボタの事業

所がこの工事請負を行うという形でよろしいです

か。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

クリーンセンターの修繕工事等にかかわる御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず初めに、先ほど北山主幹のほうから御説明し

ました今年度の予算以降の修繕につきましても、先

ほど申し上げたように計画をもってということです

ので、多少私のほうから補足説明させていただきま

す。 

 ３１年度につきましても、ガス冷却室の耐火材の

張りかえ、これにつきましては、Ａ系のキャスター

ということで、Ｂ系ではなくてＡ系ということで２

炉持っていますので、双方修繕をかけていくことか

ら３１年度にはＡ系ということで耐火材の張りかえ

を予定しているものがあります。 

 また、焼却施設の監視装置、これにつきましても
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３１年度には工事を予定しておりますのと、ガス設

備噴霧配管改修、これも３１年度に予定させていた

だいているところでございます。 

 また、機器が大変、クリーンセンターについては

設置されておりますので、ＨＣＬ計器取りかえとい

うことで、これについてはＡ系、Ｂ系につきまし

て、済みません、間違えました。Ａ系、Ｂ系につい

て工事を予定するような計画を持ってございます。 

 また、調整槽における水処理施設につきましても

補修が必要ということから、そちらについても修繕

を持ちまして、３１年度では約、先ほどの第５次総

の、資料の中の６次総にかかわることではあるので

すが、３１年度には約５,５００万円、３２年度に

は２,９００万円ということでの修繕を計画させて

いただいております。 

この３カ年間に重点的に修繕をし、その後は少し

費用的には抑えた形で１０年以上のクリーンセン

ターの修繕をかけていこうというのが今現在の状況

でございます。 

 次に、御質問にありましたこの修繕にかかわる業

者でございますが、既にこのクリーンセンターにつ

きましては機器メーカーにつきまして、特殊な機械

でございますので、日立のメーカーでもありますテ

スコという会社に一応この修繕の工事についてもメ

ンテナンスを受け、修繕を図るような予定を考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これにかかわって、非常

に全体像というのがなかなか見えづらいということ

で、確かにこの計画の中にも位置づけられてはいま

すが、その詳細についてわかれば報告というか、資

料がもしもあればお願いしたいというふうに思って

います。 

 次に、この負担金交付金、１３１ページの地区の

連絡協議会の負担金という形で１００万円計上され

ております。恐らく地域の迷惑料というか、負担を

お願いしているという形になっていると思います

が、これは何軒該当になっておりますか、お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

一般廃棄物処理施設設置地区連絡協議会負担金につ

きましては、日新住民会が日新地区ということで、

そちらのほうで地区協を設置していただきまして、

現在８軒加入していただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １２３ページの委託料で

全般にわたって胃がん検診等の。今回、この受診率

ということで、そんなに伸びるものではありません

が、どのくらいまで目標として今回設定されている

のか、わかればお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 特定健診に関しては７０％の受診率を目標に設定

しております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは１

２５ページの妊産婦健康診査という形で、これは受

ける場合は道が協定している医療機関であれば道

外、町内であったとしても受けられるという形の協

定内容になっているのかというふうに思いますが、

ここを確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

○健康推進班主幹（星野章君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 妊婦健診に関しては、道内の協定している病院で

受診可能となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） それで、この点で不妊治

療の問題でお伺いいたしますが、上富良野町でも従

来からこれはやりませんということの答弁で返って

きておりました。非常にいろいろと今、問題になっ

ておりますように、いろいろ社会的に仕事の問題か

ら、精神的な問題からという形で、複雑な様相を催

しております。確かに、道の補助等がある、国の補

助等もあるかというふうに思いますが、それにして

もやはり独自の町のこういった部分に対する治療に

当たっての補助制度というのは、ずっともう今後永

久に、こういったものに対しては補助というのはつ

けないというお考えなのか、今後そういう要望があ

れば検討するという形なのか、もう既にいろいろと

聞かれておりますので、ちょっとこの点確認してお

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の不妊治療に対する町独自の助成というよう

なことの御質問かと思います。 

以前から御質問していますが、現在においてそう

いう御相談も、件数については直接こちらに来る件

数は余りない実態もございまして、もし来たらそう

いう方につきましては道の制度を紹介している実態
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にありまして、現在では不妊治療に対する町の助成

は考えていないところでございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、４款衛生費の

質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ３時３５分 散会  
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。御

出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） １日目に引き続き、議案

第１号平成３０年度上富良野町一般会計予算の歳入

歳出予算事項別明細書の歳出、５款労働費の１３４

ページから７款商工費の１６１ページまでの質疑に

入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １４１ページの新たな農

業担い手支援援助という形でなっておりますが、こ

れは研修だとか、住居、研修向けに対する費用かな

というふうに思いますが、これは期限等、あるいは

受け入れ、今回どういった件数になっているのか、

概略がわかればお知らせいただきたいというふうに

思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１１番

米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 今回、新たな農業担い手育成支援補助として計上

させていただきますのが、研修学費が３名、それか

ら住居費として１名分、それと研修受け入れ先が１

件分ということで計上させていただいているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 研修という形で３件とい

う形になっておりますが、今実習、研修されている

という状況の中で、いろいろと悩みだとかそういっ

たものというのは聞かれるのでしょうか。なければ

いいのですけれども、非常にサポートもついて、恐

らくそういった良好な研修という形になっていると

思いますが、わからなければいいです。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１１番

米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 特に研修で行っている生徒につきましては、新た

な新規の計画などもつくることもございますので、

時々農業振興課のほうに来ていただきまして、農協

の方とか、普及センターの職員の方といろいろな相

談、営農の相談ですとか、生活の相談も時折聞いて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） １３７ページ。アグリ

パートナーの関係でちょっとお伺いをいたしますけ

れども、昨年度のアグリパートナーの実績等につい

てお知らせをいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） １２番中瀬

委員のアグリパートナーの実績について説明いたし

ます。 

 昨年度といいますか、今現在２９年度実施中でご

ざいますけれども、夏の婚活事業サマーフェスティ

バルということで７月１５日、１６日、１泊２日で

実施をしております。 

 あと、オータムフェスティバル秋の婚活事業とい

うことで、１０月２１日と２２日に実施をしており

ます。 

 あと、札幌の交流会ということで１月２７日と２

８日に実施をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） この３回ほど出会いの場

を設けているわけですけれども、上富良野町の若者

が参加をして、そしてその中でどの程度の実績が上

がったのかということをちょっと教えてください。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） １２番中瀬

委員の各事業の上富良野町からの参加とマッチング

の状況でありますけれども、７月のサマーフェス

ティバル全体の参加者が男性９名、女性が９名でご

ざいました。うち、上富良野の参加が男性というこ

とで２名でございます。 

 あと、全体のマッチングは４名でございました

が、上富良野でマッチングは２名のうち１名がマッ

チングをしているところでございます。 

 １０月のオータムフェスティバルは全体の参加

者、男性１２名、女性１０名で、うち上富良野の参

加が男性ということで３名でございます。うち２名

がマッチングをしているところでございます。 

 １月の札幌交流会は男性が全体で７名、女性が全



― 49 ―

体で４名で、上富良野の参加が２名ということでご

ざいまして、１名マッチングしております。 

平成２９年度の事業、三つありましたが、全部で

上富良野からの参加が７名でございましたが、うち

４名がマッチングをしているという状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今、３回のアグリパート

ナーの関係でマッチングされている方がおりますけ

れども、現在もそういうことで引き続き交際をされ

ているということでよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） それぞれの

婚活の事業でマッチングをしている件数はふえてい

るところでございますけれども、その後の状況等を

お聞きしますと、なかなかうまくいっていないとい

う状況になっているのが現状でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） なかなかこういったこと

は非常にデリケートなことで難しいことだとは思い

ますけれども、マッチングをしたにもかかわらず、

なかなか結婚まで結びつかないということは、非常

にこれはその担当に当たっている方も大変難しい問

題だということはわかっていますけれども、何とか

ケア、相手方もいることですから、何とかそういっ

た手当てをしながら引き続き、マッチングをせっか

くされているわけですから、それらの方々について

どのようなケアをされているのかということがもし

わかれば教えてください。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） マッチング

後のケアということでございますけれども、マッチ

ングをした後のおつき合いがどのような形で始まっ

ていくかといったところが最近でありますとメール

であったり、ラインであったり、そういうつながり

になっているということをお聞きしております。 

 農業の青年のほうは夏の事業等々につきましては

農作業の関係があったりして、なかなか女性のほう

に連絡が取りづらいといったような部分もお聞きを

しておりますし、連絡を取っても女性のほうから返

事とかアクションがなかなか来ないといったような

状況もお聞きをしているところでございまして、そ

こら辺のやり取りの関係がちょっと悩み、悩んでい

るといったようなことかなとも思います。 

 実際にマッチングされた相手方の女性さんとその

後、出会いが出来ればすぐに進んでいくような状況

もあろうかとは思うのですけれども、なかなかそこ

の次の会うといったようなことがなかなか難しいと

いったような状況といろいろお聞きをしているとこ

ろでございます。 

 今年度から、農業のアグリの相談員ということで

前田氏に来ていただいておりまして、マッチング後

の状況につきましては逐次、男性のもとを訪れたり

いたしまして進捗状況を聞くというか、聞き出すと

いうか、どんな状況だといったようなことで進捗状

況等々につきましてはきめ細かに当たっているとこ

ろでございますが、実情等につきましては先ほどお

話をしたような状況ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今、上富良野の現状はお

聞きをいたしましたけれども、富良野地域のアグリ

パートナー協議会の中でのいわゆる成婚率、マッチ

ング数というのはどうなっていますか。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） 富良野地方

アグリパートナー協議会の関係では、２９年度の事

業が三つありまして、上富良野のマッチングは先ほ

ど４と申しましたが、全体のマッチングが１１ござ

いまして、その後の状況も地方協議会の中でいろい

ろ情報交換をしているところでありますけれども、

その後も続いているといったようなケースも中には

ありますけれども、大部分のところが中断、もしく

は続いていないといったような状況をお聞きしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） そしたらマッチングはし

いているけれども、成功に至っている方は富良野沿

線のアグリパートナー協議会の中では、昨年度の今

までの段階ではいないということですか。 

○委員長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ２９年度、

今年度の事業を中心にお話してきましたけれども、

今年度の経過につきましては、なかなか成果に結び

ついていないという状況でございますが、２８年度

のサマーフェスティバル、２８年７月のサマーフェ

スティバルでマッチングになった上富良野の方でご

ざいますけれども、現在進行形でございまして、将

来につながるような感じといったような現在の情報

もございまして、そのような状況でございまして、

なかなか難しい状況ではありますけれども、少しで

もつながるようなことで活動を続けてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 
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ほかにございませんか。 

７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） １５１ページ、この委託の

ところでため池ハザードマップとあるのですけれど

も、これはどういう意味合いのもとでつくるのです

か。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） ７番北條委員の

御質問にお答えいたします。 

 ため池ハザードマップは、防災のほうでつくって

いる洪水ハザードマップと同じようなものでござい

まして、農業用ため池の決壊した場合に浸水想定区

域にあわせて、どういうもの、どういうふうに避難

をしなければならないというハザードマップを作成

するものです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 大体何カ所くらいあるので

すか、それは。上富良野で。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 上富良野町でそ

の対象になるのは４カ所、今回つくる江幌と日の出

と東中と日新ダムですけれども、農業の対象となる

施設は今回は江幌ダムのみです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） １４３ページ、収益向上作

物生産振興事業ということで、平成２８年の実績は

新規が１０件、それから更新が１件。２９年度の実

績はどのようになっていますか。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの荒生委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

２９年度の件数ですけれども、全部で１２件ござ

いまして、新規が６件、更新５件、それと新規と更

新と合わせた形が１件ございまして、合計１２件に

なってございます。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） そのつくっているものの中

身と申しますか、教えてください。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの９番荒

生委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 一番多いのはハウスが一番多くございまして、ハ

ウスのミニトマトが１件。それからハウスのメロン

が４件。済みません、ミニトマトは３件になりま

す。あと、メロンが４件。その他、ピーマン、それ

からアスパラが２件、醸造用ブドウ、リンゴの苗

代、それからホップの作業用機械、それから青シソ

の機械、こういうような形になるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

５番今村委員。 

〇５番（今村辰義君） １５７ページの千望峠の公

園維持管理、これは道の予算が１７０万円ほど、あ

と一般財政で６４万円ほどついておりますけれど

も、基本的には道の管理だというのは承知しており

ます。 

 看板の話というか、案内板の話なのですけれど

も、駐車場があって上に登っていく階段がございま

す。その階段の左側に３年か４年前まで大きい看板

があったのですけれども、今朽ちてしまって撤去さ

れているというのは御存知ですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の千

望峠の駐車公園の看板についての御質問でございま

すけれども、看板に大型の看板がございますが、こ

れは北海道の看板でありまして、朽ちているのはわ

かっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

〇５番（今村辰義君） まさしくそのとおりでござ

います。 

 上富良野は観光の町といわれていますよね。あの

看板というのは、非常に私は有意義な看板だなと

思って、上富良野に来てから何回も眺めて、概要を

掌握することができると思ったのです。素晴らしい

要図の一つであるということです。 

 道の管轄でございますけれども、ではその道は今

後どのような修繕計画を持っているのか。あるいは

町として朽ちたのを知っているから、朽ちているか

ら修繕したらいいよという意見具申をしたのか、そ

こら辺を教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の看

板についての御質問でございますけれども、まずこ

ういう状況ですよというのは写真を撮って、北海道

のほうにはお伝えしております。ただ、やはり北海

道も維持管理費が、この公園に関しての維持管理

費、ほかのほうもそうなのですけれども、なかなか

予算もつかないということで、なかなか修繕という

のがかなわないという部分でありますけれども、継

続して要望はしていきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

〇５番（今村辰義君） ということは、また今後の

修繕というか修理計画、それはいつごろに復旧する

とか、そういうのは全くまだわからないと。引き続

き要望は出していくと。そういうことで解釈してよ

ろしいのですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の御

質疑にお答えさせていただきます。 

 北海道も公園に関して、やはり維持管理費が、や

はりお金はなかなかつかないということでありまし

て、ちなみに道道美沢線の公園のトイレも、やはり

トイレの汚水を浄化する部分も相当壊れておりまし

て、本当は去年いっぺんにやる予定をしていたので

すけれども、なかなか予算がつかなくて半分で終わ

るというような現状でございまして、今回も３０年

度に半分予算をやっとつけていただいたような現状

でありまして、今後におきましても引き続き要望は

しっかりしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

６番金子委員。 

〇６番（金子益三君） １６１ページの委託料の中

の登山コース及び冬季スキーコース整備について

ちょっとお伺いしますが、夏の初めの登山の整備か

ら、特に最近冬のコース整備が非常に民間の上富良

野会の方等々のお手伝いがあると思うのですけれど

も、非常に観光として有効な手段のツールになると

思うのですけれども、この辺の拡充というのは今、

考えていらっしゃらないのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

登山コース等の整備に関する御質問にお答えさせて

いただきます。 

 十勝岳自体が大雪という大きいくくりの中でもご

ざいますので、大雪を囲む市町村で連絡協議会もつ

くっておりまして、そちらのほうでもこういう登山

コースの整備については、それぞれの自治体で対応

しているという状況ではあるのですけれども、全体

的に総じてそういうものを進めていこうということ

になってございますし、やはり現場を把握している

のはお手伝いをいただいている皆さんでございます

ので、そういう皆様のお話も聞きながら、必要な予

算措置は図ってまいりたいなというふうに思ってお

りますが、なかなかこちらのほうも予算の都合もあ

るのですけれども、できるだけそういう現場の方の

意見を取り入れた中で今後もその予算については考

えていきたいなというふうに思っております。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

〇６番（金子益三君） 夏のコースもさることなが

ら、特に上富良野の課題として冬期間のいわゆる集

客をふやしていこうということで、最近は本当に国

内外を問わず十勝岳、富良野岳エリアにバックカン

トリーと生じたもののファンの方が来られています

が、やはり一歩間違うと人命にもかかわることにな

りますので、非常にやはりこの辺の整備であったり

とか、その講習会等というのは力を入れることに

よってさらに安心、安全で快適な環境を提供する、

本当に素晴らしい場所になると思うので、ぜひその

辺、力を入れていただきたいと思いますがいかがで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番金子委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 当町にとりましても、昨今の冬のスキーのお客さ

まというのは、うちにしてみたら閑散期の大切なお

客さんでございますので、そういう事故の対応も含

めまして、今委員がおっしゃったようなことも今

後、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） １４５ページの有害鳥獣

対策費。これはほとんど中山間地で賄われているの

ですけれども、ちょっとこの有害鳥獣の種類をお聞

きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの４番長

谷川委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 有害鳥獣の種類ということでございますが、捕獲

している種類でございますけれども、まずエゾシ

カ、それからカラス、キジバト、カワラバト、キツ

ネ、アライグマ、あとヒグマですね。そういうもの

の捕獲のほうについて補助しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） これらに対しての中山間

地で払われている駆除の謝礼ですか。これは１頭、

１羽とありますよね。鹿を１頭取ったらどうのこう

のなどと。その価格を教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの４番長

谷川委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 中山間でお支払いしているのは一応、１００万円

ということで、アライグマの捕獲した数についてお

支払いをしているところでございます。 
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 エゾシカにつきましては北海道のほうから支払わ

れておりますので、そういうような形になっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） そしたら、上富良野では

わからないということですか。鹿を何頭取ったと

か。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの４番長

谷川委員の御質問にお答えします。 

 エゾシカの頭数もこちらのほうで全部把握してご

ざいますので、それは北海道のほうに報告しており

ますので、取った頭数のほうはこちらのほうでも把

握してございます。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） １頭何ぼという謝礼もわ

からないということですか。それを聞きたかったの

です。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの４番長

谷川委員の御質問にお答えします。 

 現在、北海道から支払われているのが１頭当たり

７,０００円となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） ほかのアライグマとかそ

ういうやつは。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えします。 

 アライグマにつきましては、町独自で中山間を

もって猟友会のほうにお支払いをしているところで

ございます。 

 １頭当たりというか、まとめて１００万円という

形でお支払いをしておりまして、取った頭数で割っ

ていただいて、捕獲した方にお支払いをしていると

いう形になってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） そしたら１頭取っても１

００万円ということなのですか。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの４番長

谷川委員の御質問にお答えいたします。 

 昨年くらいから１００頭くらいにふえてございま

して、その１００頭に対して大体１頭１万円という

ことで、平成２９年のほうは積算いたしまして１０

０万円ということでお支払いをしているところでご

ざいます。 

 大体、１頭１万円ということでお支払いしており

ましたが、現在数がふえておりますので、それにつ

きましては１頭７,０００円から６,０００円くらい

に今はなっているのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） １４３ページの農業次世

代人材投資事業という形で、前年度より１５０万円

当たりふえているのかなというふうに思います。こ

れは恐らく経営型と準備型という形の二つの種類が

あるかというふうに思いますが、それぞれ何件で、

それぞれどういうこの準備型、経営型という形で、

どういう状況になっているのかお伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１１番

米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 町のほうでお支払いをしているのは開始型になり

ます。準備型につきましては、農業公社のほうから

直接支払われますので、町を経由しないでお支払い

することになります。 

 本年度、予算計上させていただきましたのが、過

去に半年分もらえなかった方が１名いまして、その

１名分。それから農業を開始する方が１名、これで

１５０万円ございます。それと、御夫婦で就農され

る方がございまして、その方につきましては２２５

万円の支給ということになってございます。既存の

方が７５万円と新規１５０万円、夫婦の方２２５万

円の３件であわせて４５０万円を予算計上させてい

ただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） 非常にこういう制度が

あって、参入が図られるということで、非常にいい

制度であります。なおかつ、先ほどのいろいろな支

援制度がありまして、こういう方に対してもいろい

ろな形の相談、あるいは支援があるかというふうに

思いますが、こういったものも先ほどとあわせて農

業改良普及所や町の相談等に十分対応できるような

形で聞きましたが、ある程度相談もしておられると

いう形でありますが、これは悩みとしては抱えてい

る問題というのはそうないのだろうというふうに思

いますが、なければいいです。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１１番
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米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 これから開始する方、新規就農計画というのを現

在つくっているところでございます。その就農計画

につきまして、普及センター、それから農業の役

場、それから農協、今度は融資とかお金のこともあ

りますので、そういうことも経営の相談などをしな

がら進めているところでございますが、なかなかう

まくいかないというか、やはり成功してほしいと思

いますし、そういうことで相談は逐次乗っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） １６１ページのトイレの

ことなのですけれども、十勝岳駐車公衆トイレ管

理、このいろいろなトイレ管理があるのですけれど

も、この積算根拠というのはどういう具合になって

いるのかわかりますか。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（角波光一君） ただいま４番の

長谷川委員の御質問に答えます。 

トイレの積算のほうは、駐車場トイレで一番高

いところのトイレのことですよね。 

 一番上の登山口のトイレは、北海道の積算に伴っ

て、北海道から委託をもらってそれを再委託で振興

公社のほうにお渡しして、夏期間のトイレの掃除

等々をやってもらっております。 

 町直営のほうは白銀荘のところのキャンプ場の下

にありますが、そこは町の積算に伴って夏期間の掃

除等々を行っています。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） どういう、便器一つ幾ら

とかそういうあれなのですか。どういう。いろいろ

な料金があるので。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えいたします。 

建設水道課で管理しております、例えば深山峠コ

ミュニティ広場のトイレに関しましてですけれど

も、こちらにつきましては、２日に１回の清掃に行

くということで、１回当たり４時間の人件費を見込

んでおりまして、具体的に例えば便器の数が幾つあ

るから１個当たり何円とか、面積が広い、狭いでそ

れに応じて金額を増減しているわけではなくて、過

去の実績等を見ながら、これまでこの金額でやって

きた中で特に問題なく管理されていたということ

で、その人工数を使っております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 以前のを踏襲していると

いうことですね。それでいいのですね。 

そしたら、何時間かかってもその値段はもうずっ

と変わらないと。汚れていても、汚れていなくて

も。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えいたします。 

まず前年踏襲といいますか、これまで特に問題が

なかったから同じ数字を使っているので、そう言わ

れれば確かにそうではあるのですけれども、実際、

現場で管理しているところを見ながら、それだけの

時間数が必要だという判断は毎年毎年しております

ので、それによって時間のほうを決定しておりま

す。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 神社あたりは神社だけし

かないですから、そこを管理しているあれはないで

すよね。 

だけど、公園だとか、今のこういう十勝岳地区施

設管理維持費、そういうところはそれと一緒にでき

ないのですか。その管理とトイレの管理も一緒に。

そのほうが、同じことをやる、同じところに行って

同じ仕事を管理するのでしたら、もっと効率よく、

この分をふやしてやっても効率よく仕事ができるよ

うな気がするのですが、その辺どうお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

公園の管理に関しての御質問でありますけれども、

それぞれ公園に関しては目的がありまして、また距

離も長いこともありまして、例えば深山峠に関して

もトイレだけではなくて草刈りからごみ、選定から

ということで、半日の作業、１日の作業というのが

大体、例えば深山峠ですと観光協会ですけれども、

見積もりをもらって、こういう作業がありますけれ

どもどのくらいかかりますかという見積もりをも

らって設定しておりますので、その深山峠をやっ

て、また十勝岳に行くというのはちょっと厳しいか

なと思うのです。 

ただ、千望峠も今、観光協会がやっていますけれ

ども、その中でぐるぐる回って作業員には動いてい

ただいていますので、またそのほかのところをふや

すと、また人をふやさなければいけないという部分

も出てきますので、うまく今はいっているのではな

いかなというふうには思っております。 

以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 非常に無駄があるような
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気がするのですよ。施設管理に行ったときにトイレ

も掃除してくれば１回で済むのに、トイレは掃除に

行かなければいけない、草刈りには行かなければな

らない、窓も拭きに行かなければならない、ごみを

拾いに行かなければならない。それ全部お金がかか

るでしょう。 

だから、それをできることはなるべく管理に任せ

てこれをやってくださいとやったほうが効率がいい

のではないですかと私は思うのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 契約の中で、その公園全部を管理するようになっ

ておりますので、トイレだけとか草刈りだけとかと

いう発注はしておりませんので。 

 どこですか。今、十勝岳の話ですかね。十勝岳の

トイレの話ですかね。（発言者あり）どこの公園

ですか。（発言者あり） 

 その作業、４時間の中。例えば４時間で設定して

いるとすると、その中で草刈りとかトイレ清掃と

か、いろいろ項目があって、それをやって、ごみ拾

いとかやりますので、そんなに無駄だとは思っては

いないのですが。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） でもそれぞれに行くので

しょう、１回に。ごみ拾いに行き、草刈りに行き、

トイレ掃除に行き。違うのですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 今の御質問でござ

いますけれども、それぞれ１回１回行くわけではな

いです。その１日の作業の中で、トイレの清掃を

やって、きょうは草刈りをやろうかとか、きょうは

ないとか、草刈りは常にあるわけではないですけれ

ども、ごみ拾いはある程度はありますので、そうい

うのをやりながら次の現場にぐるぐる回っていくよ

うな形でやっていますので、それぞれ１回１回行っ

ているわけではないです。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 十勝岳地区施設管理の管

理でやっている人は、別々に発注している、発注し

ているということは別々に行っていないで１回で

行って終わらせているということなのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ４番長谷川委員

のただいまの御質問でございますけれども、道のほ

うから道の所有している施設、トイレ、企画商工観

光所管が今おっしゃっている十勝岳地区のトイレで

ございます。あと、建設水道課のほうで所管してい

ますのが千望峠と美沢線のトイレでございます。こ

ちらのほうにつきましては、北海道の積算基準に基

づきまして発注されまして、町が受けまして、また

さらに事業者のほうに発注をしているところでござ

いますけれども、そちらのほうについては施設の管

理上、一番管理の体制が取りやすい、例えば十勝岳

のトイレでしたら振興公社であったりとか、そうい

うところで道から発注を受けている分については、

一括ではなくてそれぞれ分けて実際に管理している

というのが実態でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 墓地もそうなのですけれ

ども、墓地も管理は墓地葬祭場管理とあるのですけ

れども、それにはまた中央共同墓地公衆便所清掃も

入っているのですよね、ここに別項目で。それを一

緒に入れたら、管理の中に入れたらいいのではない

ですかということを言っているのです。墓地の管理

の中に一緒に入れたほうが、草刈りも入っている

し、それら全てが管理になるのではないかなと思う

のですよね。そのほうが効率がいいのではないかな

というか、文書にしてもここへ書くのだって１カ所

で終わるだろうし。 

 済みません、いいです。わかりました。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） １５３ページ、企業振興対

策費の企業振興補助に関して、これは資料要求の中

の資料４でお話をさせていただきます。 

 今回、資料請求のほうが、２９年度に雇用実績見

込みと３０年度企業振興補助事業費の積算の内訳と

いうことで、お出しいただきました資料、合計の計

の下のところが２９年度の雇用実績見込みというこ

とでの判断をいたしますと、例えば株式会社ジェ

ロップさん、こちらが補助対象者である町内在住者

の方が、２９年の実績見込みが６人。それに対し、

３０年度の積算の内容は雇用補助で１４名分、たし

かこちら１人１５万円という金額だったかと思われ

ますけれども、その実績に対して見込みがまず多い

なという印象と、あと竹本容器に関しては１２名と

いう２９年度の実績に対し、３０年度の見込みが１

１名分という予算の計上なのですけれども、この人

数の関係に関して確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ９番荒生委員の

企業振興に関する御質問にお答えをいたしたいと思

います。 

 この資料の見方については荒生委員がおっしゃる

とおりでございます。下のほうは２９年度の雇用の

実績見込みということと、上のほうは今年度、３０
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年度予算の額ということになってございます。 

 こちらの差異につきましては、新年度予算におい

ては、ここの事業所の投資事業を認可したときの計

画、計画では例えばジェロップでありましたら１４

名の雇用計画がございました。通年雇用になりまし

て１４名の計画がございました。まだ、こちらのほ

う残念ながら２９年度の雇用実績、通年雇用という

ところでは全体で８名。町内の方が６名でございま

すけれども、今後また雇用をふやしながら事業運営

していただけるよう期待といいますか、それもある

のですけれども、当初のその事業を認定した際の計

画雇用数ということで予算計上上は積算の人数とし

て入れさせていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） では竹本容器は、当時の認

定時の計画人数というのは何人だったのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ただいまの荒生

委員の御質問にお答えいたしますが、この１６５万

円というのは当初の雇用人数ということでございま

すので、当初の考え方は変わってございませんので

１６５万円ということでございます。 

 それで、実績見込み１２名ということは、逆に計

画よりも雇用いただいたということで、効果的に上

がったのかなということで考えているところでござ

います。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） では、この実績見込みの１

２名という対象者、これら全てに１５万円支給され

たという認識でよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ９番荒生委員の

ただいまの御質問にお答えしますが、予算の範囲内

ということもございますが、ことしの場合は予算が

ございますので、その実績に伴った補助金の交付と

いうことで、今作業を進めているところでございま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

〇１２番（中瀬 実君） １５９ページ、これは上

富良野町の十勝岳観光協会運営費というところの、

上富良野町十勝岳観光協会運営費補助という欄があ

りますけれども、この中に上富良野町のいわゆるイ

メージキャラクターのらべとんというのがあります

けれども、らべとんの保守管理とか、そういった関

係の費用もこの中に含まれているのかどうか、まず

確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １２番中瀬委員

の御質問にお答えをいたしますが、項目立ててらべ

とんの維持修繕という費用というのはございません

が、一般管理費の中で適正にそういう維持補修が図

られるということになるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

〇１２番（中瀬 実君） らべとんが昨年度の稼働

日数というか、依頼日数というか、これが年間２２

件、４件は貸し出しということになっていると思い

ますけれども、らべとんが誕生してから年数も結構

たっていますけれども、これらの維持というのは当

然、いわゆるクリーニング代というか、そういった

ものもかかってはいると思いますよね。それで、そ

ういったものが現実に年間どのくらいの費用がか

かっているのかということと、それから私も余りわ

からなかったのですが、今２体あるのですか。その

辺確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １２番中瀬委員

の御質問にお答えいたしますが、らべとん自体の管

理が観光協会さんでやってございますので、詳細に

ついては私どものほうで掌握をしていない状況でご

ざいますが、委員おっしゃったとおり平成２９年度

において、新しいらべとんを１体購入したところで

ございまして、現在２体でさまざまなそういうプロ

モーション活動等を行っている状況でございます。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

〇１２番（中瀬 実君） 上富良野町のイメージ

キャラクターですから、やはりきれいな状態でそう

いうイベントに参加してもらわなければ困りますの

で、適正な維持管理というのはしていただかなけれ

ばならないと思いますので、どこが費用を出そうと

いいのですけれども、いわゆるイメージが余り悪く

ないような形での管理をしていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １２番中瀬委員

のただいまの御発言ですが、観光協会とも十分その

辺は連絡を取りながら、有効な活用に心がけていき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） 上富良野観光協会の運営

費の職員ですね。これは資料では１,１００万円、

臨時職員が５７９万円という形になっております

が、それぞれ職員数というのは何人確保されてい

らっしゃるのかお伺いしたいと思います。 



― 56 ―

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の観光協会の職員数の数についての御質問でござい

ます。 

 正職員につきましては事務局長と課長の２名とい

うことになってございます。臨時職員の方について

は４名ということになってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） 昨年度は地域協力隊とい

う形の中でいらっしゃいましたが、それぞれ都合も

あってやめられたという形になっているかというふ

うに思います。今後、そういう地域おこし協力隊の

方の力を借りながら、今年度というのはそういう方

の採用というのは全くないような感じだというふう

に思いますが、そこら辺はどういうような方向で

いっているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 当初の段階では予定をしていないということで予

算も計上していない状況でございますけれども、昨

年もだんだん協会のほうも繁忙になってきてござい

ますので、先ほど言いました２名、４名というのは

現状でございまして、新年度予算の中では１名の臨

時職員をプラスするという形で予算編成をさせてい

ただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） そういう活用しながらと

いうか、その従来の対応できるという形の予算なの

かなというふうに思いますが、確認しておきたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問にお答えしますが、地域おこし

協力隊を活用するということになると町雇用になり

ますので、観光協会の予算で賄うものではないとい

うことになるかと思います。この前の一般質問のと

きも町長が申しましたように、検証した上で、その

必要性については認識していることでございますの

で、観光協会ともしっかり協議を行いながら今後の

体制についても議論を進めていきたいなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番今村委員。 

〇５番（今村辰義君） １５９ページの一番上の観

光誘致事業についてでございます。 

何回かお尋ねしているのですけれども、臨時駐車

場からシャトルバスなどを出してやってございます

けれども、町固有の駐車場を設ける、計画するとい

うのはもう諦めたのかお伺いしたいと。私はやはり

持たなければいかんと、持ってほしいなと思ってい

ます。 

 この臨時駐車場警備だとか、一番下のラベンダー

香り袋作成というのは、これは臨時であろうが、本

物の駐車場であろうが毎年かかるお金だろうという

ふうに思っていますけれども、例えばシャトルバス

運行と仮設道路だけでも１２４万円くらい行きます

よね。これは自前のやつであれば多分かからない経

費だろうというふうに思っています。計算してみた

ら１１年くらいになるのですかね、３０年度で。結

構なお金を投入するわけですけれども、もう自前の

駐車場をつくるというのは計画はどうなっているの

か。諦めていらっしゃったのかなということをお聞

きしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ５番今村委員の

観光誘致に関する日の出公園の整備に関する御質問

にお答えをさせていただきます。 

 委員御指摘のように、かなりの経費が今まで１０

年ほど経過してございますがかかってございます。

ただ、総体的な整備につきましては、今まで申して

おりますように、いろいろと総合的な判断のもとに

今後考えていかなければならない部分ということ

で、今までも御答弁をさせていただいているわけで

すけれども、このことにつきましては、非常に大き

な課題であるということと、臨時駐車場については

国の今所有で、いつ売れてもおかしくないというよ

うな状況でございますので、非常に大きな懸念とし

て捉えてございますので、今後さまざまな方面から

いろいろ検討を加えたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） １５１ページの地域防災

減災事業という形で、負担金補助及び交付金という

形で９１５万円計上されて、昨年度は９３０万円

だったかというふうに思います。これは、日の出の

排水路等の整備にかかわるものかなというふうに思

いますが、この事業計画書、実施計画書を見ます

と、３０年度は事業費２,４６５万円という形で計

上されております。これは、この差というのはどう

いう状況になるのか。今年度から事業費という形で

計上されているのかなというふうに思いますが、こ
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の事業費の負担という中身とあわせてお伺いしてお

きたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 上富良野地区道営の農村地域防災減災事業のこと

につきましてお答えいたします。この地区につきま

しては、先ほど委員おっしゃったように日の出地

区、西日の出排水路、西１線排水路と日の出排水路

２号、３号の工事にかかわる負担金ということで、

総事業費の地元負担が１７％ということになります

ので、ことしから西１線排水路の工事が始まりま

す。工事に対しての地元負担分及び日の出排水路の

測量試験費の負担金の分ということの差額になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

〇１１番（米沢義英君） 今年度はあくまでも測量

という形ですか。それとも事業も含めた形で実施さ

れるのか、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（山内智晴君） 米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 ことしは３０年度であれば、西１線排水路のほう

が工事が始まります。西１線排水路のほうが工事の

負担金、日の出排水路は測量試験費ということに

なっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） １５３ページ、地場産品普

及推進事業負担ということで、これはたしか製品化

ですとか商品化が対象で、２８年度からのものでは

なく、２８年が実績ゼロだったということで、

ちょっと中身をもう一度勉強させていただいていい

ですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ９番荒生委員の

ただいまのこの地場産品普及推進事業負担の事業内

容についての御質問でございますけれども、こちら

１００万円を計上させていただいておりまして、そ

のうち７０万円についてはビール事業、プレミアム

ビール、まるごとかみふらの事業の運営費、事業費

ということで支出をすることになってございます。 

 あと残りの３０万円につきましては、特産品推進

協議会という町の経済団体等で組織している、構成

している組織がございますが、そちらのほうで６次

化とか加工品、新商品を開発した際のＰＲ、販促活

動について、こちらのほうの協議会のほうから多少

お手伝いをさせていただいていると。 

 あと、上富良野の推奨品、今は１品しかまだ、か

みふらの工房のハムしかないのですけれども、こち

らの上富良野推奨品を認可する、そういう活動をし

ている協議会がございまして、そちらのほうに３０

万円を支出している、そういう内容でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今のところでお伺いした

いのですが、昨年は１４０万円ついて、ことしは１

００万円かなというふうに、減額になっております

が、この理由等については何でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 昨年は１２０年事業がありましたので、ビール４

０万円増額いたしまして、収穫祭などで皆さん御存

知かと思いますけれども、こちらのビール事業、１

２０年ということで拡大したということで、その４

０万円が今回は減額になったということでございま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今年度は大体プレミアム

ビールという形でどのくらい量としたらつくられよ

うとしているのかお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の御質問にお答えしますが、今年度におきましては

４キロ、４,０００リットルの仕込みで、歩どまり

がありますので３,７００リットルくらいになるか

と思いますけれども、夏のビールとしては例年どお

りの醸造量になるかと思いますが、ただ瓶と樽の内

訳については、瓶製品を優先して流通するようにい

たしますので、その中での動きはありますが、総醸

造量については例年同様ということになってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この地場産品も含めて上

富良野の賑わい協議会負担という形で今年度も予算

が計上されております。この中には、収穫祭等々含

めての予算だというふうに思いますが、この収穫祭

のあり方でありますが、非常に内輪でやっている部

分が見受けられます。他の市町村では、やはり対外

的に呼びかけて人を呼び込むというような形で、ま

た地域の観光に結びつけるというような形にされて

いる地域もあります。それぞれの目標設定がありま

すから、上富良野はそこまで求めないということ

で、内輪でやっているというような感じなのかなと
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いうふうにも思いますが、しかしやはり上富良野を

観光事業、あるいは地域の産業、あるいは観光のス

ポット等を知ってもらうという点で今後、この収穫

祭等のあり方そのものも、やはり見直すべきではな

いかというふうに思いますが、この点はどういうふ

うにお考えでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の収穫祭、イベントの今後の考え方に関する御質問

かというふうに思いますけれども、基本的には収穫

祭は地元の方が地元でとれたものをしっかり理解を

深めて、そういう地元愛を深めようというか、そう

いう委員がおっしゃるとおり地元を対象としたイベ

ントでございます。 

 ただ、昨年の開催においてはうちはビールの町と

いうこともございますので、そういう地域の特色か

ら道内のクラフトビールの会社が６社ほど見えまし

て、当町のまるごとかみふらのとともにそういう

ビールも町民の方に堪能していただいたということ

もございます。 

 ただ、その収穫祭というわけではございません

が、そういう誘客イベントでありますとか、そうい

うのはまた全体を考える中からいろいろと創意工夫

した中でアイデアを出し合ってつくっていくものか

なというふうに思いますので、その収穫祭に限って

今後発展するというよりも、その全体の町のイベン

トのあり方としては新しいものを取り入れながら拡

大を図っていくべきものなのかなというふうに感じ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 課長がおっしゃるよう

に、やはり全体でどうするのかということなのです

ね。四季彩まつりもそうなのですけれども、上富良

野には豚もありますし、和牛もあります。やはり豚

のほうは全面的に出ておりますけれども、和牛のほ

うも一部いろいろとやられておりますけれども、そ

ういうものも抱き合わせながらもっと工夫する必要

があるのではないかというふうに思います。幌加内

町の小さな町ではそばという形で、１人単価３,０

００円、４,０００円という形で非常に高い単価で

購入されて食べて、やはりそういうことが見受けら

れます。 

やはり、そういう点も含めて上富良野における経

済効果ということも含めて、やはりもっと積極的な

対応というのが変わらなければならない、そういう

方向だというふうに思いますが、確認しておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の御質問にお答えしますが、やはり地域の魅力ある

ものをしっかり発信していきたいというのは共有の

思いでございます。２９年度からふるさと応援寄附

モニター制度もできました。そういう中で、地元の

いいものをしっかりと紹介もさせていただきたいと

いうふうに思いますし、そういう部分では町のほう

としても、町が主体になるものではないというふう

に思いますけれども、そういう後押し、支援という

のは積極的に行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） もう一つお伺いしたいの

ですが、それぞれ四季彩まつり等、各種のイベント

が総合的に実施されております。やはり経済効果も

一定部分ありますから、そういった意味での経済効

果の取り方というのは、ちょっと調査の仕方は難し

いのかもしれませんけれども、それぞれどのくらい

の経済効果が上がったのかということを実数で押さ

えるということ、そういうものを柱としながらまた

次のものに結びつけていくというような状況が必要

だというふうに思います。 

やはり投資した効果に対するそういうものが、ど

ういうふうに経済的に表れているのかということ

の、そこはもう少し上富良野町としてえぐり出して

全面的にする必要があるのだろうというふうに思い

ますが、今までそういったところというのはほぼ余

り、というという感じでやられていないのではない

かというふうに思いますので、この点今後の対処の

仕方、この新年度の予算とあわせてお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の経済効果に対する御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 委員御指摘のとおり、そういうものを数字で表す

という、なかなかノウハウが持ちあわせていないと

いうのが実態かなというふうに思いますけれども、

行政分野、大体全ての分野でやはりその経済効果を

数字化するというようなことが一つの目標になった

り、そういうもので表すことが求められているとい

うことでございますので、イベントのそういう経済

効果についてもいろいろとノウハウを有している事

業所なりと、そういうところからノウハウを習得し

ながら、できるだけそういうような形で進行管理が

できるように努めていきたいというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 同じ１５３ページの負担

金補助金の新規特産品開発補助事業ということで、

恐らくこれは昨年度と同額なのか、ちょっと数字は

わかりませんが、２９年度においては４１０万円と

いう形で予算が計上されております。これは、どう

いう業者がこういった事業、新規事業という形で視

点に至っているのか、この点今年度はどういうよう

な内訳なのか教えていただければというふうに思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の新規開業に関する御質問にお答えさせていただき

たいと思います。 

 事業の形態はいろいろ、さまざまございます。本

当に飲食関係から、例えば製造なりとか、そういう

ものが業種的には多様でございます。 

ただ、その予算におきましては、なかなか当初予

算の段階で次年度の事業数というのは把握できない

こともございますので、一応、この事業、雇用補

助、投資の補助、あとは家賃補助もあるのですけれ

ども、そちらのほうをフルでといいますか、全てが

該当になった場合ということの積算で予算計上させ

ている状況でございますので、事前に把握した事業

件数から出しているものではないということは御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） それで、経営努力もされ

て、新しく意欲を持って取り組まれている方だとい

うふうに思います。既存の商店も含めてであります

が、これにかかわって経営状態というか、そこら辺

大ざっぱでいいです、詳しく答弁いただけなくても

いいのですが、相当努力もされているとは思いま

す。町のほうに対していろいろな相談もあるのかな

というふうに思いますが、現状としてどのような状

況になっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のこの事業を活用した事業者のその後の御質問かと

いうふうに思いますが、経済は水物でございますの

で、皆さんがうまくいっているかどうかというのは

推しはかることはできないのですけれども、ただこ

の事業を活用しまして、開業された方については、

まだ現在も皆さん事業を続けられているということ

と、あと事業から３年間は進行管理をさせていただ

いております。事業者の報告を受けた中で、中身を

チェックして、しっかりと制度にあった事業活動が

されているかということもチェックしてございます

ので、そういう面ではそういう機会を通じたところ

での経営状況などもお聞きすることもありますけれ

ども、今のところは皆さん、その制度を活用された

方は現在も事業を継続されているというのは実態で

ございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） やはりこういった部分は

町の補助政策で、産業として当然、育てなければな

らない重要な産業でありますから、当然それぞれ経

営状況もチェックしながら、いろいろと育てていく

ということで、大変大事な産業だというふうに思っ

ております。 

ここがまた広がれば、地域の活性化にもつながる

話ですから、当然いろいろこれを経営状態も含めた

町の、当然商工会も含めた経営指導、あるいはそう

いったもので力をつけていただくということが必要

な事業なのだというふうに考えておりますので、こ

の点、商工会との連携などがあるのかどうなのか含

めてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの商工会のこの事業等に関する連携につ

いてどうかという御質問でございますが、やはりこ

の事業を活用される方は商業者とは限りません。農

業者の方もいらっしゃいますし、これから新規開業

する方もいらっしゃいます。ただ、商業者の皆さん

で何か新しい展開をしたいといったときには、やは

りその商工会のほうに相談に行かれます。そういう

ときは必ずこちらのほうに連絡が入って、そういう

場合については三者で連携して、事業を進めるとい

うような体制は整っているというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １５５ページの商工業者

の持続化という形で、開発だとか販売力向上のため

の事業補助という形になっております。 

これは、今年度は引き続き継続の部分もあるのか

ちょっとわかりませんけれども、新規の部分等があ

るのかというふうに思いますが、これはどのような

内容になっているかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の商工業者持続化補助に関する御質問にお答えいた

します。 

 基本的には、単年度事業ばかりでございますの

で、継続事業ということで今回、予算計上されてい

るものはございません。こちらの事業に当たりまし
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ては、買い物環境の整備でありますとか、顧客への

サービスの向上でありますとか、そういう商業基盤

にかかわるものについて整備される、比較的小規模

なものでございまして、５０万円を限度として２分

の１補助という制度内容になってございますが、本

当にちょっとした事業者の「頑張るぞ」という気持

ちを後押しするような、その程度のものでございま

すけれども、所有者の皆さんからは非常に使い勝手

がいいということで評価も受けているところでござ

いまして、例年当初予算についてもこの額を計上し

ておりますが、それを超えるような事業があった場

合には、補正を行いながら対応もしてございます

し、その辺については今後についても同じような対

応を図りながら支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これと、ちょっと呼び名

がわからないのですが、商業活性化事業というのが

国であるかというふうに思いますが、これと同じ事

業なのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

のただいまの御質問ですが、多分、小規模事業者の

やつですよね。事業の内容といたしましては、一応

採択基準といいますか、審査基準につきましてはそ

れに準じた形で行っております。ただ以前は、数年

前まではそちらのほう、制度が開始されたときには

そちらの利用が多かったのですけれども、だんだん

その事業の使い勝手がいいということで、なかなか

その当初のうちは採用になっていたものも、予算の

関係でなってこないという、そういう実情もくみ取

りさせていただきまして、町の独自事業として設置

させていただいた事業でございますので、制度の内

容的にはほぼ同じということで御理解いただいて結

構かと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 商店等、新しい事業に結

びつけるために、やはり店舗の改装等という部分も

あるのかなというふうに思っています。それは当

然、販売力強化に結びつくのかなというふうに思い

ますが、例えば一定程度店舗の改装をしたい、ある

いはそういう場合、こういった事業の対象になり得

るのかどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） １１番米沢委員

の事業の対象の範囲でございますけれども、もちろ

ん店舗の改装も対象になってきます。御発言の最初

のほうにありました、要するに事業転換、その場合

は先ほど説明した新規開業の事業のほうに割り振っ

たりとか、そういう調整も行いながら両方連携した

事業として進めております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、５款労働費か

ら７款商工費までの質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代) 

○委員長（村上和子君） 次に、８款土木費の１６

２ページから１７７ページまでの質疑に入ります。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ちょっと文言でわからな

いところがあるのですけれども、この後も出てくる

のですけれども今回は１７３ページですね。原材料

費で原材料費投資等とあるのですけれども、これは

どういう、初めて見る、初めてといっては失礼です

けれども今まで余りなかったのですけれども。投資

等という。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えいたします。 

 投資等、こちら投資事業にかかわる原材料費な

りその他科目があると思うのですけれども、その

ようなわけで投資的事業にかかわるものか、それ

以外かということで区別して記載しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今までは投資的事業の賄

い材料費というのはなかったということなのです

か。新たにことしからこういうあれを入れようとい

う、そういう意図なのですか。 

 教育関連も備品費だったかにあるのですよ、投資

等と。副町長、その辺ちょっと何か。総務課長、

ちょっとわからないので。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ４番長谷川委員からあ

りました予算書の表示の関係の御質問ということ

で、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 １７３ページでありましたこの原材料費の括弧の

投資等という関係でございますが、こちらにつきま

しては当町の予算編成の中でいわゆる予算の性質を

扱うときに、一般計上的なもの以外で新たに、いわ

ゆる投資的費用をかけて投資事業、大きなものをや

ろうとするときには、予算が限られていますのでど

ういうものをしようかということで、投資的事業と
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いう扱いでやってございまして、その関係上、予算

書にそれに分類した分についてこの投資等という名

称がついているということでございます。 

 実際にこれがうちの予算編成上の作業ということ

で名称化されているということで御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） そしたら、金額に関係な

いとかあるとか、そういう関係ではなくて、投資等

事業に対しての備品だとか材料費だとか、そういう

ものに対して、そういうものには投資等などとつく

ということですね。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ４番長谷川委員の御質

問にお答えします。 

 投資等というのは、投資的事業ということに扱っ

た事業でございますので、事業名自体は投資という

ことではございません。それぞれのこの原材料費の

ここの投資等という部分であれば、個別の事業名が

ついている予算に組み立てておりますが、通常経費

ではなく、今お金をかけてやらなければならない事

業について、くくりとしていろいろな事業を集めて

投資的事業というふうに一くくりにしてございます

ので、この予算の中身が何という部分につきまして

は所管のほうでそれぞれお答えさせていただきます

が、名称としてそういうふうに誤解を与えるような

記載になっていたということで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １７３ページの工事請負費

の中で、日の出公園管理費で、今回、日の出公園展

望台及びキャンプ場施設改修ということで５８５万

円ほど予算計上されていますが、この中身について

詳しく説明してもらってよろしいですか。 

〇委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 工事請負費５８５万円の内訳ですけれども、こち

らは日の出公園展望台の階段の改修費が１３０万

円、日の出公園休憩舎の手すりの改修として３５万

円、同じく休憩舎のトイレの洋式化の工事が５０万

円、キャンプ場の駐車場整備としまして３００万

円、それから公園内の植栽工事としまして７０万

円、以上の内訳となっております。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ありがとうございます。  

 今、説明があった中のキャンプ場の駐車場という

のはどの場所に改修をするということを予定されて

いるのか教えてください。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番金子委員の

御質問にお答えします。 

 駐車場はオートキャンプ場の中に造成いたしま

して、現在、車中泊、車を利用してテントを張ら

ずに宿泊される方の利用が結構ふえておりまし

て、その方も含めまして一般のキャンパーもそう

なのですけれども、駐車場の場所がなかなか手狭

になってきているということで、現在はオート

キャンプ場の中の区画にフェンスを張って、一部

区画して芝生の中にとめている場所があります。

こちらも、だんだん芝生も傷んできますので、こ

ちらを平成３０年度、２０台分を舗装してしっか

りと区画した駐車場を整備する予定となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そうしますと、現在、管理

棟の東側にある駐車場とは全く別にキャンプ場内の

中に今、仮設でつくっているところを整備するとい

うことでよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） ６番金子委員の

御質問にお答えします。 

 そのとおりで、オートキャンプ場の中、有料の

ゲートがありますけれども、あれをくぐってから

の場所に、場所で言いますと東２線寄りの場所に

２０台分を整備いたします。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 基本的にはオートキャンプ

場及びテントとして、あそこのキャンプ場内に泊ま

られる方の利便性を図るということの改修ですよ

ね。 

 であれば、先ほどの前の款にもあったのですけれ

ども、仮設の道路をつくって、いわゆる駐車場か

ら、仮設の駐車場から公園内のほうに引き込む道路

をつくるのですけれども、あわせてそういったもの

も整備をしておくと、当然、そのキャンプ場に来ら

れた方、キャンプ場内だけで完結するのではなく、

そこからぐるっと北回り、南回りしなくても中を通

過しながら日の出公園のラベンダー畑のほうに行け

るような動線等々も一緒にあわせてやることによっ

て、さまざまな効果があると思うのですけれども、

その辺は検討されなかったのですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ６番金子委員の質

問にお答えさせていただきます。 

 今言われておられるのは、オートキャンプ場内に
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今、約２０台くらいの駐車場を設けるという部分

を、それも観光客も利用できないかということでは

なくて……。 

○６番（金子益三君） キャンプ場に泊まっている

人たちがその公園内のほうにももっともっと行ける

ような整備をあわせてしないのですかということ。

ラベンダー畑側のほうです。それは計画していない

のでしょう、今。 

○建設水道課長（佐藤 清君） それは自由に行け

るようになっていますので、フェンスはありますけ

れども、車は入れないようになっていますけれども

出入りはできるようになっていますので。完全にと

めてはいないと思います。（発言者あり） 

 いや、観光客がこちらに来ますので、オートキャ

ンプ場からステージ側のほうに来ますので。 

○６番（金子益三君） 裏を回れば行けるのですよ

ね。反対側というか。こっち側は止まっているよ。

それは、仮設の道路をつくったときに、仮設の駐車

場からずっと流れる動線はあるけれども。だって四

季彩イベントが終わったら……。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 今言われているの

は、オートキャンプ場から仮設の道路に行くところ

を設けたらいいよということではなくて。 

オートキャンプ場から直接、ステージ側のほうの

公園側のほうに行ける部分をつくったらいいとい

う。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

 再開は、１０時４５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２６分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 先ほどの金子委員の答弁を。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ６番金子委員の

オートキャンプ場からの通路の関係の御質問にお答

えさせていただきます。 

 まず、オートキャンプ場は有料でありますので、

一般の観光客が中に入れないような形で柵を設けて

おります。ただ、四季彩まつりの期間は、やはり

オートキャンプ場の方も出入りしたいということで

柵をあけられるような、取り外しできるようなスタ

イルになっておりますのでそれは外しております。

四季彩まつりが終わりましたら、また柵を設けてお

ります。設置しております。ただ、オートキャンプ

場の方がこのこちら側のステージ側のほうに来る場

合には、せせらぎの小川がありますけれども、あそ

こに橋がかかっておりまして、あそこに通路をずっ

とつくっておりますので、ステージ側の後ろのほう

に出られるようにしておりますので、不便をおかけ

していないというふうに判断しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） １６７ページ、橋梁長寿命

化修繕事業に関してお尋ねいたします。 

 昨年度の予算委員会で水道課長のほうから、２８

年度から３年間、１２０橋の近接目視点検を行うと

いう計画を述べられまして、２８年度の実績が４４

橋、２９年予定は３６、そして平成３０年４０橋と

いうことで御答弁をいただきました。 

 今回、予算説明資料の４７ページにおいて、この

橋梁長寿命化修繕事業においては、近接目視点検を

３８橋ということで３年度の計画の最終年度という

ことで表記されておりますが、その２９年度の目視

点検の数。そして、このことし３８橋を予定してい

るということで、足しても１２０にならないのです

が、ちょっとその辺の中身を確認させていただいて

よろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主幹。 

○土木建設班主幹（菊地 敏君） ９番荒生委員の

橋梁の長寿命化に関する御質問にお答えします。 

 平成２８年度で近接目視は４４橋。２９年度にお

きまして３３橋を実施しております。今年度、平成

３０年度で３８橋を計画しており、当初１２０橋と

説明しておりましたが、現在のところ５橋落ちまし

て１１５橋が全体の橋梁数です。また、落ちた要因

といたしましては、東中の土地改良事業における主

目的がもともと用水の道路横断ということで、橋と

いう扱いをしたのですけれども、今度からは用水の

ほうの管理ということで、うちが占用を受けて用水

管を通すという形で５橋落ちる形となります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） うちの管轄が１２０から１

１５に改まるということでよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主幹。 

○土木建設班主幹（菊地 敏君） そうです。１２

０橋から１１５橋に変更になります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １６５ページ、町道維持

費の工事請負費の町道維持補修についてお伺いいた
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します。 

 インフラの長寿命化を進めていると思いますけれ

ども、道路パトロールというのはどのくらいやって

いるものですか。補修しなければならないというこ

とを考えて、見て歩くパトロールはどういう頻度で

やっているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主査。 

○土木建設班主査（廣瀬欣司君） 夏の時期であり

ますと、月に１、２回程度パトロールを開始してお

りまして、冬につきましては、雪のパトロールとい

うことでほぼ毎日のほうに雪の降雪だとかの確認を

しております。  

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） そのパトロールをしてい

て、どのくらいの件数がしなければならないという

目視だとかそういうので感じていますか。お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主査。 

○土木建設班主査（廣瀬欣司君） 春先等はやはり

道路の陥没等がありますので、１回行けばやはり陥

没などの個数が結構あるのですが、夏等は排水路の

土砂の詰まりだとか、道路に関しましても土砂の詰

まりだとか砂利の補修などがありますので、その程

度に夏はなります。春だけ少し多目に補修箇所など

が出てくると思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） その春先が大事なのです

よ。ひびが入っていると、また次の年に凍結して、

またそこから。長寿命化を考えているのでしたら、

そこを補修していかなければならないと思います。

していないところがたくさんあるのですけれども、

その辺はどういう見方をしているのかお伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

道路維持に関しての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 春先につきましては、私のほうでは道路整備計

画ということで毎年、春先の状態、当然春先は凍

上しますので土のうを相当使います。そこが凍上

が終わりますとまた土のうを外しますけれども、

やはりでこぼこになってひびが入ってなどという

状況になっております。その中で確認をしなが

ら、道路の簡易舗装、オーバーレイといいます

か、その上の部分だけ切り張りですけれども舗装

をかけたりいろいろ。その対応はしっかりしてい

るというふうに考えております。 

 ただ、全部が全部はできませんので、それは計

画的に道路整備計画の中でしっかりランク付けし

て、整備計画の中で年次的に実施しているという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 大体、苦情が来るのは私

たちに来るのですよ。何をやっているのだと。うる

さくて夜も眠れないとか。その段差ができたりね。

そういうのを僕らが言ってから気がつくこともある

かもしれないけれども、その前にやらないと私はだ

めだと思うのですけれども、その辺はどうですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今言われているのは例えばマンホールなども上

に上がったりしているとか、そういうところだと

思うのですけれども、やはりそういう部分、ひど

いところについては応急的に処置をしていくよう

に考えております。 

 あと、それ以外の部分についてもまたできる範

囲やっていきますので御理解願いたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 多分、私たちが言ったら

嫌だと思うのですよね。優先的にしなければならな

くなるし。だから、やはり言われる前にパトロール

をして、きちんとインフラを整備していかないと、

もう直すことはできないのでしょう、昔みたいに。

昭和４７年くらいにやっているあれですからね。前

に一般質問しましたけれども、できないのですか

ら、長寿命化をするためには常に細かく見ていかな

いと大変なことになると思うのです。一つ、その辺

はどのようにお考えか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 春先の土のうとか、土のうの数とか、それから

凹凸状態。それからひび割れ状態。あと、交通量

とか家がどれくらい張りついているか、そういう

ような調査も行って、年次的に計画に載せて行う

ような形で、昔の簡易舗装はもう砂利が１０セン

チくらいしか入っていませんので、その上に舗装

をかけていますので、もうどうしてもこの数年、

３０年、４０年たちますとデコボコになって、上

から舗装をかけてもまず持たないという、また同

じ傾向はありますので、町の今の考えとしまして

は路盤をしっかり入れるというか、補助事業であ

れば９０センチくらい入れるのですけれども、そ
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こまで入れると工事費用がかかりますので、町と

しては５０センチ程度入れて、舗装を４センチ、

５センチ舗装かけし直しまして、できるだけ持つ

ような形で計画を立てておりますので御理解願い

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 同じページの歩道補修及び

新設というところで、予算特別委員会で要求資料し

ている資料の３１でお話したいと思います。 

 ３１の一番下のほうに、歩道補修、新設という

のがございますけれども、その中で北２４号道路

のお話でございます。これも黒い網線というので

すかね、かかって平成３０年度実施予定というふ

うになっています。それで見ると現況調査という

ふうになっておりますけれども、多分その左横に

書いてある、こういったものをやるのだろうと、

支障物件等あるのだろうと思いますけれども、そ

こについて具体的にお聞きしたいなというふうに

思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の歩

道の整備についての御質問でございますが、この北

２４号道路につきましては、もう長年にわたって地

域からの要望があって、歩道を設置してほしいとい

うような要望があります。この道路につきまして

は、帯広に行く道路としては最短のルートかなと

思って位置づけしております。それとあとは自衛隊

の車両、それから自衛隊の通勤の車両も多いなとい

うふうに位置づけております。考えておりますこと

から、町では平成３０年に予備設計を行いまして、

現況調査を行いまして、まずたたき台の図面を何点

かつくりまして、そして地元におろして、地元の同

意が得られるかどうか、協力が得られるかどうかと

いう部分をまず考えていきたいと思います。 

 その後、この間も北海道防衛局のほうから来てい

ただいて、現況を見ていただいて、これはすぐに

やったほうがいいわというような意見もいただいた

ところでありますので、今後におきましては来年度

以降に要望して、そしてその次の年にまた今度、予

算がつくような形、流れとなるというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 詳しく質問以外のことを

言っていただいてありがとうございます。 

 二つ目の質問は、確実にそうやって図面を聞い

て、住民の意見を聞いて、そしてやっていくと。

実施可否というのはなくて、もう間違いなくやる

というふうに判断していてよろしいのですかね。 

これは去年だったか、おととしだったか、議会

懇談会でも要望が出ておりまして、関心があると

ころだと思うのです。南側には自衛隊があります

よね。自衛隊のほうに歩道をつくるわけにはいか

ないだろうというふうには思っていますけれど

も、アパートなどいろいろ書いてありますから、

北側のほうに考えておられるというふうに判断し

てもよろしいのか。それと、間違いなく歩道は

やっていくのかどうか。そこをもう一度お聞きし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、歩道の設置につきましては北側というこ

とで、住宅が建っているほうということでありま

す。 

やるか、やらないかという部分でありますけれ

ども、まず概略設計しまして、どれくらい用地が

民地にかかってくるか。支障物件、住宅、庭木、

車庫類いろいろありますので、それを保障して了

解を得られるのかどうかという、まず事前に地域

におろして、意見をいただいて、それで可能であ

れば防衛の補助事業として進めていきたいなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６５ページの委託料の

町道維持費であります。 

 ここでは、除排雪その他町道の管理等が、予算

が計上されていると思いますが、今年度はどうい

う内訳なのか、ちょっとお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主幹。 

○土木建設班主幹（菊地 敏君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 平成３０年度の町道維持費の中の内訳といたしま

して、夏の道路維持費３,２００万円ほど。除排雪

経費８,０４０万円ほど。その他、小規模災害の復

旧費に１５６万円。河川整備に５２３万円。排水路

整備に３３０万円の計１億２,２５０万円を計上し

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 例年、この除排雪の予

算、ことしはまた特別だったかというふうに思いま

すが、７,０００万円から８,０００万円くらい支消
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を来しているかというふうに思いますが、大体例年

くらいの積雪量という形の、後は補正で対応すると

いう形の予算計上という形で確認してよろしいです

か。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主幹。 

○土木建設班主幹（菊地 敏君） １１番米沢委員

の予算の関係の御質問にお答えいたします。 

 例年と通常の除排雪経費、日数だとかは計上して

おりますが、ここで若干金額のほうも前年比で１,

１００万円ほど町道維持費が上がっておりますが、

具体の上がった要因といたしましては、人件費の

アップから機械の経費率だとか単価の見直しにより

上がっております。 

 以上になります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、この維持管理、除

排雪については積極的にやっていただきたいという

ふうに思います。 

 ただ、ちょっと今年度の予算とかかわりはないの

ですが、西町の駅前通がありますね。ずっと、何通

というのか、５丁目橋があって。非常に今回いろい

ろ切土はしていただいて、やっていただいたのです

けれども、地域の方から結構歩道だとかちょっと今

回余り除排雪というか、少なすぎるというような苦

情も出ておりまして、まだ何ぼか追加予算で組んだ

部分があるのかなというふうに思いますので、もし

も現場を見ていただけるのであれば見ていただい

て、ちょっと子どもさんなども通学のときに利用す

る道路も歩道がありまして、そこら辺もまだ比較的

高い道路際に雪が高く残っておりまして、心配され

ている方もいらっしゃいますので、その点ちょっと

確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 土木建設班主幹。 

○土木建設班主幹（菊地 敏君） １１番米沢委員

の道路の横が高い、雪がまだ高く残っているという

御質問に対しましてお答えしたいと思いますが、こ

の場が終わった後、現地のほうを確認いたしまし

て、あと予算も若干しかないものですから、対応で

きるものに対しては対応していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この１６５ページの簡易

舗装等々についてお伺いいたします。 

 今年度の予算では、簡易舗装が３カ所という形

になっております。また、側溝整備等もトラフだ

とか２カ所という形になっております。優先順位

表に基づいて予算が計画されて執行されていると

いう状況はわかります。 

ただ、やはり現状を見ますと、もう少しこの部

分の予算をもっとふやすべきではないかなという

ふうに思っているのです。通年見ていましたら、

大体３件か４件という形でなっているような気も

しまして、その時々、要望があれば都度直してい

るという状況も見受けられますが、もっと当初予

算においてこの直す箇所をふやすという考えはな

いのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 簡易舗装の本数が３本という形になっておりま

すが、ふやしたいのもありますけれども、できれ

ば補助事業にどんどん持っていって、町のお金を

少なく整備できればいいなというふうに思ってお

りまして、今回、調整交付金事業でいろいろ補助

事業も改良舗装工事という形で富町とか本町、そ

して新しくも考えておりますので、そういう部分

でふえているのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 努力は大変認めておりま

すけれども、やはりもう少し当初予算で、確かに財

源的な限りの中でやっているということはあります

けれども、やはり住民の方にしてみればもっと積極

的に予算をつけてほしいという形の要望も実際出さ

れております。計画的にということはわかるけれど

も、やはりそういったものも考慮しながら、確かに

持ち出しは少なくして、補助財源を使った中での改

良舗装というのは、それは絶対必要な部分でありま

すが、必要な無駄な経費という形にはならないにし

ても、やはり住民の方がそこに不便を来していると

いうことであれば、少しでも、１本でも２本でもふ

やす必要が私はあると思いますので、この点各種の

基金の積み立ての取り崩しやそういうものも含め

て、改良の余地があると私は思いますが、この点

伺っておきます。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 年次計画で行っておりますことから、限られた

予算の中で最大限に努力してまいりたいと思いま

すので、御理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 
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○１１番（米沢義英君） １７３ページの島津公園

の維持管理という形で、トイレの外部改修という形

の予算が組み込まれております。これは外壁という

形になるのかなと思いますが、この点お伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 建築施設班主幹。 

○建築施設班主幹（高松 徹君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

島津公園トイレ改修につきましては、既存の駐車

場に近いトイレ、あちらの外壁、今現在タイルです

けれども、あちらの剥落が見られますので、タイル

面を外装材のガルバリウム鋼板を張ること。それか

ら、屋根のさびも見られますので、屋根部分につい

ては塗装の改修を行います。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 改修計画、事業計画を見

ますと、東屋とあるいは椅子だとか撤去だとか整備

だとかという形に載っておりますが、今後改修、や

はり維持管理の部分で整備しなければならない部分

というのがあると思いますけれども、東屋のあそこ

の椅子だとかというのは、木で相当古くなってきて

いるのかなと、ちょっと直っているか、調整された

のかどうかわかりませんけれども、そういうものも

含めて今後、島津公園の維持管理に努めるという形

でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、島津公園につきましては、管理をしている

環境整備員というのをつけておりまして、その中で

先ほども原材料で投資的というのがありましたけれ

ども、昨年からテーブル、椅子というのを一つの形

の部分を自前でつくって、できるだけ多く皆さんに

利用していただくような形でつくっておりまして、

また整備計画の中でも東屋などにつきましても今

後、検討していく予定をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １７５ページにお伺いい

たします。 

 この中で委託料という形で、公営住宅の維持管理

の部分についてお伺いしたいのですが、全般にわ

たってなのですが、例えば西町の南側、一番古い公

営住宅であります。ここは年数もたって建てかえの

計画もあるということで、トイレの水洗化は実施さ

れておりません。除排雪についてもきちんと実施さ

れております。あとは、よく聞くのは年数がたっ

て、生活用水がいわゆる地盤が膿んでしまって、も

うでこぼこで流れないと。生活排水ですね。流れな

いという状況が見受けられます。一部、住民の声に

応えながら担当のほうでは修繕などもしております

けれども、総点検が必要なのかなというふうに思っ

ておりますので、非常ににおいがするだとか、水が

流れなくて大変だというような声がありますので、

こういった部分の御存じのように、おわかりだと思

いますが、どのようにお考えなのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

公営住宅維持管理にかかわる、特に西町団地の整備

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、公営住宅は９団地、町で保持しております

が、特に西町団地は緑町団地に次ぎ古い団地となっ

ております。あと、委員御発言のとおり、水洗化も

実施はしていない状況でございますが、これにつき

ましては町の住生活基本計画の中の西側地区整備計

画の中に位置づけられ、今現在進めている泉町南団

地、扇町団地、西町団地とこのエリアについて整備

計画を持っているところでございますが、先日の総

務産建常任委員会で初めてこちらのほうから御説明

させていただいた経過があるのですけれども、今後

この地域につきましても公営住宅の見直しについて

は進めていかなければいけない地域と所管では考え

ております。 

 ただ、今現在住んでいらっしゃる方の生活環境に

ついては、町としては維持保全に努めていかなけれ

ばなりませんので、それについてはその都度、皆様

に御迷惑をかけない形で大家としての責任を果たし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 入居のあり方というか、

例えば上富良野町に住みたいという方で、一般の住

宅も利用できるのですが、中富良野町はたしかに単

身者でも入居できるような環境があるというふうな

形になっております。そちらの一般住宅との公平さ

もあって、なかなか難しいのかもしれませんけれど

も、上富良野町においても将来、移住や定住、ある

いは何らかの要因で上富良野町で就職したと、なか

なか民間に務めたとしても、住宅補助が、なかなか

思ったほど手当が出ないという状況もあります。 

そういった場合に、やはり町が何らかのここで言

うべきかちょっとわからないのですが、公営住宅に

入居条件として整える、あるいは一定期間上富良野

町に住んでもらって、補助を出して限度を区切って
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入居の環境を整える。そういったものも必要なのか

なというふうに思っておりますので、この上富良野

町で単身者が公営住宅で入居をするというのは、高

齢者の方は該当になるのかなというふうに思います

けれども、若い若年層等については該当にならない

というふうに思いますが、ここら辺はどうなので

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

公営住宅の入居者選考についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 町としましては国並びに道の指針に基づきまし

て、入居者選考につきましてはポイント制を導入さ

せていただいております。これは、入居申込者に対

する公平性を期するために実施しているもので、特

に単身者の方が入居できないということではなく、

住宅困窮者に対してのポイントが加算されるような

仕組みになっています。 

 ただし、平成２８年度からは委員のほうからもか

なり御意見をいただきまして、やはり子育て世帯、

多子世帯に対しての住宅入居に対するポイントの加

算についての見直しをしましたが、今現在、委員が

御発言のとおり単身者に対する、特にまた移住者に

対するポイントについては、私ども所管のほうの公

営住宅のほうでは検討すべき内容ではないと考えて

おりますことを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほども申し上げました

が全体的な、トータルの中で考える必要があります

ので、ぜひこの点考えていただきたいというふうに

思います。 

若干問いますが、ここら辺は総務課の担当になる

のかな、政策的になると。ちょっとわかりませんけ

れども、そういった要素も含めた町のあり方という

のが必要になってくるかというふうに思いますがお

伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、定住・移住の関係につきま

しては企画商工観光課が所管で今、進めているとこ

ろであります。 

 あと、そういう移住・定住されてきた方たちの住

宅につきましても、準備の段階では町のほうで対応

するような施設も設けておりますけれども、基本的

には上富良野町内、民間の住宅もたくさんございま

すので、そういうところを民間の空き部屋もかなり

多くなってきているような現状も調査の中でわかっ

ておりますので、民間の方との競合にならないよう

なことも必要かというふうにも思いますので、町が

先般の一般質問の中でもやり取りがあったと思いま

すが、そちらにつきましては町が支援すべきことな

のかどうなのかということにつきましては判断がな

かなか難しいものではないのかなというふうに現在

のところは理解しているところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 公営住宅の維持管理なので

すけれども、これは入るときに２カ月分くらい余分

にもらいますよね。その分というのは、これには全

然出てこないのですか、資料には。資料１６ページ

の。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ７番北條委員の

御質問にお答えします。 

 入居の際に、家賃の３カ月分を敷金としていただ

いております。これについては、退去する際に修

繕、入っている方が自分で壁に穴をあけてしまった

とか、ふすまを破いたとかいった部分の修繕のほう

に敷金のほうから充てて、残りについてはお返しを

しているという状況でございます。 

○委員長（村上和子君） ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ということは、敷金で間に

あっているということですよね。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ７番北條委員の

御質問にお答えします。 

 敷金の中で賄いきれているという状態です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、８款土木費の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、９款教育費の１７

８ページから２２７ページまでの質疑に入ります。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １７９ページの委託料、

オルフィス保守。オルフィスってどういうものなの

かお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えします。 

 オルフィスは印刷機でございます。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 印刷機のことをオルフィ

スというのですか。 
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○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） 印刷機、理想科学

の印刷機で、商品名でオルフィスという名前になっ

ているもので、その前の場合は輪転機形式のやつで

リソグラフなどとあったかと思いますが、それと同

じように商品の名前で表記しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 何か表記方法が変わった

のですかね。副町長わからないですか。ちょっと何

年もやっていて失礼なのですけれども、いつも保守

点検をこちらでやったら、何だか保守とか。なかな

か商品名で言っているあれはないのですけれども、

あれでしたら以前のとおりの表記をしていただきた

いのですけれども。印刷機保守とか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ４番長谷川委員の御質問

にお答えします。 

 今、教育振興課長が答弁したように、もともとリ

ソグラフという商品を使ったときにはリソグラフの

保守という表記があったと思います。今現在、非常

に複合的な機能を持っている印刷機が教育委員会に

も、役場の庁舎にも、かみんのほうにも設置してあ

りますが、ここ数年このオルフィスという機械を導

入しておりますので、この機械の保守ということで

オルフィス保守という表記をさせていただいており

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） １９９ページ、中学校の

整備という中で、上富良野中学校の外構整備、その

中で６,３１０万円ですか。この中に、いわゆる神

社の木が生えていたところの部分のところに駐車場

をつくるということになっておりますが、その経費

もこの中に入っているということですか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １２番中瀬委員の

上富良野中学校の外構整備に係る御質問にお答えし

たいと思います。 

 上富良野中学校の外構整備、あわせて町有地であ

ります中学校向かいの広場につきましても、あわせ

て整備するということで事業費は一本化になってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今の答弁によりますと、

この宮町１丁目の今回駐車場になろうとしている場

所というのは、いわゆる普通財産ではないのです

か。教育振興課のものではなくて、本来であれば総

務課がこれを管理している部分ですから、その駐車

場整備についてはそちらのほうで予算づけをして、

駐車場を整備するというのが本来の姿ではないので

しょうかね。その辺どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） １２番中瀬委員からあ

りました中学校前の宮町１丁目の駐車場整備の関係

の質問にお答えをいたします。 

 ここの部分につきましては、従来は木が生えてい

たということで、カラス等の駆除の関係がありまし

たので一度木を切らせていただいて、そのままの状

態で置いていたところでございますが、それ以降の

跡利用ということを検討していたところで、ちょう

ど中学校の整備を行うという中で、今までその中学

校の通学時の車の停車等の問題等もございましたの

で、今回中学校の外構整備の一環の中でそこの駐車

場化という部分の整備費について予算立てをさせて

いただいたということでございまして、下の土地に

つきましては普通財産でございますから、総務費の

ほうで上げても問題はないのかなというふうに思っ

てございますが、３０年度の予算の組み立てにおき

ましては教育振興費の中学校整備の一環の中で、駐

車場整備ということで予算編成をしたということで

御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 私どもの家庭で例えば予

算づけをする場合でしたらそういう方法も考えられ

ますけれども、町がこういう予算づけをするとき

に、何かどさくさ紛れについでにやってもらうとい

うような、そんな感じの予算づけではないのかなと

いう私は感触を持っているのですが、そこら辺はど

うなのでしょうかね。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） １２番中瀬委員の御質問

にお答えをいたします。 

 中学校のちょうど前にあるところというところで

して、整備した後には中学校のほう、駐車場は中学

校用としてちゃんとつくるのですけれども、参観日

だとか非常に多いときに一時的にも入れる部分、ま

た堆積、雪などを投げる部分もありますので、そう

いう部分で学校側も、中学校、教育委員会としても

利用させてもらうということで、額が大きければ絶

対に区分けするのですけれども、発注するにも手間

暇、設計から全部かかりますので、教育委員会のほ

うで今回、あわせてうちのほうでやらせてもらうこ

とにしたところであります。  
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 決して意図的にどさくさでやりたいとか、そうい

うことでうちのほうで予算の枠を取ったことでは決

してございませんので、誤解のないようにその辺の

ところはお願いをしたいと思います。あくまでも主

体は中学校の金額は大きく、神社のほうの部分は本

当に土を入れるぐらいで、本当に低額な額というこ

とで考えておりますので、御理解をいただければと

思っております。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今の答弁からいくと、金

額はほとんど余りかからないという話ですよね。

だったら何も無理してそこで、そこにやらせなく

たって、普通財産の中の総務課の費用の中の予算で

組んだって問題はないと思うのです。 

 だけど、そういうふうにいわゆる町のほうで、駐

車場として整備をして、そして中学校のいわゆる車

をとめるようにしてもらったって何も問題はないと

思うのだけれども、今のいろいろその答弁を聞いて

いる中では何となくつじつま合わせのような感じで

話をされているような気がするのですよね。 

だから、本来であれば教育委員会のこちらのほう

の予算ではなくて、駐車場をつくるのであれば駐車

場をきちんと総務課のほうの予算でつくって、そし

て中学校の駐車場として利用させていただきたいと

いう、そういうふうにしたほうがわかりやすいし、

何かすごく変に、私が頭が悪いのかもしれないけれ

ども、そういうふうに考えたほうがいいと思うのだ

けれども、その辺はどうなのですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） １２番中瀬委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

先ほど教育長も答弁したように、私たちは何か意

図をもってこのように予算をくっつけたわけでもな

ければ、ありませんで、同じ時期に、同時期に工事

をやるのであれば、ずっと教育委員会と総務課のほ

うでもずっと、あそこの土地の学校の整備もありま

すので、ずっと協議を進めてきました。 

そのような中で、一体的に発注したほうが工事の

管理についても、工事の全体の予算についても、効

率化が図れるので一体の工事としてやったほうがよ

り効果的だなということで、このような対応を図ら

せてもらったことでありまして、何か意図をもって

くっつけたり、くっつけなかったりということをし

ているわけではございませんので、ぜひその辺は御

理解いただければというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 決して意図をもってどう

のこうのという話をしているのではなくて、予算づ

けのいわゆるこういった予算、金額が少なかろうが

多かろうが、そういう問題ではなくて、基本的にこ

れは教育委員会がやるべきか、総務課がやるべき

か、そこら辺の判断に至ったときは、これはちょっ

と変ではないかなというふうな感触から言っている

わけで、これから今後そういったことがまた起きる

かもしれない、そういったことがないようにしてい

ただければということでの質問であります。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） 私ども予算づけの仕方の

中で、何か瑕疵があるとか問題があるというふうに

は理解をしておりませんので、今後ももしそのよう

な事案があったときに、一体的にやったほうが工事

が効率的だねということであれば２課にまたがるよ

うな事業であっても１本で、予算を１カ所にまとめ

て発注するようなことも当然あり得るというふうに

理解をしております。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほどから同じような話

になっておりますけれども、これはよく検討してい

ただかないと困ると私は思っていますよ。そこら辺

は、今後も例えばそういったことが起きるケースが

あるかもしれないという答弁だったのですが、それ

はやはり考えていただかなければならないと私は思

います。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩とします。 

────────────────── 

午前１１時３１分 休憩 

午前１１時３３分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩を解きます。再開い

たします。 

 中瀬委員、ただいまの副町長の答弁で御了解い

ただきたいと思いますが。 

（発言者あり） 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今の関連というか、目だけ

関連なのですけれども、前にもちょっと質問させて

もらったのですけれども、今、大分減ってはいるの

ですけれども、いわゆる中学校関係者外の人が便宜

上斜めに横切って中学校の敷地に入っていくケース

が多々見られていたのですよね。 

それで、関係者以外の方は入らないでくださいと

いう掲示はされてあったのですけれども、せっかく

この外構を今回きちんとされるということなので、

この辺は徹底して、いわゆる防犯、安全上の面から

も、生徒及び関係者以外の人が学業、就業中という

か、その時間の間になるべく出入りしづらいような

つくりをしたほうがいいかと思うのですけれども、
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この辺いかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ６番金子委員の中

学校の敷地内に横断して入るという事案であります

が、それにつきましては今までも「学校敷地内につ

き、無断に立ち入りしないでください」ということ

で注意喚起はしてきているところでありますが、そ

の部分につきましては再度、啓蒙のほうを実施して

いかなければならないなと考えております。その対

応についても十分に現場と相談しながらやっていき

たいと思いますので御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 関連でございます。 

 確認ですけれども、招魂祭が７月１日、神社祭が

８月１日前後にありますけれども、その神社前の記

憶したところ、駐車場化の話ですけれども、いつ始

まっていつ終わるのか、工事がですね。そこをこの

間確認するのを忘れていましたので、そういう招魂

祭の時期等に重なっていれば、代替場所があるの

か。中学校のグラウンドと受けていますけれども、

それはもう中学校の了解を取っておられて、もう調

整する必要はないのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ５番今村委員の外

構整備の工期の関係でありますが、この部分につき

ましては……。 

具体的な日程についてはこれから建築サイドのほ

うと決めて、現場とも相談しながらということにな

りますので、詳しい日程はもうちょっと時間がか

かってからのお知らせになるかと思いますので御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ５番今村委員。 

○５番（今村辰義君） 銃剣道の話なのです。私関

係があるから、そういう固有名詞を出したくなかっ

たのだけれども、あそこでやっていますよね。だか

ら、工事が始まっていればできないわけで、じゃど

こでやるのかなと単純なその。そして工事が終わっ

ていなければまたやれないですよね。だから、そう

いったところでどこでできるのか。児童会館の南側

もやると言っています。そこも工事が完了していな

ければできないですよね。そういったところで、ど

こでやればいいのかという話なのです。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ５番今村委員の工

事中における、あそこを利用している場合の代替地

の関係でありますが、その部分につきましては今総

務課のほうとも相談しておりますが、今言った東児

童館の南側だったかな。あそこを整地して対応する

ということで、もし工事期間中で使えない場合はそ

ちらということで調整もしておりますので、使用に

支障のないように対応したいと考えておりますので

御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今の駐車場の件なのです

けれども、ＰＴＡの人は参観日に使っていい。一般

の人はどうなのですか。使用できるのですか。お伺

いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ４番長谷川委員の

駐車場、神社前の敷地のことですか。につきまして

は、あくまでも学校の駐車場ではありませんので、

一般の方が自由に使っていただいて結構かと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 今、問題になっていると

ころのこの財源の使い方か財源の出方なのですけれ

ども、その他の財源というのはどういうところから

出てくる財源を言っているのですか。 

○委員長（村上和子君） 何ページですか。 

○１０番（髙松克年君） 資料の５１ページです。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

御質問にお答えします。 

その他の財源につきましては、公共施設整備基金

を充当しているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １８３ページの教員住宅

の改修という形で予算が載っておりますが、これは

何件でどの地域の教員住宅の改修になるのかお伺い

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

教職員住宅の改修の関係でお答えしたいと思いま

す。 

 今回の整備計画につきましては、上富良野中学校

の教頭住宅を改修したいということで１棟１戸でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 最近、教員住宅が古く

なって入居していないというような教員住宅も見受

けられます。そういう場合、活用の仕方というのは
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なかなか難しいのだろうと思いますが、取り壊し

か、そのままもう少し誰か入るということでは今見

ていましたら、一般の民間の住宅にも入られる教員

の先生や、地方から来る、通勤している方もいらっ

しゃるので、今後の教員住宅の維持管理のあり方と

いうのはどういうふうになっていくでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

教員住宅の今後のあり方についてでありますが、こ

ちらのほうとしましてもまず、かなり町外からの通

勤教職員もふえているということで、住宅の整備を

どうするかということで、非常に頭を悩ませている

ところでございます。その中で、当然のことながら

学校長、それから教頭につきましては、こちらのほ

うの住宅に住んでいただいて、それで対応している

ところではありますので、まず今回整備計画を４

年、５年計画でしたか。それでもちまして、まず管

理職の住宅についてはかなり老朽化の進んでいると

ころもありますので、まずその部分を改修して延命

を図りたいと考えているところであります。 

 また、一般教職員についても最低限まだ住まれ

て、通われる先生もいますので、その部分について

は適宜、その状況を把握しながら対応していきたい

と思っております。その部分については、最低限の

修繕程度なのですけれども、対応しながら住むこと

に支障のないような範囲で実施をしたいということ

で、整備計画で最終的には何戸必要なのかというこ

とをもう少し教職員の異動の動向をつかまえなが

ら、最終判断をしながら考えていきたいと。 

 また、新たに建設するということについては、今

のところ計画ではなくて、逆に民間住宅、アパート

等もたくさんありますので、その部分の活用という

か、紹介をしながら図ることのほうがより効果的で

はないかということでも検討として入っております

ので、今後そのことについても考えていきたいと考

えているところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） １８５ページ、教育相談事

業ということで、報償費ウィスク（ＷＩＳＣ）検査

謝金ということで金額が載っておりますが、去年ま

でこの謝金の項目ってございましたかどうかお伺い

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の

ウィスク検査の関係でありますが、これまでも今ま

で報酬の予算の中で対応していたのですけれども、

なかなか時間等の関係とか件数の関係がありますの

で、１件当たりということでの単価を決めまして、

その部分で報償費という形で対応したいということ

で変更したところでございます。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 今、回数でとおっしゃられ

ましたが、今まではまとめて払っていたのを、１回

幾ら掛ける何回という。これは１回幾らぐらいお支

払いしているのですか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の

ウィスク検査の謝金の単価でありますが、予算的に

は１回８,０００円の２４万円ですから３０件分と

いうことで予算計上させていただいております。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） これは現場でウィスク検査

をかけているのかな。またはどこかに行ってやるの

か。何かやり方が今までと変わったかどうか教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番岡本委員の

御質問にお答えします。 

 これまでウィスクの検査は報酬で検査員を任用し

て検査をお願いしているという形でしたので、うち

のほうで検査はするのですけれども、お子さんに

よって時間が多少変わったりですとか、あと検査員

の都合によって検査を実際にする時間とその検査の

結果をまとめる時間が、必ずしも続けて取るのが難

しいような状況もありましたので、１件幾らという

お願いの仕方をしたほうが、こちらの依頼もしやす

いですし、検査員の方も検査がしやすいということ

で今回、謝金に変えております。 

 検査自体は、やり方としては今までと同じです。

検査員をお願いして、うちのほうで検査をするとい

う形になります。医療機関へ行くですとかというこ

とではございません。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ウィスクの検査なのですけ

れども、資格を持った方がかけるようになったの

か、ならないのか、教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番岡本委員の

御質問にお答えします。 

 ウィスクの検査は、もともとは必ずしもこの資格

を持っていないと検査ができないというものではな

かったのですけれども、近年いろいろ制度が少しず

つ変わってきておりまして、研修を受けた方ですと

か、一定の資格をお持ちの方ということで、だんだ

ん厳しくはなってきております。 

 今、お願いしている検査員の方も新たな制度の中
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で研修を受ける予定というふうに聞いておりますの

で、引き続きその方にお願いできればというふうに

は考えております。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 結果が出て、現場でその結

果が有効に生かされているかどうか。ちょっと難し

い問題にもなってくるとは思うのですけれども、Ｐ

の方とＴの方と現場というようなところで、必ずし

もその結果が反映していなくて、現場が混乱すると

いうところもちょっとあるのかなと思うのですけれ

ども、教育委員会としてはどういった対応を取られ

ているか教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（安井民子君） ２番岡本委員の

御質問にお答えします。 

 十分にその検査結果が活用できているかと言われ

ましたら、十分ですというところまでではないかも

しれませんけれども、親御さんに特別支援の利用に

ついて相談する場面では、その結果をお互いに共有

した中でお子さんの状態を御説明したりですとかと

いうことには使っておりますし、就学時に向けては

それぞれの学校の担当の先生にもその検査結果をき

ちんとお伝えしております。 

 今年度、特別支援の事業の中でも研修会を計画し

ておりますけれども、そういうせっかくやった検査

の結果をもう少し学習の場面でうまく生かせるよう

な研修もやっていけたらいいなというふうに考えて

おります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

教育長。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の御質問が

あった件に、今主幹のほうからお話をさせていただ

いたのですけれども、結果としてなっている、なっ

ていないの話で十分ではないような意味と取られる

部分がありましたけれども、保護者と教育支援会議

の中で、この子は知的なのか、特別支援としてどう

するのかという判断をするときには、このウィス

ク、知能検査が有効な判断する材料になっていま

す。 

ただ、この検査をもって、保護者とやり取りをす

るとき、知的教室に入りますか、いえ、私はこの結

果を見ても入りません。そのときには十分な結果が

出ないという意図のことを今お話させていただきま

した。 

 したがって、この検査結果というのは有効なもの

であり、精度を上げていくことがより理解を得られ

るものになるなということで今回、若干改正という

か、報酬から謝礼のほうに変えたりしていますけれ

ども、有効に活用はされているということで御理解

をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２０７ページの放課後子ど

も教室及び放課後児童健全育成事業にかかわるとこ

ろでお伺いいたします。 

 この間、上富良野町は非常に先進的にこの放課後

スクール、教室等々を行ってきております。指導員

ですとか支援員、補助員が非常に今、高齢化が、高

齢化という言い方は失礼ですね。人材が非常に不足

しておりまして、なり手が簡単に見つからないのが

現状なのですよね。確かにこれは基準に基づいた中

で報酬が払われているのですけれども、次の指導員

なり支援員の人たちの育成の、その強化する予算と

いうのはやはりしていかないと、先々が非常に不安

なところがあると思うのですけれども、この辺はい

かがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） ６番金子委員の

御質問の放課後事業の支援員、補助員等の育成につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、放課後事業、放課後クラブという名称で

上富良野小学校のところで運営をしておりますが、

今現在、予算特別委員会の資料にも掲載させていた

だきましたが、１１名の指導員配置をもって運営を

させていただいております。今現在の指導員の中に

は、一定の年齢ということで新たに、お辞めになる

方も含めて新たな指導員も今、募集をして、その分

の人員的には確保するような形で今、進めておりま

す。 

 ただ、いろいろと募集しておりますが、なかなか

スムーズに募集に応募がないという実態でございま

すので、引き続きそこら辺の部分については放課後

クラブの分に従事していただける方の声がけ等含め

て進めてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） だから必要なのではないで

すかと聞いているのですよ。本当に私、その支援員

の人たちの生の声を聞くと、大変なのですよね。も

ちろんボランティアの気持ちがあって、地域の子ど

もを大事に育てていきたいという、その気持ちの情

操の上にやっている事業なのですけれども、やはり

人のお子さんを安心、安全からこう管理しながら見

ていく。またしつけも加えて、きちんと教えていく

というのは本当に苦労されているのですよね。そし

て、またその苦労されているのを見ていらっしゃる

方もいるから、なかなかそのなり手というのが少し
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ずつ徐々に遠まっていっているのですよという声が

現場から聞こえているのですよ。だからこそ、その

金銭的な問題等々だけではなく、しっかりそのなり

手の前の段階のケアだったりとか、そのサポートと

いうのが、していかないと、この事業が継続されて

いかない懸念があるので、その辺を今からきちんと

やっていくことが大事だと思うのですけれども、教

育長いかがですか。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） ６番金子委員の放課後ク

ラブに対する御質問にお答えしたいと思います。 

 委員おっしゃられるとおり、非常に人材の確保に

はいつも難儀しているところであります。いろいろ

な要素があります。人材が上富良野には少ない。有

資格者で人材が少ないというのが一つあるのですけ

れども、そのほかに所得的な問題だとか、労働環境

をよくしなければならないなという部分もあります

し、クラブの形態自体ももっと見直しを図っていか

なければならないなという部分もあります。 

 今、ともかく事業はうちの事業、一定のレベルの

事業をやっているということで評価も得ております

ので、これを引き続きやるためにはすぐこれだとい

う特効薬があるわけではないですけれども、こまめ

に見直しを図って、人材を確保するために、例えば

教職員の退職者を雇用するだとか、しっかりとした

体制づくり、お金もかかりますけれども、やはり多

くの子を受けて、共稼ぎ家庭だとかひとり親家庭等

の対応を図っていきたいなというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのは、指導

員の謝金という形で放課後教室児童支援員という形

で載っておりますが、それぞれ指導員の謝金、放課

後支援員の謝金の支給等において、基準があって、

それに基づいて支給がされているかというふうに思

いますが、それぞれどういう基準にもって金額等支

給されているのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

の御質問に、それぞれ放課後事業の謝金等の基準に

ついての質問についてお答えさせていただきます。 

 放課後スクール、クラブの指導員等の謝金等につ

きましては、資料３５ページのほうに掲載させてい

ただいておりますが、放課後スクールのほうにつき

ましては、今現在、上富良野小学校で運営をさせて

いただいておりまして、それぞれコーディネーター

という立場の方については１回３,０００円の謝

金。教育活動サポーターという立場の方については

１回２,５００円の謝金となってございます。 

 また、放課後クラブの分につきましては、支援員

という立場の方については１時間あたり９４０円。

支援補助員の方については１時間８４０円というこ

とで、ここら辺の賃金については町の中で決めてい

る統一の賃金単価ということを適用して、それぞれ

お支払いをさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 所得の上限などもあっ

て、大変厳しい状況があるということに思います。 

 一般的に今度、制度が改正されて、一定の研修を

受けた場合には年額２０万円とか十何万円だとか受

けられるような制度が、今度は国の中で１７年度く

らいから実施されたのかな。ちょっとわかりません

けれども、あるかと思います。そういう制度を活用

できるのであれば、いわゆる研修を受けてその現行

でしたら年額、これだったら７万円か８万円くらい

になるのかな。ちょっとわからないのですけれど

も、そういうものにプラスアルファして待遇なども

改善できるのであればそういう待遇の改善も必要な

のかなというふうに思います。 

そこには当然、女性の方もいらっしゃいますし、

定年されていろいろと所得制限があるということで

難しさもあるのですが、そういったものの制度の活

用というのはできないものでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

のただいまの御質問についてお答えさせていただき

ます。 

 特に放課後スクールと言われています上富良野小

学校、上富良野西小学校で実施しております部分に

つきましては、それぞれ午後１時から４時間くらい

の中に、お子さんがそれぞれ学校帰りにこのスクー

ルのほうに寄っていただいて、それぞれ自宅に帰っ

ていくというような形でこのスクールというのを

やっておりますが、こちらに従事していただいてい

るコーディネーターの皆さんにつきましては、１回

当たりということの謝金でお願いしているところで

ございまして、ここら辺につきましてはこの範囲の

中で引き続きお願いしたいと今現在考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

今の質問に対します補足でありますが、放課後クラ

ブのほうにかかわりましては、支援員と支援補助員

ということになっておりまして、今研修等を受けた

らということでありますが当然、資格者につきまし

ては支援員ということでお願いしているところであ
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りますが、その単価を用いています。 

 ただ、補助員のほうにつきましては無資格者であ

りますけれども、一定程度の経験を有して、研修を

受けた場合には支援員ということで雇用ができます

ので、そういう部分で賃金単価も上がりますので対

応はさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ここで昼食休憩といたし

ます。 

 再開は、１３時でございます。よろしくお願いい

たします。 

────────────────── 

午前１２時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 昼食前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 御質疑ございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９３ページの西小学校

の教育コンピューター関係の予算１,０００万円と

いう形で、ラインの整備だとかいろいろあります

が、細かくこれはどういったものに、パソコン何台

だとかもしもわかればお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

上富良野西小学校整備予定であります教育用コン

ピューターの整備内容でございますが、まずパソコ

ン教室に３１台、普通教室に１０台、図書室に１台

のコンピューターの整備を図りたいと考えておりま

す。 

 また、周辺機器プリンター等、それから校内ＬＡ

Ｎ等の整備を図りたいということで計画をしている

ところでございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次に、１９５ページの学

習支援員ということで、なかなか落ち着いて勉強に

向かうことができないという形の、加配をしながら

そういう子どもたちを支援するという形の予算で、

大変いいかというふうに思います。 

あわせてお伺いしたいのは、近年教員の多忙とい

う形の中で、事務職員もいますからコピーだとかそ

ういったものに対する対応、こういったものに対し

ても財政的な支援が今年度から始まったというふう

に聞いておりますが、そういった支援というのはあ

るのでしょうか。 

 例えばコピーをするだとか、雑務をこなすという

形のそういうような支援。あるいは部活動に対する

支援など、いろいろ新しくできましたので、そこら

辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

支援員にかかわる質問で、今のやつは上富良野小学

校配置予定の支援員ではなくて、そのほかの支援員

がどうなのかということだと思いますけれども、部

活であれば外部講師であるとか、そういう制度もあ

りますし、事務的なものについては今、うちも事務

生との配置等で対応もさせていただいておりますの

で、必要最小限の対応については今図っているのか

なと思いますが、今後についてもその部分はまだど

ういうのがあるのかということでまた伺っていきた

いなと思いますけれども、今現状ではそういう対応

で十分対応しているかなということで認識している

ところでございます。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員からの御

質問にお答えしたいと思います。 

 国においては、多忙化というか働き方改革も含め

て、制度的な設計はできているようであります。し

かしながら、新聞等で報道されているものが本町ま

でおりてきているかというと、現実にはおりてきて

おりません。どんなものになるかというのはこれか

らですし、希望するところ全部に当たるわけでもな

いというようなことで、今後の動向を見ながらその

辺は進めていきたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。事務加配等、既に既存のものでも

制度としてはあるのですけれども、ことしも事務加

配、ＴＴ加配、済みません、ＴＴ加配と言ってもわ

かりづらいですね。指導工夫改善加配等々、加配の

要求をしたところでございます。残念ながら１０

ページ、２０ページにわたる資料で要求をしたので

すけれども、残念ながら認めていただけなく、加配

のほうがつかなかったという現状もあるところでご

ざいます。 

 今後、詳細になってきましたら、それら加配を求

めていくようにしたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、それぞれの学校等に

おいては、いわゆる算数だとか理科だとか、それぞ

れ力を入れたいということで、総体的な教員の数が

少ないということで、なかなかそれこそ加配という

か配置をふやしてほしいということで、専科という

ことで申し込んでもなかなか実態としてはかけ離れ

ているという状況が見られるのですが、なかなか教

育長もおっしゃったように、いろいろな手だてを
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打ってもなかなか難しいという現状は、これからも

引き続き続くのでしょうか。 

やはり、少なくとも学校の要望に全部は応えられ

ないにしても、少しでもやはりそれが子どもさんた

ちの教育の向上だとか、資質にかかわる部分であれ

ば、こういったものも積極的に活用できるのはいい

のかなと思いますが、現状についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員の加配等

についての御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどもお話したとおり、積極的に希望について

は出させていただいております。ただ、なかなか何

がだめでつかないのか、私も局に行ってかなり文句

を言っているところでありますけれども、なかなか

予算の配分だとか、ことしからですと英語の先行が

入っていまして、英語の専科だとか、国で言ってい

るのはつけますということでお話がありますけれど

も、現実には数が限られておりまして、どうしても

都市部にそのような加配がついているというような

状況にございます。 

 粘り強く、何度申請してだめでも粘り強く実態を

訴えて、加配を取れるように頑張っていきたいとい

うふうに考えておりますので御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９９ページの中学校の

講堂改修とあわせて、今、避難施設という形にも

なっているかと思います、講堂。上富良野中学校。 

 それで、裏口の出入りのところ、確かスロープ等

があるのか、ないのかと思ったら、ないのかなとい

うふうに見ていたのですけれども、今回耐震化補強

やトイレの改修等にかかわって、財源の補強も一定

部分あるというような情報も流れてきております

が、そういった部分の改修というのを今回、講堂の

改修とあわせて、小さなことなのですけれども、あ

るのかどうなのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

上富良野中学校の講堂改修にかかわっての避難施設

としてのスロープ等の改修計画についての質問であ

りますが、現在、昇降口の改修も含めて予定はして

おりますが、スロープ等の設置というところまでは

今、設計には入っておりませんが、避難施設となっ

た場合は正面からも入ってくるところがスロープが

ついていますので、中に入って対応することは可能

かと考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２１９ページの開拓記念館

管理費についてちょっとお伺いしたいのですが、昨

年ちょうど開館２０年ということで予算立てがあっ

て、ことしはそれがないというふうになっておりま

す。一般的な委託料の中の管理費についてはほぼ昨

年と同額になっているのですが、あそこは御承知の

とおり三浦綾子さんの碑があったりとか、ライオン

ズクラブから寄贈いただいた十勝岳の爆発からの復

興の記念ビデオがあったりとか、いろいろその今、

町が進めようとしている映画化に関係する非常に重

要な拠点になり得るのですが、こういうところは本

来、町が今進めようとしているところには共同でや

る必要があると思うのですよね。進める会とかも、

こういうところがきちんとタッグを組みながら、町

民の皆さんに知る機会というのを与えていきなが

ら、機運醸成というのを図っていかないとまずいと

思うのですけれども、これは当たり前の予算しかな

いのですけれども、この辺はどういう感じなので

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） ６番金子委員の開拓記念

館にかかわる機運醸成事業といいますか、泥流地帯

等の機運醸成に関する御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 基本的に、委員のほうからお話があったように昨

年、その前の年と同じベースで、それらの部分、特

に予算化している部分はないところであります。 

 ただ、泥流にかかわる施設であるし、それにかか

わる三浦綾子の歌碑があったりというようなことで

あります。 

必ずしもソフト事業、お金をかけないでできる事

業もありますし、映画化を進める会ともそれらの話

をまだどうするかと具体な話、ソフト事業について

どうするかという話もまだ具体にしておりません。

いろいろな意味でそれらの御意見がある中で、予算

的なもの外出ししているものもきっとあると思いま

すし、直接うちが出さなければならないものもある

のかもしれませんけれども、トータルでソフト事業

をやるとすればそういう部分もできますし、あくま

でもここで見ているのは通常の管理運営の経費とい

うことで御理解をいただければありがたいなという

ふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、当然その進

める会のほうは進める会で予算は別立てでついてお

りますので、その中でいろいろなさまざまな機運を

高めていくというソフト事業等々もあるのですが、

現段階ではこの今、開拓記念館とのマッチングをさ
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せた状況というのは、今はないということで理解し

てよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問に

お答えをいたします。 

 先ほど教育長が答弁させていただきましたよう

に、ここの開拓記念館の管理費につきましては、通

常の施設の管理の部分の予算を計上されています。 

 あと、特に機運醸成事業につきましては、町から

進める会のほうに一定程度の負担金を拠出をしまし

て、そちらのほうでいろいろと今、ソフトのメ

ニューが組まれております。 

きのうの御説明の中でも一部御説明をしておりま

したが、この春から１年間かけて、いろいろなこん

なことをやっていきたいというようなスケジュール

がおおむね先般の第１回の会議のときに全体で、進

める会の会議の中で確認をさせていただいておりま

すので、その中で特に、今現在の中で開拓記念館と

連携するような事業というものは、今の時点では特

に、ことしの今の予定の中では想定しておりません

けれども、開拓記念館を活用したそういうソフト事

業等についても価値のある事業なのだなというふう

にも思いますので、またいろいろと進める会の中で

も、年間を通じた中でも特に、そういう任意の団体

でありますので、必ず決めたことを決めたとおりに

というものでもありませんので、予定しているもの

をやれなくなることもあるでしょうし、予定以外の

事業を進めることももちろんあるでしょうし、今、

直接の連携事業ではありませんけれども、隣にあり

ます草分神社を使った当時の亡くなられた方たち、

それから開拓をされた方たちをしのぶような、そう

いう事業等も進める会のソフト事業の中では想定し

ているところでありまして、これからいろいろと事

業を進める中で、こういうこともやってみよう、あ

あいうこともやってみようというようなことで、事

業が膨らんでくることもあるのかなというふうに理

解をしています。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今、副町長がおっしゃるの

もわかります。きのうの説明の中で、時間をかけて

よりいいものをつくっていきたいということも十分

理解いたしますけれども、やはり機運醸成を図って

いくというのがきのうも言ったように、かなりその

最初の１丁目１番で大事なところであるので、せっ

かく上富良野にこういう素晴らしい施設もあるわけ

ですから、ここはスタートのときはやはりいろいろ

町にあるもの全て、あらゆる手を尽くしていきなが

ら本来、計画を組んでいくということが私は望まし

いというふうに考えますし、今副町長がおっしゃる

ように途中でいろいろな事業の変更があってやって

いくというのは、やむなしの部分もあるかもしれま

せんが、本来であればしっかりとした年次計画を立

てていった中の、その行動計画に基づいて、予算化

できるところはしっかり予算化して、より効果的に

なるものというのをしっかりとベースで組んでいく

ことがやはり本来いいのかなというふうに考えます

けれどもいかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長。 

○副町長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問に

お答えいたしますが、委員のおっしゃるように進め

る会にお任せするだけではなくて、当然町も教育委

員会も一体的に地域の皆さんにしっかりとこのプロ

ジェクトを応援していただくような、そういう取り

組みをしていくということは極めて重要なことだと

思いますので、今委員のおっしゃるような思いを含

めながら私たちも取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １９５ページから１９７

ページにわたってなのですけれども、小学校におけ

るそれぞれの備品購入費の配置基準について、どの

ようになっているのか教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

各学校の備品の配置の考え方でありますが、学校総

体の予算をそれぞれ学級数、児童生徒数等に応じ

て、全体枠の予算を確定しまして、その中で学校で

それぞれ需用費なり備品購入費等の配分を自分たち

で積算しまして、それを予算化させていただいてい

るところであります。あくまでも全体枠を町のほう

で各学校に示して、その中である程度学校の自主性

に任せた、一定のルールはありますけれども、その

自主性とルールに基づいて積算しているところでご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、そのルールにつ

いて少し教えてほしいのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

学校配当予算の案ということで、これまでも学校配

当予算の枠組みの考え方ということで、各学校に示

しておりまして、それぞれ均等割、学校の面積割、

管理費についてはですね、児童生徒数割、教職員数

割、学級割ということで、それぞれの基準単価を

もって、それぞれ積算した枠で総体費を見ておりま
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す。 

 また学習活動費についても均等割、児童生徒数

割、教職員割、そのほか特別支援学級だとか言葉の

教室だとかというのを加えまして、全体枠の中で予

算枠を決めまして、その中で、あとその算定した数

字をもとに各学校でまた必要な経費をそれぞれ配分

計算をしていただいているということでございま

す。 

 それで、それは通常の経常経費にかかわる部分で

ありまして、大型な備品購入、例えば除雪機であり

ますとか、そういうような大きな備品についてはそ

の機械の状況、コピー機の更新であるとか大きな部

分については導入した年度、それから経過年数等を

勘案しながら年次計画をもって、年次計画をもとに

現状等を把握した上で必要なものについては別枠で

それぞれ予算化をさせていただいているところでご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 備品の購入の中で、学校

図書と一般教材備品についての、今の言われたよう

な通常のルールにのっとって、この図書費とか一般

教材備品とかというのも同じようなルールで割り振

られているというか、そういうことだというふうに

考えていいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

備品の配分の考え方でありますが、学校図書、それ

から一般教材備品につきましては、今言った枠の中

で学校でそれぞれ必要とする額の計上額をそれぞれ

予算化させていただいているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） そうなると、その枠から

例えば出ることができないような一つの仕組みの中

であるというふうに考えていいということですか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

質問にお答えしたいと思います。 

 先ほども申し上げたとおり、いわゆる経常的な費

用についてはその枠の中で対応させていただいてお

りますが、例えば先ほども答えました西小学校のパ

ソコン整備であるとか、これも備品であります。そ

の部分で投資的な大きな事業については、それぞれ

今言ったように更新時期を見計らいながら、現状も

確認しながら更新計画に基づいて整備を進めており

ますので、そのほかの部分についても多額の費用、

配当の枠の中でなかなか困難なものについてはそう

いうのを検討しながら進めているところであります

ので御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 自分が聞きたいのは、学

校の図書と一般教材備品の中で、この学校図書とい

うところに限って言えば、ここにあるように、見て

わかるように２分の１、２分の１、２分の１という

感じなのかなというふうに見てしまっているわけで

すけれども、３校の比率が。教育に必要としている

学校図書の中で、子どもたち１人１人に機会を均等

に与えるとすれば、この辺の配置の置き方というか

備品購入費の置き方について少し疑問が残るという

ことは、この学校をそれぞれ卒業した子どもたちは

同じ中学校へ行くわけですよね。その前段で、やは

りその同じ図書にめぐり会えていると言ったら語弊

があるかもしれないけど、それぞれの学校で今言わ

れていることから言うと、先生たちがある程度これ

くらいのものが必要だねとは言われているのだけれ

ども、それが金額に差があれば当然、買うものにも

差があるということになれば、そこら辺でどうなの

かなと。中学校に行ったときに、僕はこれを見てき

ているけれども、あなたたち知らないのというよう

な格差がその中で生まれないかどうか、子どもたち

の中に。そういうことを少し懸念したのですね。そ

の辺についての配慮というか、そういうことについ

てはどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

学校図書のほうにかかわってお答えをしたいと思い

ます。 

 これにつきましては、予算の部分については今

言ったように半分半分ということでありますが、あ

くまでも先ほども言いましたように学級数、児童生

徒数等にも大きな差もありますし、それに基づく計

算のもと、それぞれの配分額ともなっております。 

 また学校図書、それぞれの学校での考え方での図

書の整備の方法もあると思いますが、不足する本等

については図書館ふれんどのほうでも移動図書とい

うのがありまして、定期的に必要な図書の、移動図

書をもって必要な本の閲覧が可能なようにしており

ますので、そういうような情報過疎というか、格差

の起きないような、教材の格差というのでしょう

か、それが起きないように対応しているところでは

ありますので、その部分につきましては御理解をい

ただきたいなと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それは言っていることは

先ほどルールとしてはわかるわけです。先ほど言っ

たように、子どもたち１人１人に均等な教育の機会

というか、図書で学ぶ機会というか、そういうもの

が与えられるとすれば、この差は少し差が大きすぎ

るのではないかというように思うわけです。今言わ
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れるような計上のルールについて、その中でやられ

ているということはわかりますけれども、それにつ

いてもう少し配慮が欲しいということを言っている

わけです。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） １０番髙松委員の学校図

書についての御質問にお答えさせていただきます。 

 基本的に配当の金額による子どもたちに不公平と

いうか、なっているか、ならないかということでお

答えしますとなっていません。なぜなっていないか

というと、基本的に小さい学校のほうが図書の充足

率、１人当たりの学校にある図書の数は多い現状に

あります。 

 ただ、出入りしますから古い本も持っていれば、

蔵書率は高くなるという部分も確かにございます。

そこの部分をどうするかということで、教育委員会

が昔からやっているのは、移動図書をやっていま

す。新刊、図書館で買った本、毎月各学校に１００

冊程度新刊が行くような仕組みをつくっていて、そ

れを１年中ローテーションで回していますので、学

校図書として持っている以上に図書の部分は見るこ

とができる。また先生方もこの学年、この年代に必

要な本というのはしっかりそれぞれの学校の先生方

が押さえていて、この本は絶対皆に読ませなければ

ならないというものは必ず先生方が、好みは先生の

考え方で変わりますけれども、そういう意味でその

年代に読んでほしいなという本はどこの人数が多

い、少ないに関係なく充足されているというふうに

考えておりますので御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 今、自分としては聞いて

いることは、懸念することがあるわけです。先ほど

言われたように本も本当にそれこそ時代とともにと

いうか、この化学的なことだったらどんどん変わっ

ていくわけですね。去年のことはもう古い話になっ

てしまうくらいのスピードで変わっていっているわ

けで、その中でやはり格差が生まれてくるようなこ

とを、この図書の中で起きるとすればそれは不幸な

ことだと思ってそういう懸念をもって話をしている

わけです。 

そんなことで、ぜひその辺についての今、教育長

が言われるようになっていないという確信をもって

言われていますけれども、それらについても十分な

配慮をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １０番髙松委員の

質問にお答えしたいと思いますが、先ほど教育長が

言ったように移動図書の有効な活用ということで、

ぜひその部分を御理解いただいて、こちらのほうも

その部分に十分な対応をしていると思いますので御

理解いただきたいなと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 先ほど同僚委員も質問され

ていましたが、１９５ページ学習支援員の事業とい

うことで、新規ということで、非常にいい新規事業

だなと思って、補足説明５０ページ等も読ませてい

ただいたところですが、趣旨が載っていますけれど

も上富良野小学校に学習支援員２名配置ということ

で、２名という根拠というか理由というのはありま

すか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の学

習支援員にかかわる質問にお答えしたいと思いま

す。 

 ２名の配置につきましては、上富良野小学校第１

学年が２学級想定されておりますので、１年生の学

級の配置ということで２名ということで計画してお

ります。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 低学年ということは１年生

のみという捉え方でいいですか。１、２、３、いろ

いろ回れるとか移動で手助けできるとかという考え

かどうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の学

習支援員の関係でありますが、基本的には第１学年

と、特別支援学級との合同学習での援助等をまず基

本的に考えているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 西小学校と東中小学校には

配置を考えておられないのかどうか。上富良野小学

校だけという理由は何かありますか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） ２番岡本委員の学

習支援員の他の学校への配置の関係でありますが、

上富良野小学校の場合はかなり１学年当たりの１学

級の人数が多いと。また上富良野西小学校、それか

ら東中小学校については入学する児童数から考える

と、支援員がいるということは非常にいいことなの

かなと思いますけれども、今、現行の配置の中、そ

れが学校全体の先生方のＴＴの、ティーム・ティー

チングという入り方等も大きい学校よりも対応しや

すいところもありますので、今一番不足しているの

が大規模学校でこの上富良野小学校なのかなという

ところで計画をしているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 
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○２番（岡本康裕君） 低学年対応ということで、

変な話、資格がない方とは書いてありますけれど

も、簡単な学習の手助けなどということにも、今Ｔ

Ｔとかほかのバックアップの先生も入っていたりも

したりすると、すごくボトムアップになる、目が届

く、手が届くというような感じで、いい効果がここ

にも書かれていますけれども、あるのかなと思いま

すけれども、そういった教員免許のない人とある人

の現場での、教えるところの助けていいのですかと

いう、教えるところをという。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の学習支援

員に対する質問にお答えしたいと思います。 

 まず理想形は教員資格を持っていること。ただ、

当町こんないい町なのですけれども、なかなか資格

を持った方が来ていただけないという実態がありま

す。その中で考えた方法が今回の方法であります。

教員の中には正職員、そして期限つき職員というの

がいます。期限つき職員までは道がお金を出して

雇ってくれる、かなり期限つき人事であっても、職

員と同じくらいの給与ベースになります。 

 一方、町で雇っている人は非常に金額が安いもの

ですから、そうなると有資格者が来ないという実態

の中で低額ではありますけれども、人事の普通の人

を雇うという形にしました。 

 それで、学習に対してどうなのかと、教えること

はできません。まず担任の先生が教えた後に、「１

足す１は２なのだよ」と先生が教えた。その後に助

手が教えることはできます。初めて学習するときに

は補助員はできないですけれども、先生が教えた後

については補助員が補佐することは、「１足す１、

どうして先生２なの」と先生が言っていたことを同

じように教えることはできますので、そういう意味

で学習についても問題なく対応できるかなと思いま

すし、あと「整列しなさい」とかそういう部分、３

０人いれば、三十何人いれば、後ろのほうで整列し

ない子もいるでしょうけれども、そのときは先生は

大きな声で「整列しなさい」と言わなくても、後ろ

のほうでは助手がいます。整列もきちんとさせると

いうことで、そういう部分で学習規律というか学校

の規律、そして学習する姿勢、あと机の上には鉛筆

を１本、消しゴムを一つ、赤鉛筆も１本というふう

にきっちり出しなさいと、そういう部分も先生が必

ずぐるぐる回って対応するのが現状ですけれども、

２人いれば半分の労力で回ることができるなどな

ど、細やかな対応ができるというふうに思っており

ますので御理解をいただければ大変ありがたいで

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 非常にいい事業で、先ほど

も言いましたけれども、ほかでこういう先進事例な

どというあるところはあるのか、または上富良野オ

リジナルでやられているのかというところをお聞き

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） ２番岡本委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず先行的にやっているのが旭川市が３０人学級

というのをやっています。市独自で、まず制度的に

言いますと小学校１年生３５人学級。これは基本的

には４０人学級というのが基本でして、国において

３５人学級にしています。小学校２年生も３５人学

級になっていますけれども、こちらの３５人学級は

道費で３５人学級をやっています。そして、先ほど

言いましたように旭川市のように３０人学級でやっ

ている町村もあります。これは市で３０人の学級編

成をするために、お金を出して道のほうから先生を

もらって実施をしているところです。 

 そのほかに、富良野沿線でもそうですけれども、

美瑛町も学習支援員を置いています。中富良野町も

置いています。富良野市も置いているという部分

で、かなりの町村で学習支援員を置いた中で教育が

されている実態にあります。 

 お金もかかることですし、その効果等もどうなの

かということで、今まで相当の時間がかかりまし

た。私も８年間、教育委員会にいる中で、基本的に

は配置基準というものがありますので、配置基準で

やることが一番望ましいなということでずっと考え

ていたわけなのですけれども、やはりそれだけでは

なかなかその問題解決ができないということが経験

でわかりまして、今回お金はかかりますけれどもそ

れ以上の効果が上がるのではないかという期待を

もってお願いをしたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この２１５ページの図書

運営費の中で、維持管理の点で、事務室があります

よね。図書館の事務室。で、あそこの窓枠が非常に

改修されているのかちょっとわからないのですけれ

ども、すき間風が入ってきて、結構大変な状況が見

受けられますので、ああいったところなども環境の

整備などというのは、今後あり得るのかどうなのか

ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員の
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公民館、図書館事務所の関係でありますが、確かに

アルミサッシ１枚物で非常に寒い状況にありまし

た、以前は。図書館の改修等々で内側にプラスト

サッシを入れて、今何とかしのいでいるというのも

現状であります。ストーブ等もあそこになかったも

のが今、集中温風暖房機だったのが個別暖房にした

ことによって、その大きさを変えることでそれぞれ

取れるということで、今現状の中では何とか、古い

施設ですので当然そういうことは起きてきますが、

対応しているところでありますので、今後本当に全

体的な老朽化改修などが出てくれば、そういうとこ

ろにも手が届くのでしょうけれども、今現状の中で

はその二重にした窓とかストーブの暖房で少し対応

するということで考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 社会教育センターの利用

について、２２３ページなのですが、今サークル活

動あるいはという形で利用されている方、入ってい

ればアリーナを無料で利用できるというような、ウ

オーキングできるようなことがあるかというふうに

思います。 

あれは、そういった団体、あるいは老人クラブ等

に入らなければならない。対象が若い世代というの

は何か、例えば健康づくりのためにそういうものが

例えば月１回だとか２回だとか、現状実施されてい

るのかどうなのか、ちょっとなければ、今後、検討

課題としていいのかなというふうに思っていますの

でお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） １１番米沢委員

の社会教育総合センターの利用に関する御質問にお

答えさせていただきます。 

 現在、社会教育総合センター、委員が言われます

とおりアリーナ、体育館ですね。２階にあるランニ

ングコース等の利用につきましては、通常、今この

時期ですと１回、冬期ですから１３０円の利用料が

かかりますが、その上で御利用いただいているとこ

ろでございます。 

 その中におきまして、特に高齢者等も健康増進な

どを含めまして、今現在、町内の老人クラブ連合会

に加盟される方々の中で、その社教センターのコー

スを利用希望される方については一応、利用を免除

するという形で利用いただいているのが実態でござ

います。 

そのほか、町のほうでは利用の促進を図るという

ことも含めて、秋口にトレーニング講習会だとかそ

ういった部分を進めながら、その場合は利用料がか

かりますけれども、利用をさらに促進していただく

ということでそういった取り組みもしているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

教育長。 

○教育長（服部久知君） 補足させていただきま

す。 

 １１番米沢委員の御質問なのですけれども、高

齢者については今申し上げたとおりです。 

あと、若い人の対応という部分、お話されてい

たかと思いますけれども、基本的にお金を、利用

料を払って成果を挙げるというのが、成果が挙が

る方法だというふうに思っています。お金をかけ

ないでいらっしゃいと言っても、なかなかお客さ

んはいらっしゃいません。というのが経験上、最

近感じていることです。やはり今、前に期間券と

いうことで安く利用できるシーズン券みたいなも

のを販売させていただきました。やはりそれを買

われた方は結構まめに来ていただいています。大

変ありがたいことだと思います。そういう形で、

逆に利用促進するという部分もあるのかなと思い

ますので、今の基本的な考え方を変えないで続け

ていきたいなというふうに思っておりますので御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、９款教育費の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に１０款公債費の２２

８ページから地方債に関する調書の２４２ページま

での質疑を行います。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、１０款公債費

から地方債に関する調書までの質疑を終了いたしま

す。 

 これをもって、議案第１号平成３０年度上富良野

町一般会計予算の質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 １時４３分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成３０年３月１５日 

 

 

   予算特別委員長    村  上  和  子 
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平成３０年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成３０年３月１９日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成３０年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成３０年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成３０年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成３０年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成３０年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成３０年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成３０年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成３０年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成３０年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君 

   委 員       中 澤 良 隆 君   委 員       佐 川 典 子 君 

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       今 村 辰 義 君 

   委 員       金 子 益 三 君   委 員       北 條 隆 男 君 

   委 員       竹 山 正 一 君   委 員       荒 生 博 一 君 

   委 員       髙 松 克 年 君   委 員       米 沢 義 英 君 

   委 員       中 瀬   実 君    

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君     総 務 課 長         宮 下 正 美 君 

 保健福祉課長         北 川 徳 幸 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 高齢者支援班主査         村 上 弘 記 君     ラベンダーハイツ次長         進 藤 政 裕 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         大 井 千 晶 君 

 



― 84 ―

午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） 御出席御苦労に存じま

す。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第３日

目を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） これより、議案第２号平

成３０年度上富良野町国民健康保険特別会計予算を

議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これより、歳入歳出を一

括して、７ページから９ページ及び２４５ページか

ら２８７ページまでの予算全般の質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 ９番荒生委員。 

〇９番（荒生博一君） 国保は４月から制度改正に

なりまして、都道府県の単位化になります。その移

行するに際して、加入者に対しての制度移行に伴う

影響に関しての、周知。例えば高額療養費の多数回

該当の通算であるとか、あと北海道共通の保険証に

かわるというタイムスケジュールはいろいろな自治

体では事前にホームページ等々で周知しています

が、当町のタイムスケジュールに関して、どのよう

に進めていくのか、決まっていましたらお教え願い

ます。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁。 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） ９番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 当町のほうでは、先月の広報の２月号に制度の改

定につきまして掲載させていただきまして、周知し

ているところでございます。 

 今後におきましては、加入者におきましては保険

証の更新時期、７月にそれぞれ個別の世帯にパンフ

レット等同封いたしまして、制度の改正内容につい

て徹底していきたいと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。  

○町民生活課長（鈴木真弓君） ９番荒生委員の国

民健康保険制度改正に伴う住民周知についてのスケ

ジュールについての質問に補足説明させていただき

ます。 

 総合窓口班主幹のほうから、今までうちの町のほ

うで住民周知のほうに説明していましたのは、広報

の掲載ということございましたが、住民会長連合会

との町政懇談会において、まず周知させていただき

まして、各住民会において町内会長との役員会等で

ぜひ制度の改正をされるということについて十分周

知するようにまず情報提供させていただいておりま

す。 

 あと、国民健康保険制度の改正につきましては、

今回の予算の成立をもって制度の準備を整えること

から、余り多くの詳しいことにつきましては先ほど

主幹が申し上げたように、この３月の末から４月以

降にもかけまして十分加入者には制度説明について

は周知できるような体制を整えていきたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 国民健康保険税について

お伺いいたしますが、加入者が減った分、本年度の

場合は前年度から比べて税もふえるという状況に

なっております。 

 そうしますと、今回制度が変わることによって従

来の税の算定というか、そこら辺というのは従来の

保険税率と変わらないのかなというふうに思います

が、この点、確認しておきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

上富良野町における国民健康保険税の算定について

の御質問にお答えさせていただきます。 

 国民健康保険税につきましては、３０年度から制

度改革ということで、１年間かけて道と町と各自治

体とで協議を進めているところでございますが、上

富良野町における保険税につきましては、平成２６

年度に改正されたことにより、この２７、２８、２

９の３カ年間の国民健康保険税の算定と今後におけ

る道における納付金の算定を勘案し、現在準備を進

めているところでございますが、この保険税につき

ましては当町におきましては、３０年度におきまし

ては保険税の改正を、保険税率の中で賄えるという

ことで算定をしておりますことから、今年度の保険

税の改正はしないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番、米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 改定を行わないというこ
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とで、この間は聞きましたけれども、道に移管が

なっても自治体、総体的な税の収納状況を見合わせ

て、地方自治体で道の基準を参酌しながら税率を決

めるという形になっておりますが、しかし一方でそ

うしますと前から言っておりましたが、子どもの多

い世帯などに対する、いわゆる均等割額だとか減免

というのは、これは町長はこの間、国あるいは道の

動向を見ながらという形になって今回のところには

予算は計上されておりませんが、今後の考えとし

て、やはり地方自治体が率先してこういった部分に

対する軽減措置を行うということも必要ではないか

なというふうに思いますが、現状において、もしも

そういう世帯というのは上富良野町で現実的に何世

帯くらいあるのか。わからなければよろしいです。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

国民健康保険税の算定における御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 議員御発言のとおり、多子世帯における子ども世

帯の均等割につきましては、国のほうでも様々な審

議委員会のほうで御意見が出ているいうふうに情報

を得ております。 

 上富良野町としましても、国、道、今回特に北海

道と保険者が共有化することによりまして、この制

度につきましては国ないし道からの検討状況により

まして、今後町のほうでも検討していく事案という

ふうに考えております。 

 現在、上富良野町において子どもが含まれる世帯

については今現在資料をお持ちしておりませんの

で、お答えはさせていただけないことをおわび申し

上げます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いします。 

 そういうものも含めて国や道、町ではなくて、率

先してやはり現状をただした場合に本当に生活環境

が変わる中で、率先的に町独自で繰り入れあるいは

こういう制度の改正、独自でできるということがで

きるわけですから、率先してそういう制度を先駆け

て上富良野町でも実施すべきだというふうに訴えて

おきたいと思います。 

 今年度から保険者努力支援という形で２８年度か

ら各市町村に対して特別調整交付金という形で保健

指導だとか、重症化予防という形の中で実施率が高

くなったところ等々の基準によって交付金が来てい

るかというふうに思いますが、この２８、２９、３

０ですか。当然３０も、それぞれどのくらい来てい

るのか、わかる範囲でよろしいですが、お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主幹、答弁 

○総合窓口班主幹（星野耕司君） １１番米沢委員

の努力者支援制度における町のほうに来ている金額

につきまして、お答えいたします。 

 平成２８年度におきましては、約１７１万円。そ

の次、平成２９年度につきましては２６０万円。平

成３０年度につきましては、道の補助金。保険給付

費等特別交付金というものの中には、１,３７０万

円。このほかに、事業費納付金からあらかじめ北海

道分として控除される分が１,０６６万３,０００円

となっておりまして、合計いたしまして３０年度に

つきましては２,４３６万３,０００円となっており

まして、一人当たりに換算しますと９,５００円程

度となっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） もう一度確認いたします

が、３０年度については２,４００万という形でよ

ろしいですね。 

 それと、糖尿病は重度化の基準、この交付金の算

定となる基準というのはどういう基準でそれぞれ取

り組まれた分に対して指導率だとか色々な基準があ

ると思いますが、ちょっと参考までにわかれば交付

の要件として、どういう基準のもとで交付されるの

か、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

〇健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 糖尿病重症化予防の指標につきましては、五つの

指標からなります。全ての基準が満たされて全部の

点数となっていくのですけれども、一つ目が対象者

の抽出基準が明確。二つ目がかかりつけ医と連携し

た取り組み。三つ目が保健指導実施する場合には専

門職が取り組みに携わる。四つ目が事業評価を実

施。五つ目が取り組みの実施に当たっての地域に実

情に応じての糖尿病対策推進会議との連携を図ると

いうふうになっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確かにこうやって上富良

野町のような先進という形で指導率だとか、重症化

予防の進められている自治体というのはそれなりの

評価はあるというふうに思いますが、一方でその年

によっても受診率、やはり予防の取り組みが相手が

いることでやはり思うような基準に達していないと

いうことになった場合に、当然、保険者努力の支援

というのは各自治体においてもかなり差がでてくる

のかなというふうに思います。 

 現行の中では上富良野町は一定評価もされている
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部分だというふうに思いますので、引き続きこの点

における指導だとか取り組みをぜひ評価していただ

きたいというふうに思っているところであります。 

 次にお伺いしたいのは、２５５ページの医療費の

適正化で、地区アドバイザー今回予算が恐らく計上

されていないというふうに思います。 

 これは自前、あるいは制度が変わることによって

上富良野町で自前でできるか、あるいは制度が変

わったことによってしなくてもよくなったのか。 

 この点はどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

〇健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 地区診断アドバイザーに関してですけれども、長

年、平成１０年から上富良野町の健康推進のために

データ分析とかに携わっていただいていまして、平

成１１年の新寝たきりの計画を初め健康２１計画、

そしてデータヘルス計画と、全ての計画策定に携

わっていただいた長野県の熊谷先生という講師の先

生に御指導受けていたのですが、ある程度熊谷さん

の御指導をもとに自主的な研修とかも色々私たちも

参加して、ある程度力量をつけてきたかなというふ

うに思っております。 

 平成２９年度で終了して、自分たちで頑張ってい

こうかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２６７ページの特定健康

診査という形で、今年度見ましたら恐らく受診率７

０％、保健指導率というのは恐らく８０％くらい目

指しているのかなというふうに思いますが、その点

は従来と変わらないですか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹。 

〇健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 特定健診の受診率に関しては７０％を目標に、保

健指導に関しては８０％を目標に引き続きがんばっ

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この間、若年層や中年の

方、データヘルス計画見ましたら、上富良野町にお

いても肥満だとか体脂肪率、脂肪がふえるという傾

向があるということで言われていましたが、今回こ

の健診委託料を含めて、全般なのですけれども、そ

ういうものも昨年度通して変化というのが、これは

個人の努力も当然ありますから、行政側で色々と保

健指導したとしてもなかなか思うようなデータとい

うか、前に進まないということがあると思うのです

が、こういった部分の中年層あたり、若年層におけ

る脂肪の体脂肪率だとか、ふえてきているだとかと

いうのは、現状ではまだまだそういった傾向という

のは生活習慣と関わって、あるかというふうに思い

ますが、そういった部分の強化も引き続き今回ヘル

ス計画に基づいて行われるということですか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

〇健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 若年者、若年健診、２０歳から行っておりますの

で、若年者についてもメタボの基準該当者予備軍、

そして特定健診のメタボの該当者予備軍に関しても

引き続き、今回のデータヘルス計画でもメタボの該

当者というのが平成２５年から比べましてもふえて

いる状況で、特に女性がふえているという状況です

ので、引き続き指導に関しては行っていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第２号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第３号平成３０年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これより、歳入歳出を一

括して１０ページから１１ページ及び２９１ページ

から３０１ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第３号の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第４号平成３

０年度上富良野町介護保険特別会計予算を議題とし

ます。 

 提案者より補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これより、歳入歳出を一

括して１２ページから１４ページ及び３０５ページ

から３３２ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 
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○１１番（米沢義英君） 介護保険料について、お

伺いいたします。 

 今年度から３カ年という形で保険料が改定されて

います。平均的な率としては上がっておりますけれ

ども、しかしお伺いしたいのは、この算定の基礎と

なったところ、将来的な施設あるいは町の資料でよ

れば消費税分だとか、色々な費用が掛かるというこ

とのもとでこの介護保険料が算定されたというふう

に思っておりますが、この点は算定の基礎となった

のは、もう一度確認しますがどういう状況でしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） 介護保険料の算定

の基礎についての御質問についてお答えしたいと思

います。 

 今回基準額４,５００円から４,９００円、４００

円アップの平均８.９％のアップをお願いしている

ところです。 

 その大きな要因といたしましては、１点目といた

しましては高齢者数の増加ということで、この３年

間で６０人程度１号被保険者がふえるという予測を

しております。あわせてそれに伴いまして、介護認

定率あるいは認定者数、これにつきましても５６

人、１．４％程度増加するふうに予測しておりま

す。 

 これらの大きな要因としては、年齢構成といたし

まして後期高齢者の方が非常に増えてくるというこ

とで、認定の実態につきましても９割の方が後期高

齢者が認定したというような状況からこのようなこ

ととまず推測させていただきました。 

 あわせまして介護報酬等の改定ということで、今

回の介護保険報酬改定で平均０.５４％の改正が行

われたところでございます。あわせて平成３１年１

０月の消費税、８％から１０％になる部分について

も、これについても給付費に加算しなさいという通

知が来ているところでございます。あわせまして、

処遇改善加算、この部分につきましても一定程度３

１年度１０月からなのですけれど、加算があるとい

うような内容でございます。 

 あと、人口構成の変化によりまして１号被保険者

負担率、今まで２２％の部分が２３％になるという

ような要因、あとグループホーム等がこの１０月に

新設するというのをもろもろ加味した結果、今回、

介護保険基金も最大限活用させていただきまして、

その結果４,５００円から４,９００円というような

算定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろ要素として挙げ

られました。もう一度確認したいのは、例えば１０

０円２００円下げるとなると、現在資料では６,９

００万円くらいでしょうか、基金があったという形

になっておりますが、残りの九百数十万くらいと、

プラスアルファで一般会計から等の繰り入れを行う

ということをすれば、さらに引き下げが可能かとい

うふうに思います。 

 上げられた年金がそうであっていないという形で

消費税が増税されるという形で、確かに介護保障等

が上がれば、費用に算入されるという矛盾も含ん

で、その分サービスの提供が充実するという名目で

はありますけれども、そういうものも含めた場合、

今この加入者の生活状況自体を見た場合に、この負

担というのは重い状況を見受けられると私考えてお

ります。この点、そういうものも含めた中での算定

の要素になっているのかなというふうに思います

が、実態としてかけ離れた算定の要素になっていな

いかどうなのか。 

 お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま米沢委員

の介護保険料の関係の御質問に再度お答えしたいと

思います。 

 基本的には給付については先ほど述べさせていた

だいた内容で一定程度の伸びを計算いたしまして、

総給付費を出したところです。一方基金についても

委員おっしゃるとおり、６,９００万円、今残額あ

りまして、今３月補正後において８００万ほどの予

備費が残っております。その中でおおむねそのうち

から５００万程度は６月に積めるのかなというよう

な試算を実はしているところでございます。 

 今回６,０００万円入れまして、残り１,４００万

円ということで、これについては７期内で不測の事

態等々が起こった場合において１,５００万円程度

の基金が予備的に必要だということで、このような

６,０００万円を最大限入れさせていただきまし

た。 

 あわせまして高齢者の実態につきましては厳しい

というのは私どもも日々感じているところでござい

ます。その中で６,０００万円入れさせていただい

て、さらに一般会計からというお話もあったのです

けれども、これにつきましては何回か御説明させて

いただいているのですけれど、介護保険制度の相互

扶助というような観点から本町においては一般会計

からの繰り入れは考えていないところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今回の見ていましたら、
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十分現状との差があるのかなというふうに、生活と

の環境の差があるのかなというふうに思っていま

す。 

 年金は現状としては上がっていません。諸物価が

高騰しているという状況の中で、本当に節約しなが

ら一定部分生活をしているという実態見た場合に、

町が財源を率先してこの一般会計から繰り入れて、

もう少しやはりせめて１００円、２００円という形

の下げ幅を予算の中に計上するべきだというふうに

思います。 

 例えば、１００円下げた場合はどのくらい持ち出

し必要になりますか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） ただいまの米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 実は１,０００万円基金を投入したら８５円下が

るというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういうことで、基金も

活用しながら積み立てる５００万円というのもある

のかもしれませんが、将来的なことも含めた給付費

の増ということがあったにしても、十分、一般会計

からの繰り入れを行って、基金の残高を活用しなが

ら上げ幅をもう少し圧縮できるのではないかという

ふうに思いますが、町長この点どうお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

〇副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 今、保健福祉課長のほうから答弁しましたよう

に、私たちにおいては町の現状の状況を踏まえた中

でそれぞれ高齢者の出現率、それから介護認定者の

出現率、サービスの給付の状況等踏まえた中で、今

の介護保険会計の財政状況を踏まえた中で、最大限

の努力をした中で今４,９００円ということで今、

条例についても御提案をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

 あと、委員の方からありましたように、当然、高

齢者の生活実態も年金の状況も芳しくないというよ

うなことから、非常に生活も皆さん大変苦しい状況

ということも確かだと思いますし、それは高齢者に

限らず若年者にとっても大変厳しい状況なります。

そのような中で、上富良野町はこれまでも基本原則

をしっかりと守ってきて、このように運営してきた

つもりであります。 

 １号被保険者と２号被保険者の御理解があった中

で初めて一般会計の投入ということも可能になるも

のというふうに判断しておりますし、若年の皆さん

も大変厳しい中で生活をしているのも確かでござい

ますので、そのようなことから原則どおり私どもは

しっかりと安定した運営をなんとか図っていきたい

というふうに考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 若年層についても含めて

前回、介護保険制度の改正の時に引き下げを求めま

したけれども、なかなか叶わなかったという状況が

あります。 

 私は高齢者にとどまらず、今、社会全体がそうい

うふうな形の非常に生活しずらい世の中、来年から

は消費税も増税されますから、その分いろいろなも

のに上乗せされるわけですから、その分、手取りが

どんどん生活に周る部分が少なくなってきていると

いうことが考えられますので、そのことを訴えてぜ

ひ今回この予算の中でもっと引き下げ幅を、もっと

やるべきだというふうに思います。 

 この間、町も住民の方も健康と町とタイアップし

ながら、特定健診やいわゆる健康というまちづくり

にあわせながら、みずからもやはり努力してきまし

た。やはりそういった部分も勘案するということに

なれば、もっと介護保険料の引き下げも私は当然

あってしかるべきだというふうに思っております。 

 こういった要素が現行の中ではなかなか見られな

いというふうに感じております。町のほうではそう

いうものも含めた要素の中で介護保険料は基準額を

設定したと言われるのかもしれませんが、その点は

どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

〇副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 町は町民の皆さんも大変上富良野町は特定健診等

も７０％ずっとキープをしてきて、多くの町民の皆

さんの御理解をいただいて健康づくりにしっかりと

取り組んでいただいているという、そういう協働の

まちづくりを実践している成果の中で今この保険料

もこういうレベルで維持をできているのかなという

ふうに考えております。 

 他の市町村と比較してどうだということは言うつ

もりありませんけれども、管内においても全道的な

平均値を見ても一定程度私たちの努力が、町民の皆

さんの協力をいただいた中での保険料が設定されて

いるという、そういう実態にあるというふうに理解

をしているところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この介護保険全般にわ

たってお伺いいたしますが、今年度からいわゆる介

護度の改善で、それに応じた交付金の算定の基準が
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示されたというふうに思います。 

 自己採点も含めて結果を１０月までに報告して、

自治体ごとの点数と６５歳以上の人数に按分しなが

ら交付されるというような話になっているというふ

うに思いますが、これは要件としてどういう基準の

もとで交付がされるのか、その努力、自治体でそれ

に基づいて努力した結果という形になるというふう

に思いますが、確認しておきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

〇高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） ただいま１１

番米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、お話しされたのは保険者機能強化推進交付金

というものであると思いますが、そちらのほうは市

町村と都道府県に対しても同じような一定程度の活

動に対する評価をすると交付金がもらえるというよ

うな内容で、市町村に対しては６１項目の評価指標

が設定されておりまして、６１個ありますので一つ

一つは御説明しないのですけれども、介護認定率の

改善の状況ですとか、来年度から始まりますさまざ

まな地域支援事業、認知症の取り組みですとか、在

宅介護医療連携等の取り組みを具体的に実施するこ

とで配点が上がるというような内容でありまして、

私たちのほうもその内容も加味しながら介護保険事

業計画のほうにはそれを盛り込んで、少しでも交付

金の要件に該当できるように今、準備を進めている

ところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） その中に、今、新聞だと

かで報道されておりますけれども、生活援助、利用

回数が多い場合については、当然、国の基準に基づ

いてそれぞれ介護度に応じて定められておりますか

ら、使用頻度だとかという形になりますが、余りに

も基準から超えた場合、この生活援助を見直す、あ

るいは必要があるというようなそういうケアプラン

の状況を見ながら、あるいは実態を見ながら、それ

もひとつの今、言われたように検証の中の一つに

なっているかというふうに思いますが、例えば上富

良野町で基準を超える生活援助というのは実際ある

のかどうなのか。もしもあったとした場合に、その

人に本当に必要な生活支援であれば基準を超えたと

しても、やはり自立に向けてそれが必要だというこ

とであれば、当然、誰もとがめることはできないと

いうふうに思いますが、そこら辺の点検というのは

どこまでいわゆる国のほうで限度、いわゆる指導が

されるのか、そこら辺わかればお伺いしておきたい

というふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

〇高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今回のあの条例のほうにも示させていただいた内

容にもなると思うのですけれども、ケアプランの中

で生活援助の訪問介護が一定程度の回数を超えて

使った場合には保険者にも提出をしたり、内容を検

討してというようなことが示されたところでありま

すが、その一定程度の頻度を超えて使う、使ってい

る内容については４月以降に国のほうから示される

というふうに聞いておりまして、ちょっとまだ私た

ちもどの状況を超えたものとするのかということは

具体的にちょっと示されていないので、それが町の

状況とどうなのかというのは現状ではちょっと掌握

できない状況にあります。 

 それにあわせて国のほうでは介護保険の通常の給

付からもし外れるようなことがあった場合、総合事

業のほうでの対応なり、それ以外の有償ボランティ

アですとか、そういうようなこともさまざま考えて

いかなければならないと思うのですけれども、そう

いう介護職員の資格までは求めないけれども、一定

程度の研修を受講することで、そういう生活支援

サービスを提供できる、そういう仕組み、研修の方

向性も今回の中で示されていますので、そういうよ

うなこともさまざま取り組みながら、どういう方が

一定程度超えた方ということになるのかはこれから

なのですけれども、そうなったことでサービスが使

えなくて困るというようなことがないように準備は

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 私が心配するのは、そう

いった自治体の国からの基準が示されて、自治体で

当然そういった方向で携わらなければならないとい

う形になると思うのです。 

 そうしますと、利用者にとっては非常に必要なの

になぜ、仮定の話で大変申しわけありませんが、打

ち切るのだということになるのかもしれませんし、

またケアプランを立てた方に至っても必要なのにな

ぜという疑問符が出るのではないかというふうに思

いまして、当然、そこにサービスの制限が出る恐れ

があるのではないかというふうに考えておりますの

で、私はそういうサービスの制限ではなくて、やは

りサービスの向上につなげていくというのが自治体

の役割だというふうに考えておりますが、この点

きっちりとした物差しをもって対応する必要がある

のではないかというふうに感じておりますが、この
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点いかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） 米沢委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 主に訪問介護の生活援助部分についての制限回数

が超えた部分についての御質問ですが、仮に今現制

度でももし超えて、不測の事態がある場合は上乗せ

サービスというようなことで制度自体もございま

す。さらに今回の内容といたしましては、超えた場

合においてケアマネジャーが市町村に届けをしなさ

いということで、その内容におきまして市町村が一

定程度認めたら通常どおりのサービスが使えるとい

うことの内容ですので、個々に制限という形ではな

く、個々の状態を見ながら私どもも判断していきた

いと思いますので御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひその点、今、国は在

宅だとか緩和型という形で色々と取り組んできてい

ます。 

 そういうものを一つ一つ見ましたら、総体的に

色々と規制がかかったりだとかしている部分があり

ますので、ぜひ柔軟に上富良野町に至っては対応し

ていただければというふうに思っておりますので、

この点お願いしたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、３１７ページなのですけ

れども、従来通所介護サービスという形で緩和型Ａ

というのが昨年度まで予算付けされておりました

が、今回、この部分については他のサービスに変

わったのかなというふうに思いますが、ちょっとわ

かりませんので今回、経緯等についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） １１番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 昨年度において緩和型Ａという形で生きがいと緩

和型Ａ、２本立てで実は予算組みさせていただいた

のですけれども、結果的に利用形態といたしまして

生きがいデイサービスを緩和型Ａというふうにする

ように現段階ではそういう仕組みづくりをしたとこ

ろでございますので、御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにありませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 介護全般についてお伺い

しますが、いわゆる介護にかかわる予防、いわゆる

リーダー育成という形でこの間も進められてきたと

いうふうに思いますが、今年度においてはさらにそ

ういった充実をされるということで介護計画の中に

も書かれていたというふうに思いますが、今回はど

ういう目標をもってこの介護予防リーダーを育成さ

れようとしているのか確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

〇高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 介護予防リーダー育成事業講師派遣ということ

で、予算の中にはお示しさせてもらったものです

が、現在、上富良野町の中では自主活動で筋力ト

レーニングをしている団体が７から８団体ありまし

て、平均年齢が７０歳から８０代くらいのかなり高

齢な方ですが、皆さんお元気で介護認定を受けてお

られない方たちで、一つはそういう既に自主グルー

プで活動されている方たちが今後もさらに元気でお

過ごしいただくために、その参加している方たち皆

さんがみずからリーダーというようなことで、その

活動を継続して取り組んでいただくために健康運動

指導士を派遣して、年１回程度なのですけれども、

実施している内容を確認をして、適切な指導をし

て、事業が継続できるようにサポートしているもの

と、あとふまねっとという運動事業を取り組んでい

る団体がありまして、そちらのほうもただ実施する

だけでなくて、サポーターあとインストラクターと

いうことで、さらにスキルアップをした中でインス

トラクターというところまで資格を取ると通所事業

ですとか介護保険サービスの中でふまねっとの事業

を提供してもいいというライセンスになっているよ

うで、そういうようなインストラクターを養成する

ことでさらに住民主体の通所型の事業が進んでいく

ものと考えておりまして、そちらのほうを来年度さ

らに人数等ふやして進めていこうと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

〇６番（金子益三君） 今の事業の関連なのですけ

れども、インストラクターをふやしていって、ふま

ねっとですね。ふまねっとの事業についてそのイン

ストラクターをふやしていったりとか、あと現状の

そのチーム皆さんの活用を図るということですが、

実際問題としてインストラクター３級取るときは、

この辺で言うと旭川が近いのでしょうか。場合に

よっては札幌であって、１万２,０００円の講習料

がかかるのです。 

 さらにふまねっとの一旦講習を受けて免許をも

らった人は年間３,０００円の会員料というか、そ

れがずっと個人で取っていっているのです。今、道

の町内会長連合会のほうの補助金というのもありま

して、そういったものを活用すると１回限りなので
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すが３万円程度補助がいただいたりだとかいう。ま

た、器具を買うときも上富良野の住民会の補助金あ

るのですが、維持管理していくことの経費というの

が全然出ていないのです。組織運営するに当たっ

て。 

 ぜひ予防を進めていく、また、この第７期の介護

計画の中においてもそういったものと連携をして、

重度化を防いでいくということの目標がありますの

で、その辺の充実は今後どのように図っていくの

か。維持経費の部分、ランニングかなりかかってい

くことがありますので、その辺のケアというのはど

のようにお考えなのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） ６番金子委員のふ

まねっとに対する今後の助成というか支援の考え方

なのですけれども、今現在、１回目の講習費につい

てはこちらのほうで助成しているような現状でござ

います。 

 あわせて維持管理の部分については従来、町民生

活課でやっているまちづくり交付金のほうで３年

間、補助金をもらって運営していた経過がございま

して、その後３年間ということで介護予防という観

点からそういうような研修費等々についてはうちの

ほうで助成しているような状況になっております。 

 今後におきましては今、委員言われました道の町

村会の財源等々をどのように活用できるかさらに検

討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

〇６番（金子益三君） 結構、今現状、それぞれの

住民会単位くらいでたしか行っていると思うのです

けれども、多分かなり手弁当の中でいわゆるボラン

ティア要素が強いと言いましょうか、リーダーの

方、教えているインストラクターの方というのはそ

ういった部分が非常に強いのですけれども、もちろ

ん自分のためというのもありながらやってはいるの

ですが、現状なかなか高齢化が進んできて、なかな

か新しい若い人というものが定着していってない現

状にあるらしいのです。 

 そういった中で次世代のインストラクターを育ん

でいくということの啓発も大事だと思いますので、

ぜひその辺は今後の大きな課題というか人材育成の

部分の予算というのは必要だと思うのですがいかが

でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま６番金子

委員の御質問にお答えいたします。 

 これからやはりそういうみずから住民の方がそう

いう活動をしていただくということは大変重要なこ

とだと思っておりますので、今後について人材を育

成の部分について、また団体等々も協議しながらど

の部分が支援できるか検討していきたいと思います

ので御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今のところで本当に必要

な支援だと思いますので、積極的にぜひお願いした

いというふうに思います。 

 あわせて今、地域のそういったボランティア等、

あるいは活用しながらこの第７期の介護計画の中に

もやはり育てなければならない、けれども今、言わ

れたように高齢化の中でなかなかジレンマがあると

いうような形になっておりますが、やはりこういっ

た部分というのは恐らく限界もあるのかなというふ

うに思っております。 

 住民のこういった持てる力を活用するという点で

は否定はしませんが、最終的に行政がきちっとバッ

クアップしながらこういった団体と結びついて支援

をしたりだとかするということが基本になければな

らないなというふうに思っています。 

 国の指針等においては地域生活支援事業というの

は将来的にはこういった一定の報酬を要件を積んだ

事業者、団体に対して全面的になるかわかりません

けれども委託しようという動きが出てきているとい

うふうに思いますので、やはり基本は私、行政が中

心にあって、その周りにそういった任意の団体等が

あるのかなというふうに思いますが、その点、確認

しておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

〇保健福祉課長（北川徳幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今後、生活支援体制整備という部分では非常に重

要な部分になってくるというのは私どもも十分理解

しているところです。 

 平成３０年度につきましては、そのニーズ等々も

う１回把握するために、今年度、生活支援コーディ

ネーターという形で地域包括支援センターの職員が

２名、研修を受けております。 

 その中で、平成３０年度においてはその地域包括

支援センターの中にその職員資格の職員を配置した

中で、今後どのような部分がどのような団体ででき

るのかというのを含めて検討する年度にしたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかに。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひその部分、十分検討

の必要があるというふうに思います。 
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 最近また全般で認知症の、今回、３２１ページに

見守り事業ということで委託料ということであわせ

て集中支援事業という形で載っております。 

 この流れを見ますと町立病院だとかそういった

チームを設置しながら連携をとるというような内容

かというふうに思いますが、これから高齢化、ある

いは認知症、あるいはそれに該当するような人がふ

えるという状況の中で非常に大事な事業だというふ

うに思っておりますが、上富良野町における今後の

こういった取り組みの大まかな内容等についてお伺

いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

〇高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の認知症の今後の取り組みについての御質問にお

答えをしたいと思います。 

 認知症の取り組みにつきましては、これも７期計

画の中に盛り込んでいる内容になっているのですけ

れども、一つは認知症の地域支援員ということで、

認知症に関するさまざまな相談ですとか、事業所が

それぞれ取り組む認知症に対する取り組み支援につ

いての相談ですとか、認知症カフェというのも今、

町の中で社会福祉協議会が実施しているのですけれ

ども、そういう取り組みをさらに推進していくこと

ですとか、そういう活動をするものと、もう一つは

認知症初期集中支援チームの設置ということで、特

に困難事例、初期の認知症の症状に対してなかなか

その医療やサービスに結び付かないような、あと周

りに家族の方や支援者がいないような、いわゆる困

難事例という方に対して、医療介護の専門職が集中

して支援方針を立てて、一定程度の支援の実施した

後に介護保険サービス等に結び付けていくというよ

うな、そういうようなことを実施することで準備を

しています。 

 あと認知症高齢者見守り事業も認知症支援の一つ

なのですけれども、これはＳＯＳネットワーク、認

知症の方が徘徊して行方がわからなくなったときに

速やかに捜索ができるような取り組みを行っており

まして、現在１７名ほど登録されているのですけれ

ども、そういうような方に対してやはり人海戦術で

手探りで捜索するよりも、ＧＰＳ機能がある端末等

を御本人がお持ちになっていらっしゃるとかなりス

ピーディに発見できる事例もありますので、そうい

うＧＰＳ機能の貸し出しの部分になるのですけれど

も、そういうようなことですとか、予防から早期発

見、早期対応、進行した部分に対してはそういった

早期に発見して生命を守るというような、そういう

ようなことと御家族等のサポートと、総合的な認知

症の取り組みを実施するような予定でおります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第４号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第５号平成３０年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算を議題とします。 

 提案者より補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これより、歳入歳出を一

括して１５ページから１６ページ及び３３５ページ

から３５７ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 全般でお伺いしますが、

賃金等、職員等の抑制が最近図られてきておりま

す。経費の節減等でいわゆる施設内でなるべく一人

の効率的な稼働を求めるという形になっているのか

というふうに思います。 

 一方で、このデイサービスだとかですね、そう

いった部分が例えば職員が減ることによる弊害とい

うのもあるような気がします。例えば、利用人数が

職員が足りないことによってなかなか目標とする人

員が確保することができないというような可能性も

あるのではないかというふうに思いますが、そう

いったことというのは実情としてはないのかどうな

のか、お伺いします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

〇ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、平成２９年度当初、本来は９名程度の介護

職員がいればよりよいサービスができるところなの

ですけれども、なかなか介護職の採用に関して全国

的に厳しい状況にありまして、全道それからこの富

良野圏域においても同じような状況があります。 

我々も募集の関係もしてまいりましたが、やはりな

かなか採用に結び付かないということで、実際残っ

ている人材の中であらゆる手段を駆使しまして、よ

りよいサービスをできるようにこれまで努めてまい

りました。 

 その中で例えばデイサービス利用している方が

ショートに入る場合におきましては、デイサービス

のほうでショートの方の入浴の支援をするとか、逆

にそういうお互いの知識というのでしょうか、その

方に対するケアの仕方をお互いにデイサービス、そ

れから特養のほうで連携して連絡を取り合うとか、

食事の時間も時間帯をある程度変えて、少ない人材
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の中で転倒だとかそういう介助が必要な方を先に食

事をするような形をとって、その後自分で食べられ

る方はホールのほうで食べさせるとか、そのような

ことをしております。 

 また、転倒の危険な方におきましてテーブルを用

意しまして、そこに一定程度の時間をそこに座って

いただいて、全員で見守りをするというような形を

とりまして、全員の中でできる限りのことをやって

いるような状況にあります。 

 実際に厳しいというのはおっしゃるとおりで、極

端な話、今まで例えば東と西とそれぞれ２人ずつで

見ていたようなところ２人減るということは当然１

人で半分、２倍を見るようなことになりますので、

厳しい状況になっているのは事実でありますが、そ

ういうふうなことでサービス低下にならないようみ

んなの知恵を絞って対応しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 施設内では職員の方が非

常に少ない人数の中で努力もされているという状況

かなというふうに思っております。 

 何よりも、私これは単に予算が、収支が合わない

というような形の中で削減するという形の傾向が非

常に強くなってきております。今、所長が、おっ

しゃったように、やはりそういった一部人員の削減

による弊害もでてきているということが伺われま

す。 

 今、何もない状況があるということがつづいてい

ますから、これが万が一何かの災害あるいは不徳の

致すところでやはり予想を超えるような問題が起き

た場合に対処できないというような、生まれてきて

いるのではないかというふうに思います。 

 そういう意味ではここら辺もう少し、私は一方的

に予算の削減をするのではなくて、なかなか介護職

員も集まらないという状況もありますが、私はきっ

ちりと入所されている方のサービスを持続して向上

させるために、予算をもっとつけるべきだというふ

うに思いますが、この点、町長どのようにお考えで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

〇副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 ラベンダーハイツの経営状況厳しいことはこれま

での決算の状況を踏まえて委員の皆さんも御理解い

ただいていることというふうに思っております。 

 そのような中で、人を減らしなさいというふう

な、そういう形で施設の方に指示をしているという

ようなことは基本的にはないと思います。必要な人

員はしっかり配置しなければサービス提供できませ

んので、少なからずマンパワーでサービスをする施

設でございますので、必要な人員はしっかりと確保

しなければなかなか行き届いたサービスできないわ

けでありますから。 

 ただ、不要なものがあるとすればもっと効率的な

ことが図れるのであれば、そういうことはしっかり

と効率化を図ることで人件費の抑制ということは求

められていることでありますので、そういうような

観点でこれからも施設の運営に努力をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この間の今回の予算の中

を見ますと、これで十分なのかもしれませんが、し

かし削りなさいということで指示していないという

ことを言われましたけれども、現場の予算の今回の

見ていましても、明らかに人が集まらないというこ

とも含めて十分な対応、予算措置ができていないの

ではないかというふうに私は思っているところで

す。 

 何回も申し上げますが、介護報酬の制度の改定な

ど色々な条件の中でなかなかこの公的機関というの

は営利を目的とするというような状況にはなりませ

んけれども、しかし、この時代ですから一定収支に

合った方向での収入の確保というのも必要だという

ことは私はわかりますが、しかしこの間、行われて

きた繰上充用含めた中での、やはり現場に拍車をか

けて少ない人数で当然サービス向上に努めなさいと

いう形に私はなっている実態があるというふうに思

いますが、そういう実態はないですか。町長。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

〇副町長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質問

にお答えいたしますが、今、委員おっしゃったよう

な実態にあるというふうに理解はしているところで

はございません。 

 先ほども言いましたように、サービスに必要な資

源というものはしっかりと確保しなければサービス

に繋がりませんので、サービスに必要な人、物、金

についてはしっかりと確保をしなければ十分なサー

ビスできませんので、必要な人材をしっかりと配置

する、そういう予算を組んでいるつもりでありま

す。今現場で起きている状況については私どもも所

長から報告を受けておりますけれども、特に介護職

員についてはなかなか厳しい状況にあるということ

でなかなか採用につながらないというようなこと

は、それは新しい課題として介護職の雇用につな

がっていないという現実がありますので、少なから

ず一定程度のどのような処遇改善が必要なのか、ま

た介護職の人材確保につながるにはどういうことが
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必要なのかということで、これは地域全体の課題と

して保健福祉課のほうで新しい年度においては一定

程度介護職を確保するような、そういう支援策も考

えようということで一部そういう制度化を予定して

いますけれども。 

 ラベンダーハイツに限らずこの介護職が非常に厳

しい状況にあるというのは地域全体の、全国的な課

題なのかなというふうに受けとめておりまして、必

要な予算をしっかりと確保した中で人材もなんとか

確保していきたいというふうに思っておりますの

で、現状は必要な人材分の人件費等については予算

上に確保しているものというふうに理解していま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第５号の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので少々お待ちくださ

い。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第６号平成３

０年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算を議題

とします。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより歳入

歳出を一括して１７ページから１５ページ及び３６

１ページから３７０ページまでの予算全般の質疑に

入ります。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第６号の

質疑を終了します。 

 次に、議案第７号平成３０年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算を議題とします。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、歳入歳出を一

括して２０ページから２２ページ及び３７３ページ

から３９２ページまでの予算全般の質疑に入りま

す。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３８３ページなのです

が、これは委託料という形で載っておりますが、こ

れはいわゆる事業団で一括委託なるという形なの

か、制度上、設計上、この事業団が受け持つように

なるのかというふうに思いますが、他の業種が入っ

てこういった部分の整備というのはなかなかならな

いのだろうというふうに思いますが、この点どうで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

〇建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

下水道の根幹的施設の委託業務についての御質問で

ございますが、これにつきましては日本下水道事業

団に委託を行って実施するものであります。 

 内容につきましては浄化センターの施設の電気計

装関係それと機械設備等の部分でございまして、事

業団が発注を行って、管理も行って、実施するもの

であります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第７号の

質疑を終了します。 

 次に議案第８号平成３０年度上富良野町水道事業

会計予算を議題といたします。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより歳入

歳出を一括して２３ページ、２４ページ、及び３９

４ページから４１２ページまでの予算全般の質疑に

入ります。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ４１１ページの町単独路

線ということで、配水管の敷設替えという形で予算

が計上されておりますが、こういった場合は国の補

助等というのが勉強させていただきたいところがあ

るのですが、あるのかどうなのか、この点お伺いし

ておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

〇建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

配水管の敷設工事の部分についてでございますが、

御質問でございますが、国の補助はございません。

起債を借りて、実施するものであります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと比較的これ

からこういった事業が老朽化して整備しなくてはな

らないということになると、相当持ち出し等も出て

くるという形で、以前からもそうだったのかという

ふうに思いますが、こういったところの国、あるい

は何らかの形で補助というのが、必要があるのでは

ないかと思います。この起債を借りた場合の償還部

分というのは、国からあるのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

〇上下水道班主幹（安川伸治君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 この工事、事業を実施した場合の起債の償還に対
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しての国の手当てというものは、起債の償還額がか

なり高額になってきた場合についてはございます

が、今現状の水道の経営状況でいきますと、補助の

対象ですが、そういった国の手当はないような状況

でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第８号の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、議案第９号平成３

０年度上富良野町病院事業会計予算を議題としま

す。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これより歳入

歳出を一括して２５ページ、２６ページ及び４１５

ページから４４０ページまでの予算全般の質疑に入

ります。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ４２９ページ委託料なの

ですが、この医療事務委託という形と給食業務委

託、若干ですが上がっているかというふうに思いま

すが、わずかだと思いますが、これは人件費とある

いはどういう要因で上がったのか。 

 確認しておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 御指摘にございました医療事務、給食につきまし

て、医療事務につきましては賃金の単価アップ、ま

た給食業務につきましては３年の長期契約が２９年

度で終わりました。 

 よって、３０年からの契約の中において３年間の

賃金の上り幅が相当上がっています。よって、今回

３年目の見直しということでの、人件費の部分でご

ざいまして、管理費ということになるのですが、給

食材料費等については値上げはしないということで

人件費だけのことでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 全般にわたってなのです

が、看護師の確保という点で非常に、従来からもそ

うかというふうに思いますが、色々と支援制度も行

われていますが、現状では今年度というのは十分確

保という点ではどのような現状にありますか。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 看護師の確保につきましては、いつも綱渡りの状

態でございます。 

 今現在も２名の方が育児休暇。１名の方が病気休

業ということで３名の休業者を出している状態で

す。 

 よって、長期展望に立つ上においては、看護師の

奨学金の貸し付け、２９年度から１名実施しており

ますし、短期の中でパートさんの中で募集をかけて

もいない状況でございます。今回、３月１２日から

地域応援ナースということで、国がやっております

事業で、単年度の看護師の確保ということで、まず

は６カ月間来ていただいております。ぎりぎりの状

態ではございますけれども、基準を満たすというこ

とにおいては外来看護師等の一般病棟とのやりとり

等によりまして、今現在どうやらこうやら綱渡りで

運営している状態です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、７対１か

ら１０対１になったのかなというふうに思いますけ

れども、そういった意味での綱渡りの状況の中でも

１０対１というような確保、できるという形でよろ

しいですか。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問ですが、断言はできないのですけれども、

１０対１をキープしていきたいというのが院長、副

院長、常勤の先生方の考えでございます。 

 ただ４月以降、その１０対１、７対１、１３対

１、１５対１という入院基本料が変わります。入院

基本料１から７までに今度、細分化されるような形

になりますので、我が町立病院みたいのは急性期に

今、手を挙げていますけれども、どんどんどんどん

重症度の関係で締め付けがきておりますので、なか

なか今後看護師の数はもとより、入院している患者

の急性期と言われる患者が入院しているのかという

ところが、問われるような調査も一緒に、レセプト

と一緒に出す状況でございます。 

 それらを含めていきますと、今後はまたそれに合

わせて検討していくというようなことになるかと思

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町では、病院のほうで公
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的医療の改革プランというのが計画して実行されて

いるかというふうに思いますが、今後、現実として

改革プランに沿った病院のあり方というのは色々と

再編が求められてきているという形になりますが、

建物も含めてなのですが、実際どこまでどういう進

捗状況なのか、ちょっとわからないところがあるの

ですが、新年度予算なのであわせてお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長。 

〇町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 改革プランそのものには２９年度から２９、３

０、３１、３２、３３、５年間の期間の中で構成し

ておりますが、かなり踏み込んだところまでは記載

はなされておりません。現状維持していくというこ

とがメーンで、それが今の上富良野町立病院を取り

巻くドクターの数、看護師の数から言うとこんなこ

とをやります、やれます、というところは記載でき

ない、今の救急をやっていく、予防をやって、予防

接種をやっていく、それからラベンダーハイツ、自

衛隊診療、それから健診、それから一般病棟、老

健、という受け持ち分野です。 

 それから二次医療圏、富良野に対する二次医療

圏、旭川における三次医療圏にいかにうちの病院が

ゲートキーパーとして患者さんを的確にその専門の

病院に送っていくかということを維持していきたい

ということをメーンに記載させていただいているの

が今の現状です。 

 建物につきましては３８年ほどたっておりますの

で、当然、老朽化もありますし、それから今の求め

られている病室とそれから患者さんのプライバシー

等については病院に来ていただきますとわかります

けれども、確かに大きな新しい病院から見るといろ

いろ手は加えておりますけれども、機能的にも不整

備のところがございますので、これはもう６次総の

中でまた考えていく分野ではないかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 今の改革プランですけれ

ど、病棟の増加とか、そういうことは全然見込まれ

ていない、今の現状では見込まれない、医師の数、

看護師の数のあれから言うと見込めないととってよ

ろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（山川 護君） ４番長谷川議員

の御質問にお答えいたします。 

 町立病院を取り巻く状況といたしまして、国が富

良野区域医療構想というのをつくりまして、富良野

圏域における今５１０床ベッド数があります。その

ベッド数を削減しなさいという指示がきておりま

す。これは２３床の削減で、４８７床まで落とすと

いうことになるのですが、その中で国はもう一歩踏

み込んだ改革を削減の改革を出してきている。 

 それはうちも含めて富良野協会、西病院にある急

性期と言われている３３５床、それを１２０床まで

削減しなさいと。富良野医療圏においては１２０床

で急性期はいいですよと。あとは回復期、慢性期が

足りませんと。いうことでの指針を出しておりま

す。今それにつきましては圏域の中で理事者から先

生方、それから社会福祉協議会、薬剤師会等の協議

会の中で話し合っておりますが、ベッド数、一般病

床の急性期の増床というのは大変難しい状況でない

かというふうに思っております。  

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

〇４番（長谷川徳行君） 急性期の病床は無理だ

と。そうしたら急性期を過ぎて退院患者をケアする

病棟といいますか、ありますよね。地域包括ケア病

棟とか、協会病院でもやっているのですよ、行った

らパンフレットかけてあって、これは今これからの

地域包括ケアシステムとかそういうあれで必要に

なってくると思うのですが、その辺はどのようにお

考えですか。 

○委員長（村上和子君） 町立病院事務長、答弁。 

〇町立病院事務長（山川 護君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えします。 

 今、地域包括ケア病棟ということで協会病院も５

０床もっております。基本的には手術をして、そし

て一般病棟においては入院期間が決まっております

から、そこで介護のほうに行くのか在宅に行くのか

ということで６０日間、そこで入院が可能になりま

す。その病棟につきましては今国が相当後押しをし

ておりますのと、それと一日の入院単価も１０対１

よりも高いです実際。 

 ですが、施設基準の中でかなりまた締め付けがあ

ります。誰でもが手を挙げてできるものではなく

て、そこに専門のリハビリの職員を１人置きなさ

い、それから電算で医療請求をしてくださいという

ような縛りがございまして、病院の中でも何回か議

論しているのですけれども、どうもまだドクターた

ちが「うん」と言わないのが現状で、今は富良野圏

域の動きを見ながら探り合いの状態ですので、各病

院が。そういう状態の中で、まだ病院そのものの中

での協議もまだ全然固まらない状況です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、議案第９号の

質疑を終了します。 

 以上で、本日の質疑を終了し、分科会による審査

意見書の作成を行いますので、一旦散会します。 

 今後の予定を事務局長から説明させます。 

 

 

 

午前 １０時３０分 散会 
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成３０年３月１９日 

 

 

   予算特別委員長    村 上 和 子 
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平成３０年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成３０年３月２０日（火曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成３０年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成３０年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成３０年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第 ５号 平成３０年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成３０年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成３０年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成３０年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成３０年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 
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─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         辻     剛 君 

 町民生活課長         鈴 木 真 弓 君     保健福祉課長         北 川 徳 幸 君 

 農業振興課長         狩 野 寿 志 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 
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 町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         大 井 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） 御出席、御苦労に存じま

す。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第４日

目を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 本日の審査日程につきましては、さきにお配りい

たしました日程のとおり進めてまいりますので、御

了承願います。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） これより、予算特別委員

会１日目に行いました、事前配付の第５次上富良野

町総合計画実施計画書に係る補足説明を求めます。 

 企画商工観光課長、答弁。 

〇企画商工観光課長（辻  剛君） 去る３月１５

日の予算特別委員会におきまして配付をいたしまし

た資料、第５次上富良野町総合計画実施計画書にお

きまして、事業年度の表記に統一性を欠いていまし

たことから、予算審議に御迷惑をおかけしたことに

対しまして、まずおわびを申し上げたいと思いま

す。 

 その際、副町長が申しましたとおり、事業年度の

表記について整理を行い、本日改めて配付をさせて

いただきますので御査収のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 また、整理をさせていただいた点につきまして、

御説明申し上げます。 

 実施計画書の最後のページ、１６ページの下部分

の囲みをごらんいただきたいと思います。こちらの

ほうの事業年度欄の表記についてという部分をごら

んいただきたいと思います。 

 整理の１点目といたしましては、単年度事業や事

業期間が明確であるものについては米印で書いてあ

りますが、これは年度の数値ということになりま

す。そういう事業期間等が明確であるものについて

は何年度、または何年度から何年度と年度の数値で

表記をしてございます。 

 ２点目といたしまして経常的、断続的または定期

的に実施されるものについては、継続と表記するこ

とに統一いたしました。 

 以上、御説明とさせていただきます。 

○委員長（村上和子君） ただいまの説明について

御質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで実施計

画の質疑を終了します。 

 ここで、理事者及び説明員は退席願います。 

（説明員退席） 

○委員長（村上和子君） 次に、平成３０年度上富

良野町各会計予算の予算特別委員会審査意見書

（案）を事務局長に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、お手元にお

配りしております意見書案について朗読させていた

だきます。 

 予算特別委員会意見書（平成３０年度予算）

（案）。 

 一般会計。 

 １、泥流地帯映画化について。 

 町と映画製作会社、映画化を進める会との役割分

担を明確にすべきである。また、それぞれの取り組

みの進捗状況を情報提供されたい。 

 ２、ジオパーク推進について。 

 町民の認識を高める上からもジオ看板の設置場所

など、さらなるＰＲについて配慮されたい。 

 ３、定住・移住について。 

 定住・移住を促進するため、専門員を配置するな

ど施策の充実を図られたい。 

 ４、マイナンバーカードの普及について。 

 コンビニ交付システム使用料の費用対効果を高め

るため、マイナンバーカードのさらなる普及に努め

られたい。 

 ５、福祉の推進について。 

 貧困アンケートの実施については、サンプルが多

いほど実態や実情が反映できるので、悉皆調査にす

べきである。 

 ６、観光振興について。 

 多言語能力を有する人材の確保に努められたい。 

 ７、町道の維持管理について。 

 道路パトロールを強化し、町道の適正な維持管

理、除排雪に努められたい。 

 ８、放課後スクール等について。 

 放課後スクール等の指導員のなり手不足は深刻で

ある。待遇改善などを進め、指導員の安定的確保に

努められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 １、経営安定のために、人材確保とサービス向上

に努められたい。 

 総括。 

 １、情報提供については、適宜適切な情報提供に

努められたい。 
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 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ただいま朗読しました意

見書案について、案を成案とさせていただきたいと

思いますので、御了承をお願いしたいと思います。 

 この案でよろしいでしょうか。 

 ６番、金子委員。 

〇６番（金子益三君） 今の局長の御説明の中で５

番の福祉の推進のところで、貧困アンケートのサン

プルについて「多いほど実態や実情が」の次が、私

たちの手元にある「把握」ということだったのです

けれども、今の説明で反映という……、読み間違え

でよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 読み間違いでした。どう

も済みません。 

 あと、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで御了承

いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 それではここで、正副委員長による町長への審査

意見書の提出のため、暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時０６分 休憩 

午前 ９時４１分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） （録音機器不良のため録音

されていない（約１分３０秒））ましては、非常に

ある種、町の方向性を大きく左右するような、ター

ニングポイントになるような、そんな重要な１年と

いうふうに私ども位置づけておりますので、これか

ら委員の皆さん方にもさまざまな形で御意見を賜り

ながら、行政執行を進めたいというふうに改めて初

心として申し上げる次第でございます。 

 どうか、平成３０年度の各予算につきまして、ぜ

ひ御議決を賜りますよう改めてお願い申し上げまし

て、所信表明とさせていただきたいと思います。 

 大変長い御審議、本当に貴重な御審議いただきま

して、ありがとうございました。 

○委員長（村上和子君） これより、議案ごとに討

論を行い、採決します。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

 これより、議案第１号平成３０年度上富良野町一

般会計予算の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 １１番、米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私は一般会計に対する反

対討論をいたします。 

 今私たち町民の暮らしは、決してよい方向には向

かっているという状況ではありません。必要最小限

の生活を維持する、暮らしを維持していくための給

与や年金確保がされているという状況にありませ

ん。この間の総務省の調査でも、エンゲル係数は高

どまりと見られるように、税や各種の公共料金等の

負担増などで、家計のやりくりをそれぞれしながら

生活をしているというのが実情ではないでしょう

か。 

 平成３０年度予算には、一定部分改善されている

ものがあります。保育料の軽減や学校改修、介護職

員確保など、一定部分予算の確保がされています。 

 一方でまた問題と思われる点、映画製作の財源の

透明性や拠点施設の調査費、また人事評価に問題が

あると考えます。 

 今求められているのは、身近な予算、また身近な

生活道路に対する予算をきっちり確保するというこ

とにあります。 

 訴えたい一つは、泥流地帯の映画製作でありま

す。映画化を進める会への予算が今回計上されまし

た。しかし、映画製作の必要額がどのぐらいなのか

ということは、審議の中でも一向に明らかになりま

せん。その都度その都度必要に応じて予算を計上す

るというだけを述べているという状況にあります。

本来であれば、年間の必要額を当初予算ではっきり

と確保して計画を進めるべきであるにもかかわら

ず、その先進むべき計画すら、また予算という点で

も不透明さが残るという点に大きな問題点があると

考えます。 

 二つ目には、拠点施設調査ではどうでしょうか。

今後町においては老朽化する施設などの維持管理を

考えれば、最優先順位の見直しが必要ではないで

しょうか。町長は、これが最優先で取り組まなけれ

ばならない施設、いわゆる優先順位の高いものだと

いうことを言われています。しかし、今後高齢化な

どにより、介護支援や介護施設、病院などの地域の

拠点病院の役割は一層重要視されなければなりませ

ん。今後スプリンクラーの設備の設置義務化などが

対応が求められる、また老朽化が進んでいるという

状況になれば、早急に対応しなければならない状況

にあるにもかかわらず、このほかにも図書館など優

先すべきものがたくさんあるでしょう。そういうこ
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とを考えれば、拠点施設のあり方そのものを再考し

なければならない、そういうことが今求められてい

るのではないでしょうか。 

 また同時に、介護保険の問題、税の問題では、一

般会計からの繰り入れ、基金の取り崩しなどを行い

ながら、加入者負担の軽減を行うべきです。 

 四つ目には、人事評価の問題と自衛隊研修の見直

しではどうでしょうか。職員の自衛隊研修はやめる

べきであります。そのために私たちは納税を実施し

ているということは問題があり、町民にいたっては

まさに遺憾であります。研修内容は明らかに軍事訓

練であり、全体の奉仕者としての公務員の精神に反

するものであります。 

 住民生活の中に入り、住民の対話を求める。それ

によって、行政と住民の距離が身近になるものと考

えます。そのことを考えれば、自衛隊研修をやめる

べきではないでしょうか。 

 また、人事評価の問題では、国がトップランナー

方式という形の中で経済効率を優先し、自治体職員

の業務をただコストだけで評価するという状況に今

なってきております。行政サービス施設の集約化、

一層今後図ろうとしております。今、職員の状況は

どうでしょうか。正規職員より非常勤、非正規の職

員がふえるという状況の中で、各部署を見てみまし

ても人手が足りない中で必死に仕事をやっていると

いう状況が見受けられ、こういった点でも私はこの

トップランナー方式による人事評価は、職員の格差

と差別を助長する制度であり、やめるべきだと考え

ます。 

 私はこの点を申し上げて、今回の一般会計におけ

る反対討論とさせていただきます。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

 ２番、岡本康裕君 

○２番（岡本康裕君） 私は一般会計予算案に対し

て、賛成の立場から討論をいたします。 

 平成３０年度の国の一般会計予算の規模は、９７

兆７,１２８億円と、前年度当初予算額に対して２,

５８１憶円、０.３％の増加となっています。国に

おいては本年度が経済・財政再生計画における集中

期間の最終年度でもあり、同計画に掲げる歳出改革

等を着実に実行していかなければならない年でもあ

ります。 

 財政事情によると、新しい経済政策パッケージに

基づいた人づくり革命に必要となる財源として、平

成３１年１０月に予定されている消費税率１０％へ

の引き上げによる財源を活用した教育負担の軽減、

子育て層支援、介護人材の確保等、財政再建に充当

される予定などが示されていますが、依然厳しい国

の財政事情においても、財政再建の旗はおろさず、

不断の歳入歳出改革努力の徹底を行うことが示され

ています。 

 このような中で、平成３０年度は当町にとって第

６次総合計画の策定の年でもあり、基本構想の策定

を行う重要な年でもあります。 

 さらに、第２次地域福祉計画や定住移住促進計

画、第７次農業振興計画及び農業農村実践プランな

ど諸計画が最終年度を迎える年であると同時に、第

７期の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画や国

民健康保険事業などにおいては、本年度から北海道

と市町村が保険者として共同運営を行う新たなス

タートの年でもあります。 

 歳入においては、税使用料等の滞納整理に向けて

債権管理条例の制定による取り組み強化の姿勢が見

られ、またふるさと納税の取り組みにより寄附金の

歳入見込みが見込まれるものでありますが、しかし

ながら人口が減少していく中で大企業などがない当

町において、大きな地方税収入の伸びも見込めず、

財源の多くを地方交付税に依存している状態におい

ては一定程度の減額も避けられない見通しであるこ

とを鑑み、多岐にわたり住民ニーズに応えるべく各

目的基金からそれぞれ使用目的に沿った繰り入れを

行うなど、苦慮された歳入構造になっていると思わ

れます。 

 歳出においては、ここ数年にわたる学校耐震改修

事業などの公共事業に伴う償還費が占める割合が高

くなり、また懸案となっている大雨などの自然災害

に対する恒久的防災対策を初め、老朽化が進む公共

施設の修繕などさまざまな課題に対する継続的な財

政需用が見込まれるなど、一層の自治体経営の安定

化が求められています。 

 厳しい状況におかれても、新規事業として、産業

道路としての機能と輸送の安全向上を目的とした北

１７号道路の整備、また定住移住対策として民間ア

パート等の空き家・空き室活用によるお試し暮らし

住宅の試行的運用の実施や、観光面においては昨年

度から継続事業として地域おこし協力隊を活用した

観光推進を目指すとともに十勝岳ジオパーク構想の

早期認定を目指した取り組みを強化、医療福祉分野

では新たな取り組みとして、後期高齢者医療保険の

被保険者を対象に長寿健康増進事業特別対策補助金

を活用して、町内の温泉入浴施設を利用できる優待

券の交付、親の経済的負担軽減策として北海道の多

子世帯の保育料軽減支援事業を活用し、子ども・子

育て支援については教育保育施設を利用する第２子

以降の３歳未満児の保育料の無償化の実施や、子ど

もの貧困問題への対応に向けたアンケート調査の実

施など、町民に直結した住民サービスの実現が図ら
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れている予算措置であります。 

 予算に当たっては向山町長を初め、執行部全員が

鋭意努力してつくり上げてきた姿がうかがわれ、敬

意を表する次第であります。この予算が執行され、

町民皆が上富良野町に住んでよかったと実感できる

ことを切に願い、委員各位の賛同を賜りますようお

願いし、私の賛成討論とさせていただきます。 

○委員長（村上和子君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第１号平成３０年度上富良野町一

般会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成３０年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第２号平成３０年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成３０年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成３０年度上富良野町後

期高齢者医療保険特別会計予算を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成３０年度上富良野町介護保

険特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号平成３０年度上富良野町介

護保険特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成３０年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号平成３０年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算を起立により採決

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成３０年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号平成３０年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成３０年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号平成３０年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 



― 104 ―

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成３０年度上富良野町水道事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号平成３０年度上富良野町水

道事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成３０年度上富良野町病院事

業会計予算の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ないようですので、これ

をもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号平成３０年度上富良野町病

院事業会計予算を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審査は全部終了いたしました。 

 特別委員会の終わりに当たりまして、一言御挨拶

を申し上げます。 

 予算委員会を閉会するに当たり、一言御挨拶申し

上げます。 

 本委員会は、３月７日の本会議で付託されました

平成３０年一般会計予算案並びに８件の特別会計案

はことしの予算が将来の町を見据えたものとなって

いるのかどうか、町民にとっての福祉増進や、行政

サービス、継続・新規事業が真に町民が求めている

ものであるのか、緊急性や効果的な予算の実現に向

け、二元代表制の一翼を担う議会として、各委員の

熱心なる御審議をいただきまして、審査が終了しま

したこと、心から厚く御礼申し上げます。 

 各会計等、原案どおり可決すべきものと委員会で

決定したところでありますが、審査の過程でなされ

た委員の議論、貴重な意見など、町長以下の執行機

関におかれましては行政の執行に当たり参考とさ

れ、最も効果のあるやり方と考えられ、予算執行に

当たられることを強く望むものであります。 

 ４日間の長丁場にわたりまして、委員各位の御協

力と御労苦に感謝申し上げ、閉会の御挨拶とさせて

いただきます。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会します。 

午前 １０時０４分 閉会 
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成３０年３月２０日 

 

 

   予算特別委員長    村 上 和 子 
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